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令和７年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

令和７年１０月１５日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１２号 令和６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第１３号 令和６年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

１ 正・副委員長選出 

決算特別委員長挨拶 

開会宣告・開議宣告 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔令和７年第３回定例会付託〕 

    議案第１２号 令和６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

    議案第１３号 令和６年度上富良野町企業会計決算の認定について 

  (2) 日程 

    書類審査〔消防大会議室へ移動し、二つの分科会による全体審査〕 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１１名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長  金 子 益 三 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  湯 川 千悦子 君   委   員  米 澤 義 英 君 

   委   員  林   敬 永 君   委   員  茶 谷 朋 弘 君 

   委   員  井 村 悦 丈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  小 林 啓 太 君 

   （議長 中澤良隆君 （オブザーバー）） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  斉 藤   繁 君     副 町 長  佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長  鈴 木 真 弓 君     代表監査委員  中 田 繁 利 君 

 監 査 委 員  中 瀬   実 君     会 計 管 理 者  上 嶋 義 勝 君 

 総 務 課 長  上 村 正 人 君     企画商工観光課長  宮 下 正 美 君 

 町民生活課長  安 川 伸 治 君     保健福祉課長  三 好 正 浩 君 

 農業振興課長  山 内 智 晴 君     農業委員会事務局長  林 下 里 志 君 

 建設水道課長  菊 地   敏 君      

 教育振興課長  高 松   徹 君   

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長  谷 口 裕 二 君     次 長  甲 斐 幹 彦 君 

 主 事  進   梨 夏 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○事務局長（谷口裕二君） おはようございま

す。 

 決算特別委員会に先立ち、議長から御挨拶をい

ただきます。 

○議長（中澤良隆君） おはようございます。 

 決算特別委員会開会に当たり、一言御挨拶を申

し上げます。 

 令和６年度の決算は財政の硬直が続いており、

今後も町立病院や町営住宅の地方債の償還額が増

えていくことが見込まれているということで、収

支均衡の取れた財政構造になるよう、さらなる努

力が必要であると監査委員の審査意見でも述べら

れているところであります。 

 私たち議会の使命は、政策の決定と行財政の運

営を批判し、監視することだと言われています。

議会といたしましても、行財政の運営や事務処

理、ないし事業の実施が適法・適正に、しかも公

平・公立的に、そして民主的になされているかど

うかを慎重に審査いただきたいと思います。 

 ３日間という長丁場になりますが、決算特別委

員長の下、町民の代表として、委員各位の慎重な

る審査をいただきますようお願い申し上げ、開会

に当たっての挨拶といたします。 

○事務局長（谷口裕二君） 続きまして、町長か

ら御挨拶をいただきます。 

○町長（斉藤 繁君） 改めまして、皆さんおは

ようございます。 

 令和７年度の決算特別委員会の開催に当たり、

議長の許可を得ましたので、私のほうからも一言

御挨拶申し上げたいと思います。まずは、時節柄

大変御多忙の中と存じますが、３日間の御審議、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 令和６年度につきましては、さきの定例会に決

算の上程をいたしたところでありますが、物価高

への対応や需要費、人件費の高騰、近年の猛暑に

よる小中学校の空調整備、町立病院の改修等を含

めて一般会計、特別会計、企業会計を含めて総額

約１２５億円余りの決算となったところでありま

す。 

 これら一連の成果を、今委員会を通して皆さん

に御審議賜り、今後の行政運営に反映できるよう

にと思っております。 

 改めまして、各委員におかれましては、何かと

御多用の中、お手数、御苦労をおかけすると思い

ますが、何とぞ御審議いただきまして、認定賜り

ますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていた

だきたいと思います。３日間どうぞよろしくお願

いいたします。 

○事務局長（谷口裕二君） 正副委員長の選出で

ございますが、令和７年第３回定例会で、議長及

び議会選出の監査委員を除く１１名をもって決算

特別委員会を構成しておりますので、正副委員長

の選出については、議長からお諮り願います。 

────────────────── 

◎正 ・ 副 委 員 長 選 出 

○議長（中澤良隆君） 正副委員長の選出につい

て、お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議

長、副委員長に総務産建常任委員長を選出するこ

とで御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に岡本康裕

君、副委員長に金子益三君と決定いたしました。 

○事務局長（谷口裕二君） 岡本委員長におかれ

ましては、委員長席へ移動をお願いいたします。 

（中澤議長、議長席を退席） 

（岡本委員長、委員長席へ移動） 

（中瀬議員、説明員席は移動） 

○事務局長（谷口裕二君） それでは、岡本委員

長から御挨拶をいただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 皆様、改めまして、お

はようございます。 

 先例によって委員長に就任させていただきまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 

 令和６年度の決算にあっては、先ほど町長、そ

れから議長からのお話のとおりでございます。 

 ３日間にわたる委員会ですが、皆さん、委員各

位、理事長の皆さんの特段の御協力をお願いし

て、就任の挨拶といたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告 

○委員長（岡本康裕君） ただいまの出席委員は

１１名であり、定足数に達しておりますので、こ

れより決算特別委員会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の委員会日程等について、事務局長か

ら説明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君） 御説明申し上げま

す。 

 本委員会の案件は、令和７年第３回定例会にお

いて付託されました議案第１２号令和６年度上富

良野町各会計歳入歳出決算の認定について、議案



 ― 3 ― 

第１３号令和６年度上富良野町企業会計決算の認

定についての２件であります。 

 本委員会の委員会日程につきましては、お手元

に配付いたしました委員会日程のとおり、会期は

１０月１５日、１６日、１７日の３日間とし、本

日は、これより会場を消防大会議室に移し、２分

科会に分かれ、各分科会において分科長を選出

し、会計の書類審査をお願いいたします。 

 ２日目の１６日は、議事堂において、一般会計

の質疑を決算書により行います。 

 なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進

めます。 

 ３日目の１７日は、議事堂において、特別会計

及び企業会計決算の質疑を決算書により行いま

す。その後、分科会ごとに審査意見書案の作成、

全体で審議をして成案を決定、理事者に審査意見

書を提出し、理事者の所信表明、討論、表決とい

う順序で進めてまいります。 

 なお、分科会の構成は、１３番岡本委員長を除

き、第１分科会は議席番号１番から５番までの５

名の委員、第２分科会は議席番号６番から１２番

までの５名の委員となります。 

 本委員会の説明員は、町長及び監査委員と議案

審議に関係する課長、主幹並びに担当職員となっ

ております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 本委員会の委員会日程については、ただいまの

説明のとおりにしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の委員会日程は、ただいまの

説明のとおりと決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取扱いは委員長

の許可としたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取扱い

は委員長の許可とすることに決定いたしました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第１

２号令和６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の

認定について及び議案第１３号令和６年度上富良

野町企業会計決算の認定についてを議題といたし

ます。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、

直ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地

方自治法第９８条第１項の規定による書類審査を

行います。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出

決算及び企業会計決算の審査といたします。 

 事前の資料要求がありましたので、さきに配付

のとおりですので、審査の参考に願います。 

 念のため申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に

属する事項があるかとは思いますが、これについ

ては外部に漏らすことのないよう十分注意願いま

す。 

 また、審査に当たって、所定の書類以外に必要

な資料等がございましたら、各分科会で協議し、

決算特別委員会審査資料要求書に必要事項を記入

の上、委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は本日の書類審査までとし、明

日以降の質疑応答中は要求することができません

ので、御注意願います。 

 これより、会場を消防大会議室に移しますの

で、その間、暫時休憩といたします。 

○事務局長（谷口裕二君） それでは、９時２５

分から書類審査を行いますので、委員及び説明員

におかれましては、消防大会議室に移動いたしま

すので、その間、暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前 ９時１１分 休憩 

午前 ９時２５分 再開 

─────────────── 

消防大会議室にて書類審査 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 書類審査について、以上で終了することで御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めま

す。 

 以上で、全体の書類審査を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告 

○委員長（岡本康裕君） 本日の日程は、全部終

了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

午後１１時４３分 散会 
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令和７年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

令和７年１０月１６日（木曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１２号 令和６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第１２号 令和６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     ①１款（町税）～２２款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費） 

      ７款（商工費） 

     ⑤６款（農林業費） 

     ⑥８款（土木費） 

     ⑦９款（教育費） 

     ⑧１０款（公債費）～１２款（予備費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１１名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長  金 子 益 三 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  湯 川 千悦子 君   委   員  米 澤 義 英 君 

   委   員  林   敬 永 君   委   員  茶 谷 朋 弘 君 

   委   員  井 村 悦 丈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  小 林 啓 太 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  斉 藤   繁 君     副 町 長  佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長  鈴 木 真 弓 君     代表監査委員  中 田 繁 利 君 

 監 査 委 員  中 瀬   実 君     会 計 管 理 者  上 嶋 義 勝 君 

 総 務 課 長  上 村 正 人 君     企画商工観光課長  宮 下 正 美 君 

 町民生活課長  安 川 伸 治 君     保健福祉課長  三 好 正 浩 君 

 農業振興課長  山 内 智 晴 君     農業委員会事務局長  林 下 里 志 君 

 建設水道課長  菊 地   敏 君      

 教育振興課長  高 松   徹 君   

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長  谷 口 裕 二 君     次 長  甲 斐 幹 彦 君 
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 主 事  進   梨 夏 君      



 ― 7 ― 

午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に

達しておりますので、これより決算特別委員会第

２日目を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の委員会日程については、先にお配りしま

した日程のとおりであります。 

これより、令和６年度上富良野町会計歳入歳出

決算の認定に関し、質疑を行います。 

初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行い

ます。 

一般会計の歳出については、款ごとに調書及び

資料と併せて質疑を行います。 

委員並びに説明員にお願い申し上げます。審議

中の質疑、答弁につきましては、要点を明確に

し、簡潔に御発言されるようお願いいたします。

なお、質疑の方法は、一問一答で１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、

議席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で

起立し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言願

います。 

また、説明員は挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し答弁願います。 

それでは、質疑に入ります。 

最初に、歳入１款町税の２２ページから２２款

町債の６５ページまで、一括して質疑を行いま

す。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２２ページの町税等につ

いてお伺いいたします。 

例年この不納欠損という形で出てきております

が、聞きましたら悲惨だとか、あるいは納税がで

きないような状況の中で手続を経て不納欠損処理

したのだということの話でありますが、確認いた

しますが、そういった手続というのは当然現状や

られているかというふうに思いますが、再度どの

ような状況で不納欠損になったのかをお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の不

納欠損に関する御質問に対してお答えします。 

まず、不納欠損する場合については、前提とし

て執行停止というのが前段にあるのですけれど

も、そのときに執行停止する前に財産調査をし

て、換価しやすいものから順番に調査していくの

ですけれども、大体不納欠損に至る経緯のところ

は、財産がないという背景もあるのですけれど

も、不動産がありまして、不動産であれば直接差

押えして公売するパターンと、あとは競売などに

係って強制換価が始まっているものに対して交付

要求、これは大きなパターンなのですけれども、

それで登記簿などを調べると納期限前に設定され

た抵当権がついていることが多くて、その抵当権

を見てみると、納期限より前であるため差し押さ

えして換価したとしても、それはお金に換えたと

きに優先順位で上から配当されますので、結果町

に配当されないという場合がありますので、そう

いう部分もあって結果的に不納欠損という状況に

なっております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） もう１点確認いたします

が、滞納繰越分という形で収入未済額はなってい

るかというふうに思いますが、こういった部分と

いうのは現状ではこれは最終的に収納につながる

部分があるのか、既に令和６年度でこの部分で収

められている部分等があるかというふうに思いま

すが、この令和６年度の現状についてお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） では、４番米澤委

員の滞納繰越に関する御質問についてお答えしま

す。 

基本的には即時欠損する背景には、その財産が

ないという部分でもうほぼ確定している状態につ

いてはもちろん即時欠損するのですけれども、滞

納繰越分については執行停止をしてから３年たて

ば欠損になる、もしくは時効で５年ということに

なりまして、その部分で財産調査もしくは法人が

まだ存続している、もしくは個人の方がまだ生き

ていて、これから就労して、もしくは事業を起こ

して収入が見込めるという方に関しては、即時欠

損はしておりませんので、その分の滞納分につい

ては繰越ししていくという流れになっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。ほか

にございますでしょうか。 

２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） ２５ページの中央になり

ますが、入湯税に関してお伺いさせていただきま

す。 

予算ベースでは、宿泊、日帰り、療養と科目ご

とにその数値が書かれておりますが、決算は予算
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の８５４万円に対して微増ですが９５１万２,８０

０円ということになっております。その宿泊及び

日帰り、療養の内訳に関してお伺いさせていただ

きます。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ２番荒生委員の入

湯税に関する御質問にお答えします。 

予算と令和６年と令和５年度からの増えてはい

る背景にはあるのですけれども、内訳につきまし

ては、累計にはなるのですけれども人数は日帰り

が１３万７,９９６円で、療養が１万１,７２４

円、宿泊が２万２６８人です。累計は税額でいき

ますと日帰りが６８９万９,８００円、療養が５８

万６,２００円、宿泊が２０２万６,８００円と

なっております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） では結果的には日帰りが

多かったということでの理解でよろしいでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） そのとおりです。

去年と比べても日帰りは増えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 最後にお伺いいたしま

す。令和６年度の入湯税の徴収をした後、使途は

どのように使われたのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ２番荒生委員の入

湯税の使途に関する御質問についてお答えしま

す。 

これは入湯税検査のときに説明させていただい

ているのですけれども、基本的には観光、環境保

全の部分について入湯税に関しては地方税法で充

当できるというふうに記載されておりますので、

基本的にはこの二つの目的に対して充当している

ところであります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） では、なければこれで

収入の質疑を終了いたします。 

ここで説明員が交代いたしますので、少々お待

ちください。 

（説明員交代） 

お待たせいたしました。次に、歳出の質疑を行

います。 

歳出につきましては、先ほど申し上げました款

ごとの質疑を行います。 

最初に１款議会費の６６ページから２款総務費

の９５ページまで、一括して質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ６９ページの総務管理費

になります。この間、町では人事評価の適正化と

いう形の中で評価制度が実施されております。聞

きましたら、当然資質の向上あるいは職員体制・

組織体制の向上のために、それぞれが目標を持っ

てこれに取り組んで、最終的には自らの仕事をし

てきた結果について自己点検するということに

なっているという話でありますが、この令和６年

度においては、こういう取組の中でいい面と悪い

面があるかというふうに思います。まず、何が目

的でこういう取組をされているのかをお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

おおむね今決算書でもお示しいただきました

が、成果報告書の１２ページの総務管理費、行財

政改革の推進についてということで、常時こちら

としてはテーマにさせていただいて上げさせてい

ただいているところでございます。ここに示させ

ていただいているとおりなのですが、先ほど米澤

委員もお話しいただきましたが、職員の資質向上

はもちろんです。そして何よりも組織全体の目標

をしっかりと掲げた上で進めていくといった部分

の組織向上・強化といった部分になろうかという

ふうに思っております。それをテーマにした形で

それぞれの業務目標を持って取り進めるというこ

とで取り組んでいるものでございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そこでお伺いしたいので

すが、確かに組織の体制や個人の資質向上という

点ではそれなりの対応があるかというふうに思い

ます。 

併せて、私自身この評価自体に対しては疑問が

あります。職員はどう思っていらっしゃるか分か

らないのですが、聞く話ではこの評価についてい

ろいろと疑問を感じている職員の方もいるのかな

というふうに思っておりまして、結局、自らの組

織ですから縛られて、この仕事で最終報告を上げ

なければならないということで、その仕事だけで

も大変だということで、普段の仕事でも大変なの

に、こういうことが加わってきて、それよりも、

自発的にやはり職員間で話し合って、どういう目

標で住民のサービスの向上に努めるのかというと
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ころをより明確にしたほうがいいのではないかと

思います。 

これは聞きましたら最終的には給与にも役職に

もつながっていくという話でありますから、本来

であれば逆に職員の意欲をそぐような問題ではな

いかなというふうに私は思うのですが、ここら辺

は町長はどのようにお考えですか。やはりこれは

直ちにやめて、職員自らが住民の暮らしや福祉の

向上につながる方向の啓発とか職員教育というの

が当然なされておりますけれども、人事評価制度

の疑問点がこういったところにあるのではないか

なと思いますが、町長はどのようにお考えでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

この人事評価の中で、きちんとお互いにヒアリ

ングして、スタッフの方であれば主幹の方とお話

をした中で、それで自分のスキルに見合ったも

の、それから当然事務分掌で与えられた業務に関

すること、そういったことを相談しながら、年度

初め、それから中間で、３月の年度末、その３回

にきちんとヒアリングを行いながら、決して強制

的に職員にそういった業務目標を押しつけるよう

な制度ではないということはまず御理解いただき

たいなと思っております。 

そういった中で、しっかりと自分のやれるこ

と、一体どこまでできるのだろうということも主

幹と相談しながら、それから当然ですけれども経

験年数や何級何号という職階の中で担ってもらわ

なければならない職責というものもございますか

ら、そういったものも加味しながら、それぞれの

年度のそれぞれの方の目標を設定しているもので

ございますので、そういった部分、コミュニケー

ションを取りながら設定しているということで御

理解賜りたいなと思います。 

町といたしまして、これは国で制度もつくりな

がら、各自治体においてもそれに倣って導入を進

めているところでありますし、そういった部分で

は職場の活性化のためにそういうコミュニケー

ションを必ず年に３回取ること、当然それ以外に

も取っていますけれども、そういったことが大変

効果があるということでございますし、大きい職

場になればなおのこと、普段からそういう上司と

のコミュニケーションを取るのが、役場ぐらいだ

とそれほど主幹の下に何十人も何百人もいるとい

うようなことはあり得ませんから、コミュニケー

ションを日常的にも取っていますけれども、そう

いったところをしっかりお互い点検し合えるとい

うことです。 

逆にいうと評価する側も、部下の方がこういう

ことでここの部分ができなかったのですとなれ

ば、主幹の人も何でこの子はできないのかという

ことで、自分の指導の仕方とかサポートの仕方を

また上の人も学ぶということも、結果相互で話合

いすることは本当に大事なことだと思っています

ので、この制度についてはしっかりと成熟させな

がら、試用期間が終わって本格的な制度が始まっ

て数年たちますけれども、まだまだ時代に応じて

変えていかなければいけない部分もあろうかと思

いますけれども、しっかりと続けていくことが大

事なのかなと思います。そういったことで職場内

の風通しもよくしたいし、効率のいい職場づくり

のためにそういった制度をしっかりと維持してま

いりたいと思っているのが現在の所存でございま

すので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 職員はこういうことをや

れば当然縛られるのです。将来自分のやった仕事

がＡかＢかＣか、大雑把にいえば５段階評価で

す。そういう中で米澤は一番低いＤで、自動的に

はありますけれども昇給もしない。住民のために

仕事をしたいということで行政に入ってきて、そ

れが途中でこういう評価制度によって自らの働き

たいという意欲もそがれてしまう可能性も当然あ

るというふうに思うのです。 

やはり私は行政というのはしっかりとした住民

の報酬のためにどうするのかということを、一般

の企業とは違いますのでそういう評価はやはりな

じみませんし、確かにお互いやり取りしてどうだ

こうだという点でいい面もあるかと思います。し

かし、行政の在り方としてはこういうものはやめ

るべきだというふうに思いますが、これをもう一

度町長、どのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

決してマイナスの評価だけではないということ

で御理解いただきたいと思います。それから、マ

イナスするプラスするといいましても、相対で

なった評価のほかに役場職員全体の、例えば一般

職なら一般職全体の中で、本当に公平な評価がさ

れているのかという評価の制度もございますの

で、それぞれ違う主幹が評価したり違う課長が評

価しますから、そのときにばらつきがあっては非

常に不公平が生じるということで、最終的にはそ

ういった総合的に全体を見た上で評価していると

いうことです。 
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そういった部分、極端に誰をＤだＦだといった

ような評価をするというようなルールになってい

ませんので、そこは当然その職員の意欲がなくな

るような評価というのも本当にしてはいけないこ

とですし、より仕事をよくしようという思いで

やっている制度ですので、そこのところは極端な

ものがないということで御理解賜りたいと思いま

すし、決してお互い悪いところだけを評価の対象

とするのではなくて、できること、できないこと

もしっかり受け止めながら評価しているというこ

とで御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますで

しょうか。 

１番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） ８３ページ、ふるさと納

税管理費の中の広告料に関してお伺いいたしま

す。 

寄附額も昨年に比べては１割減ということでご

ざいますけれども、事業費全体はそれほど昨年度

と変わっていない中で、広告料が予算から比較し

ても３分の１ですし、昨年と比較しても５分の１

ほどに圧縮されておりますが、この要因といいま

すか、その点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 

○企画政策班主幹（長谷川京史君） １番佐藤委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

昨年度のふるさと納税の広告費ですが、まずふ

るさと納税の寄附金につきましては、寄附金の３

割未満の返礼品にすること、かつ５割未満の経費

にすることということが法的に定められておりま

して、その中で広告料や人件費、さらに郵送料等

を支出する形になっております。 

昨年度につきましては、広告について様々な雑

誌掲載ですとか様々なものもいろいろ検討させて

いただいたのですが、やはり現在ふるさと納税を

インターネット上で申し込まれる方が多数という

ことがありましたので、中間事業者ともいろいろ

協議を行いまして、価格に対して効果が一番高い

ものということで設定させていただきまして、昨

年度はインターネットの広告を今回この金額でさ

せていただいたところとなっております。こちら

についてはやはり寄附金額が下がってきますと５

割経費を超えることもできませんので、それを勘

案しながら設定しているというのが現状となって

おります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 予算のときの説明ですと

ポータルサイトで確か１８を２個増やして２０に

するというような説明があったと思いますが、そ

れをひっくるめても上手に圧縮されてコストを下

げているという認識でよろしいですか。お伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午前 ９時２７分 休憩 

午前 ９時２７分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） １番佐藤委

員からありました昨年のふるさと納税に関します

広告料の減というところにお答えしたいと思いま

すが、先ほど主幹からもありましたが、広告費に

つきましては効果のあるものということで、これ

までも広告を打ってきたところでございます。 

一番の要因としましては、昨年の秋に総務省の

広告に対するガイドラインの見直しというのがあ

りまして、それまではいわゆる通販の商品紹介の

広告を打つとその分ふるさと納税が上がるという

ような形で、どこの町もやりだしたのですけれど

も、なかなか通販サイトのような広告については

駄目ですということで、あくまでもふるさと納税

としての広告を出してくださいというような指導

もありまして、それになりますと、それまで行っ

ていたような広告がなかなか打てなくなったこと

から、それを踏まえまして総務省のガイドライン

に触れないような広告を探しながら打ってきたと

ころなのですけれども、結果としましては今まで

かけていた広告費の予算までは使わなかったの

で、このような減額の決算額になったということ

で御理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） すばらしいかというふう

に私個人的には思っております。 

同じふるさと納税のほうで、予算では商品プロ

モーション支援事業補助ということで毎年予算計

上されていて、恐らく執行されなくて決算には

載っていないのかなと思いますけれども、お聞き

すると返礼品の事業者というのが順調に増えて

いっているわけではない中で、このプロモーショ

ンの支援事業というのは非常に有効かなというふ

うに思っているのですが、この辺りが使われない

ということに対してどのように捉えられているの

かをお伺いいたします。 
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○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） １番佐藤委

員からありました、ふるさと返礼品の新たな展開

に対する支援策というところでございますが、こ

の制度につきましては、当初につきましてはモニ

ター制度、それから今はふるさと納税ですという

ことでジュース等をやっておりました。スタート

当初は返礼品の見せ方についてどういうものがい

いのかというところにつきまして、返礼品を出し

ていただける事業者が元々は手探りでやっていた

ところから、そういうところを見栄えをよくする

ためにそういう支援策も必要だということでス

タートしたところでございますが、年数を重ねる

うちに、うちもそうですけれども中間事業者が中

に入って、中間事業者が写真の撮り方ですとか見

栄えですとかサイトへの掲載の仕方等々につきま

しても、それぞれ事業者とやり取りする中でやっ

て今の状況になっているという中でいくと、返礼

品事業者自らが直接やるという部分については、

そこに対して直接費用をかけてやるという部分

が、今はそういう要求が少ないのかなというふう

に思ってございます。 

ただ、返礼品事業者の拡大というのは、今地域

おこし協力隊の方もいろいろ普段活動をしていた

だいておりますので、その中で今ある制度、完全

にやめるということも一つの手法なのでございま

すけれども、自らそういうものに手がけたいとい

う要求があればそれに応えていくのも町の責務と

いうふうに考えておりますので、現時点で補助に

対しての申請というのはございませんが、これは

来年度予算にも関わりますけれども、その中で制

度としてはそういうものは一定程度持っているべ

きかなということで今の時点では考えておりま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますで

しょうか。 

５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ８１ページの地方振興一

般管理費の中の地域活性化起業人について教えて

ほしいのでお伺いしますが、地域おこし協力隊の

活動というのは日々目にして見やすいのですけれ

ども、なかなかこの地域活性化起業人のやってい

る仕事が我々の目にもつきづらいので、これは令

和６年度は年間で何日程度こちら上富良野町で活

動されて、それらの成果というものはどういった

ものがあったのかを教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

地域活性化起業人として現在来ていた方につい

ては令和６年度で３年間の任期を終えて完了した

ものなのですが、その令和６年度の活動に関して

いいますと、細かくきっちりと数字を取ったもの

を今資料を持ち合わせていないのですが、月に換

算して平均５日から７日程度上富良野に滞在して

様々な活動を行うのと、併せて元々都内の企業、

都内に在住している方ということもありまして、

都内での活動をというものも非常に多かったので

すけれども、その中の上富良野に来てでの活動と

いうところに絞りますと、主に観光振興というと

ころがメインで来ておりました。 

中途から泥流地帯の映画化プロジェクトにも

しっかり関わっていただいたということで、その

両輪で活動していただきましたが、３年間の成果

が令和６年度の集大成となったわけですけれど

も、それでいきますと、様々なラベンダーを活用

した観光振興の施策を広げていただいた部分もあ

りますし、観光コンテンツの開発というところ

で、今回商工部門でもやっておりましたけれど

も、特別体験事業ということで観光庁の事業を

引っ張ってきていただきましてそれを上富良野町

内で展開するといったところで、特に秋季、冬季

の上富良野観光のコンテンツ開拓とここから先の

活用について、様々な方策を研究、試行していた

だいたということが最も大きな成果だったかと承

知しております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 国の事業１００％みたい

な事業でしょうけれども、その成果として今上富

良野には５日から７日程度で主に東京のほうで仕

事されていたということですが、この地域おこし

協力隊とは少々制度が違うものですから、企業か

ら派遣していただくという形ですけれども、本来

であれば、今言った観光に携わるラベンダーのそ

ういったグッズを作ってこれからのプロモーショ

ンにしていくというのが、なかなか成果として

しっかり表れていないのではないかなと思いま

す。しゅっと匂いが出てぱっと消えてしまったよ

うな感じで、それがしっかり上富良野町の顔とし

て、ラベンダーも昔からありましたし、ラベン

ダー祭りもあったぐらいですから、もうラベン

ダーというのは上富良野町のある一定程度名の知

れたものである。その中でグッズは今までにな

かったような新たなものというのを創るわけでも

なく、それは本当に上富良野の観光の柱として
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なっていくぐらいの事業効果というのがあったの

かをお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

観光という面に関しましては、なかなか一発で

キラーコンテンツとして完成するようなものの確

立というところまでは行かないのですけれども、

一つ大きな種をまいていただいたと思ったのは、

このラベンダーに関してもシソに関してもそうな

のですけれども、上富良野特有の香りというとこ

ろに着眼していただきまして、それに関する製品

の自衛隊上富良野駐屯地と共同した香りの製品、

虫よけ、手洗い石けん、消臭剤といったところ、

その忌避成分ですとかシソラベンダーの香りの成

分を使った上富良野特有の香りといったものを

フィーチャーしていただきまして製品化していた

だきましたこと。 

それともう一つ、観光コンテンツとして、ラベ

ンダーというとやはり景観が一番大きな柱として

我々も捉えていたところがありますが、しっかり

とその香りの部分が集客コンテンツであったり魅

力的な商品であったりということで、価値がある

といったところの種をまいていただいたというと

ころが大きいかと思います。現在、それを活用し

た商品展開であったりツアー商品展開であったり

というのは非常に限定されたものではありますけ

れども、これが今後広げていくことのできるもの

として認識できたということも非常に大きいかと

思います。 

繰り返しになりますけれども、一発でこれが柱

になるようなものの開発に関しては、この３年間

の結果ではなかなか難しかったのかなという評価

をしております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ラベンダーの香りのもの

は従前からあったわけです。もっと爆発的に売れ

ているものもあるのです。例えば観光協会で絞っ

たオイルをベースとした大手洗剤メーカーとか化

粧品メーカーの、名前は言えませんけれども、そ

こに入れたものは物すごく売れていましたし、飲

料水メーカーにおいても上富良野町のそれらを

使ったものというのも大変売れていましたし、近

年はホップの香りのする炭酸系飲料水なんかも一

定程度売れていますけれども、この地域活性化起

業人の仕事が駄目とはいいませんけれども、３年

かけてやったものというのは、今自衛隊関係とコ

ラボしてやったという、これが防衛省でしっかり

と認識されて、日本の自衛隊の人はみんなこの虫

よけを使いましょう、消臭剤を使いましょうとか

にはなっていないではないですか。だから、せっ

かく３年国のお金をかけてやったのであれば、

もっと実のあるものを考えられなかったのかなと

いうふうにも思います。 

一方で、また泥流地帯の映画化にもちょっと関

与していただいたというところが、なかなかその

成果が我々に見えてきていないのです。だから残

念だなと思うのが、地域活性化起業人とは違うの

ですけれども、近隣の市町村を見ると例えば東川

町は三千櫻酒造が来て大変有名な売れている日本

酒を造ったり、厚岸町のとてもすばらしいウイス

キーの波及したものが近隣の町村でできたり新た

なジンを造ろうとかという、そういう本当にその

町の顔となるものが数々生まれている中で、せっ

かくこの３年間の地域活性化起業人が来た中で、

もうちょっと上富良野はいいコンテンツといいま

しょうか、本当に上富良野の観光に対して寄与す

るというのであれば、やはりその後の観光の入り

込みが増えているとか、その後の例えばインバウ

ンドが物すごく増えているとか、劇的に宿泊が伸

びたとか、そういったものがなければ困るのです

けれども、そうでない部分でしっかり動いていっ

ているところがある中で、この地域活性化起業人

のやってきたことというのが何かしっかり足跡が

ついていないという印象があるのですけれども、

そのほかに何か決定的にこれはこの人でなければ

できなかったというようなことはあるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子委員の御質問

にお答えします。 

確かに他の自治体はいろいろなニュースを伺い

しますと非常に大きな成果、目立ったことをやっ

ている企業人も協力隊員の方も含めてそういった

ことで頑張って、よそから来た方の新たな目線で

ということは本当に大変すばらしいことだと思い

ます。金子委員のおっしゃるように、本当にその

ような大きなものにたどり着くまでの中にはきっ

といろいろ積み重ねているものもあったのであろ

うと推測できます。 

今回の３年間の足跡についても、いろいろな部

分、大手の普段では呼べないような旅行会社の方

に来てもらって実証実験をやったり、そういった

部分では確かに足跡はあるのだということは御理

解いただいた上での御質問というふうに受け止め

ております。確かに大きな成果はこれといったも

のがないということは非常に残念といいますか、

あまり見えてこないという委員各位の御意見かな

と思いますけれども、そういった部分、一歩一歩
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積み重ねた先にきっとしっかりとしたものをつ

くっていかなければならないというのは、こうい

う期間限定の方が残していったものを、残ってい

る我々がしっかりそれを生かしてさらによくして

いくのだということも含めてやっていかなければ

ならないのかなと思います。 

起業人の話からちょっと外れてきていますけれ

ども、そういった形で一つの大きなものをつくっ

ていくということがやはり大事なことであって、

そういったところ、必ずしも３年間のこの方の活

動が目に見えてなっていないですけれども、一つ

ひとつ礎になっていくのだということで、この後

もいろいろな形で関わっていただいております

し、そういった部分も含めてさらに成果をいろい

ろな実証実験等も含めて重ねていかなければなら

ないということで、これまでの３年間の成果につ

いて評価しているということで御理解いただきた

いなと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 最後になりますけれど

も、地域活性化起業人の制度というのは私はすご

くいい制度だと思っているのです。こういう片田

舎にいながら大都会のすばらしい人脈を持った人

が一緒になってまちづくりをしていただけるとい

う。私はこれはちょっとうがった見方かもしれな

いのですけれども属人化しないほうがいいと思う

のです。この地域活性化起業人というのは、そこ

から町と様々な分野に広げていっていただけるよ

うな仕事をしていただきながら、先ほど言ったキ

ラーコンテンツをボンと１個作るのもいいのかも

しれないけれども、さらなる上富良野町の可能性

といったものをどしどし広げていけるような、そ

ういった活躍を望むところだったのですけれど

も、そういう今の地域活性化起業人だけが抱える

仕事ではなくて、その人がハブとなっていろいろ

な分野につないでいっていただいたという、映画

化は別として、観光であれば余計になのですけれ

ども、そういったことというのはされていらっ

しゃったのです。それが今なお上富良野町と各方

面と脈々と続いた中で、今後もそれが広がってい

く、そういう道筋というのはつけてくれたので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

それに関しましては我々も当然商工観光事業者

として様々な町内の個人、団体、企業については

ネットワークを広げてしっかりとやっていくとい

うところを取り組んでいるところなのですけれど

も、なかなか全ての人としっかりと連携が取れて

いるということでもございませんで、ジャンルで

あったり業態であったりというところで関係がい

まいち深くつくっていけていない人ももちろんい

たのですけれども、そういったところにも我々が

普段発想の中であったり連携の中であったりとい

うところも、普段少し距離のあるような事業者、

個人、団体、企業、そういったところともしっか

りとネットワークを広げていただいて、それもか

なり深くなっていると思いますし、それを継続し

てこれからも我々との関係の中でその関係を活用

させていただけるというようなところは、かなり

成果としてはあったと感じております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 関連でお伺いいたしま

す。 

今回、地域活性化起業人に関しては、提案事業

ということで当初予算では１００万円つけられた

中で、執行は６８万円だったという結果がこの決

算書では読み取れますけれども、ラベンダーの商

品の開発であるとかそういったところの使途は理

解いたしますが、満額使うぐらいの助言や指導と

かというのは、この令和６年度においてはされな

かったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

もちろん制度として１００万円はみっちり使え

ることで準備しておりますので、それの範囲内で

しっかりと有効に活用してくださいというところ

は常々、この令和６年度に限らず３年予算のつい

ている期間につきましては助言はさせていただい

たところでございます。 

ただ一方で、具体的にこれこれこういうのをや

ればもう少し使えるとか、そういったところまで

はなかなかやはり踏み込めないところはあります

が、制度としての周知、助言というのがしっかり

進めていたところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 残り３２万円あるから、

まだもう一仕事してくださいということはなかな

か言いづらいかもしれないですけれども、同僚委

員も言いました、せっかくの３年間という期間を

もって、主幹が先ほどおっしゃった集大成の年で

あったということを鑑みれば、やはりそのコンテ

ンツの開発途中にさらなる何か一仕事というわけ
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ではないですけれども、ブラッシュアップをかけ

るような、そういったところを要求しなければ、

この制度の利用価値はないと思うのですけれど

も、その辺に関してもう一度お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

これに関しては少し言い訳がましくなってしま

いますが、御承知のとおり令和６年度は年度の序

盤あたりから例の特別体験事業というところの大

きな事業に関わることが大きくなって、それは御

承知のとおり観光庁の直轄事業でそれを請け負う

といったところが非常に大きなウエートを占める

ことになりまして、それが冬のコンテンツ開拓と

いうところが一番大きなものということで、年度

の終盤というところがやはり一番コアな業務の帯

になってしまったところから、なかなか最終的に

まだ残っているという自覚はお互いあったのです

けれども、それを補強するようなところまではた

どり着かなかったというのが現状でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 関連して、今話を聞いて

いましたら、結局どこも責任を取っていないよう

な感じがするのです。職員は一生懸命されており

ます。恐らく手が回らないのだというふうに私は

解釈しているのです。というのは、いろいろとこ

の起業人の方がラベンダーの匂いとかそういった

ものを開発して、本来であればそこまでしたら今

度は町がどういうふうに商品化して販路を広げる

のか、あるいは起業人の方と併せてそういった戦

略を持って本来であれば進めなければならないの

にもかかわらず、そこが行政の位置づけとして欠

落しているというふうに思っているのです。これ

は職員の方もそういう方向で進めたいと思うけれ

ども、映画化やそのほかの事業も抱えてなかなか

進めることができないというような状況があると

いうふうに思っているのです。ですから、そう

いったところをきちんとこの決算において本当に

分析されているのかどうなのか。以前からもこれ

は指摘されています。こういった部分というのは

どう評価されていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ４番米澤委

員からありました地域活性化起業人の事業に対す

る考え方というところの質問にお答えさせていた

だきたいと思います。 

この活用の結果につきましては、先ほど主幹か

らそれぞれ説明させていただいたところでござい

ます。これにつきましては、これまでもありまし

たが、町としましては特にこの地域活性化をする

という施策に関しましては、この活性化起業人だ

けではなくて、地域おこし協力隊、そして今年度

でいけば地域プロジェクトマネジャー制度という

ことで、国の人材活用制度と町の中で組み立てて

活用していくのだということで進めてきておりま

すので、この地域活性化起業人につきましても、

制度的にはその一つの手法という中でまちづくり

に活用しようということです。本来であれば町の

職員が直接本来やるべきようなことを、なかなか

人が確保できないという中でものを考えていこう

という中で、そういう外部の人を登用して事業を

行っていただきましょうということでこれまでも

進めてきておりますし、現在も進めているところ

でございます。 

その中で、先ほど令和６年度の提案事業の部分

のところで実質予算が余ったことによって取組が

不足しているのではないかという御指摘かなとい

うふうに思っておりますが、お金の面だけでいき

ますと、この１００万円につきましては直接町が

ここを財源としながら、その人がやるべき事業に

対しての補助の予算という形になっていますが、

先ほどの全体事業の中でいきますと国の１００％

でやりました特別体験事業をこの方が中心になっ

てコーディネートして取り組んでいただいたとい

う視点で考えますと、直接的な部分はお金を使っ

ておりませんが、プラスそれに代わる部分で町の

特別体験事業の取組を進めていただいて、その効

果が、実際に開発されたコンテンツが商品化をさ

れて、しっかり民間ベースで旅行会社で売り出す

いう形にはまだなっておりませんが、そういうコ

ンテンツを開発するというようなところに注力し

たことによって、数字的にはこちらにあります決

算の金額になったのかなという判断になっており

ます。 

こちらにつきましては今後もいろいろな人材活

用事業、今言いました三つ以外にもまだあります

ので、どれをどういうふうに組み合わせてやって

いくのが町地域活性化にこれからつながるのかな

という部分については、今後も検討して活用して

いきたいというふうに考えているところでござい

ますので、御理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 前段も出ましたが、観光

コンテンツの問題とこれは連動しておりますので

お聞きいたしますが、担当課長に聞きましたら、
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このコンテンツの造成、観光という形で組んだけ

れども、最終的には何とか商品化という形でいえ

ば、これは展望台に仮設して冬季の活用の方法

を、これを何となく商品化できるかどうかは別と

しても、町が取り組む製品としての、これくらい

なのかなという形でした。しかし、これとて今後

どうしていくのかというのがなかなか見えてこな

い話であります。 

これだけの国直轄の事業を４,５００万円利用し

て、結局これは本来であれば地域の活性化あるい

は商品という形の中で結びついていかなければな

らないのに、こういうものが起業人としてお金を

使うだけで終わってしまっているというのがある

というふうに思います。 

そういうような内容ではやはり困るのです。

今、地域の活性化が叫ばれているときに、地域の

やはり上富良野ブランドを売り出すという、そう

いう方向での組立てと協力をしながら、この地域

活性化起業人の力量を生かすという、そこら辺を

今問われていると思うのですが、ここはなかなか

見えてこない。どうですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。追加資料で要求いただきま

したように４,５００万円の内訳、それから事業の

内容についてはまた後の観光費のほうになるとい

うことで、起業人の有効な活用についての御質問

ということでお答えさせていただきたいと思いま

す。 

委員御指摘のとおり、そういった外部から来た

方と共にやる、この地元の母体というものがきち

んと育っていかないと地域が活性化しないという

御指摘を頂いておりますけれども、誠にそのとお

りだと思います。そういった部分をしっかりと

やっていく。町内の観光事業者、商工事業者とい

ろいろと、例えば今回、日の出公園の展望台など

を有効活用するということになれば、冬期間の除

雪の関係とかになればそういったことで協力して

いただける町内や地元の企業の方々とか、そう

いった方々とのネットワークというものが非常に

必要なのだと思います。 

やはり起業人の方は大変東京とか都会の企業の

ノウハウを持っているし人脈も持っていますけれ

ども、地元のことに関してはやはり我々が一生懸

命後押し協力していくということが大事で、そこ

が足りないのではないかなという質問だと思いま

すので、そういった部分についてはしっかりと今

後も、起業人の方は今年度はもういらっしゃいま

せんけれども、そういった方々のちゃんとした橋

渡し、つなぎ、そういったものについては特段の

配慮をしていく必要があるということは認識して

進めていきたいと思っておりますので、活性化起

業人の使い方といいますか、地域振興策というこ

とでの広い意味での答弁になってしまいました

が、そういったことで御理解いただきたいなとい

うふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。ほか

にございますか。 

７番、茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） ７５ページの定住・移住

促進費に関わることなのですが、事業調査にも書

いてある上富良野冬の移住体験ツアーを行ったと

書かれていますが、これの内訳を教えていただけ

ますか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 

○企画政策班主幹（長谷川京史君） ７番茶谷委

員の御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

上富良野冬の移住体験ツアーにつきましては、

２０２５年の１月２４日から１月２６日の２泊３

日の期間で今回実施させていただきまして、今回

この応募の募集につきましてはホームページまた

は各種イベント等でＰＲを行いまして、今昨年度

につきましては２組３名の方が今回応募いただき

まして参加いただいていただいております。 

こちらの行程につきましては、２泊３日の中で

上富良野の生活をまず体験していただくというこ

とで、上富良野町内のスーパーですとか銀行、そ

ういった生活する上でないと困るような施設を見

学するとともに、先輩移住者との交流会、さらに

冬の体験ということで、昨年雪が少なかったので

御意見の中でも結構残念だという話を受けていた

のですが、雪はね体験ですとかそういったことの

中で、北海道というものが移住者の中でやはり雪

が降るということでストップがかかってしまう部

分がありますので、そういったことをＰＲするこ

とで今回実施させていただいております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） これは自分の認識だと参

加する方がお支払いするツアーみたいな形だと思

うのですけれども、幾らぐらいだったのかをお聞

かせ願います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 

○企画政策班主幹（長谷川京史君） ７番茶谷委

員の御質問にお答えいたします。こちらの参加費
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につきましては、今回は本州から来られた方です

ので、自宅から空港までの移動費用、さらに宿泊

費、あと飲食代につきましては全て参加される方

の御負担でしていただいている形になっておりま

す。私たちは実際に上富良野町内のペンションに

御協力いただきまして、宿泊費を１泊１万円とい

うことで交渉させていただきまして、そちらは参

加者に負担していただいている状況となっており

ます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 関連でお伺いいたしま

す。 

体験された方の感想とかそういったものという

のは中で受け取られているのかをお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 

○企画政策班主幹（長谷川京史君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 

今回参加いただきました参加者の方に様々細か

くアンケート等はうちで聴取しておりまして、そ

の中でやはり様々な御意見がありまして、先ほど

御説明させていただきましたが、雪が少なくて残

念だったけれども北海道の冬というのを少し体験

できてイメージがつきました等の様々な御意見を

頂いております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 今後、町でこういった事

業をさらに内容を充実して展開するかどうかは分

かりませんが、やはり町の活性化あるいは移住に

つなげるという形であれば、さらにこれを一定程

度充実した内容でまた企画するということが必要

かというふうに思いますが、この令和６年度決算

を踏まえてそういったところはどのようにお考え

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 

○企画政策班主幹（長谷川京史君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 

今年度につきましても冬というのがやはりキー

ワードになると思っておりますので、今年度も同

様のイベントを実施する計画でおります。その中

でやはり昨年度の課題点というのが見えておりま

して、実際にもう少し充実できたものがあったの

ではないのかなというところがありますので、そ

ちらにつきましては今年度そういった去年できな

かったものも織り込みながら実施したいというふ

うに今計画しているところであります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） ８１ページの生活安全対

策費のところで、交通事故発生件数が令和５年度

より微増しているということですが、インバウン

ドも増え観光客も増えている中、交通事故の発生

件数が今後また増えていくであろうという考えら

れているのですが、令和６年度に関して何か新た

な対策というのは行ったのか、お聞かせ願いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ７番茶谷委員

の交通事故への対策に関する質問についてお答え

いたします。 

交通事故対策につきましては、幅広い年代から

青空教育などを幼少期から行っており、また、一

般向けにつきましても令和６年度につきましては

いしずえ大学であったり老人会にお邪魔しまして

計３回学習なども行って、交通安全の呼びかけを

行っております。 

また、補助看板を設置して注意を呼びかけると

ともに、富良野警察署と共に交通事故の多い現場

の検証を実施いたしまして、効果的な看板の設置

であったり、道路管理者と協議しまして、注意喚

起の看板の場所の移動など、そういったことの調

整を図ってきたところでございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

ほかにございますか。 

２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） ７５ページ上段になりま

す。企画制作費、一般管理費の中の負担金の中

に、全国過疎地域連盟北海道支部負担とあります

が、当町も２０２１年から過疎指定を受け、後の

２０２２年（令和４年度）からこの負担金が加盟

をしたことにより発生しておりまして、令和４年

度に７万５０円、令和５年度が２１万８,５５０

円、そしてこの令和６年度決算では１１万５,９５

０円ということで、このジグザグなばらばらな金

額の負担金というのは、どのような根拠で算定さ

れているのかをお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ２番荒生委

員からありました全国過疎地域連盟北海道支部負

担金の毎年の金額の増減というところでございま
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すが、こちらにつきましては会費ということで均

等割の部分と、あとプラスアルファで過疎債割と

いうものがありまして、当該年度は前年度実績の

過疎債借入金額に応じまして率が掛けられまし

て、それで負担金が定まるという形になっていま

すので、毎年の過疎債の借入額に応じて増減する

という形になっているということで御理解いただ

きたいと思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 御説明で理解いたしまし

た。 

例えば加入した初年度に特別な加入負担金とか

のような取り方ということは一切ないということ

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ２番荒生委

員からありました負担金の歳出でございますが、

こちらにつきましては規約の中で決まっておりま

して、加入時の特別というものはなくて、あくま

でも加入した時点での会費の算出根拠ということ

で計画と過疎債割というのが定められて、それに

応じて負担請求が来るという形になってございま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ８３ページ、泥流地帯映

画化事業でお伺いしたいのですけれども、映画化

を進める会に令和６年度１００万円の負担金を出

しておりまして、様々な活動をされておりまし

た。１点お聞きしたいのですけれども、令和６年

度は総会費ゼロというのは、お金をかけなかった

というだけなのですか。分かりました。 

それで、令和６年度中にこの映画を進める会に

よって、映画化のプロジェクト事業というのはど

の程度の進捗になったのかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

令和６年度中の進捗でございますが、映画化プ

ロジェクトの進捗自体が三度目の正直といいます

か、映画監督も決まりましてようやくスタートを

切るというところにたどり着いたのが、プレスリ

リースさせていただきました３月ですので、映画

化を進める会自体が鑑賞したことによって明確に

進捗したということではございませんけれども、

ただ、その中で３度目のこのお話が成立するまで

の間に、映画化を進める会の皆様ともスーパーバ

イザーを就任された方ですとか映画監督ですとか

そういった者とコンタクトを取っていただきまし

て、様々な後押しをするというようなバックアッ

プ体制をしっかりと映画化を進める会が示せたこ

とによって、この映画をやるといってくれるとこ

ろにたどり着いた大きな要因となっていることと

は思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員 

○５番（金子益三君） それでは、映画を進める

会は今まで、三度目の正直とおっしゃいましたけ

れども、この映画を作るといってからもう五、六

年以上たっておりますけれども、この令和７年３

月にプレスリリースを発表して、スーパーバイ

ザーであったり監督であったり、ある程度の骨格

ができるところまで行ったということで、この映

画を進める会が今まで数年間やってきたことの集

大成がこの令和６年度で出来上がったということ

の認識でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

映画化を進める会の大きな目標は、映画を制作

するときのしっかりとした地域としての支援とい

うところが一番大きなところで、映画の撮影が始

まる前までは全体の機運醸成をしっかりしていこ

うといったようなところが大きな理念でした。 

設立当初はもちろん２年、３年での映画公開と

いうような短期決戦というところの前提でつくら

れた組織ではあるのですけれども、こういった長

い準備期間となりましたけれども、その中で町民

の中の意識を途切れさせないようにいかにモチ

ベーションを維持して撮影を続けるかというとこ

ろに、頑張りましょうねということで進める会の

メンバーたちも、文化祭などでの町民ＰＲであっ

たり、加盟している団体内でのそういった情報共

有であったりというところで機運を維持するとい

うような活動に取り組んでいただいたところでご

ざいますので、集大成というのは映画が始まって

からどう撮影協力していくのかという、撮影自体

が集大成ということになろうかと思いますが、た

だ、映画が進捗することが決定するまでの大きな

きっかけとなったことになりますので、集大成と

まではいいませんけれども大きなピークの一つで

はあったかと認識してございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 
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○５番（金子益三君） この間の映画を進める会

の役員の皆さんの御尽力には誠に敬意を表すると

ころではありますし、一定程度方向性が見えてよ

かったなと安堵しているところです。ということ

は、もう映画を進める会というもの自体の存在は

一定程度の大きな役割は果たしたというところな

のですか。 

というのは、この間もあまり実態が見えていな

いという。最初の頃はしっかりしていました。そ

れは見ておりましたし、一生懸命でした。この間

もやっていたと思うのですけれども、どちらかと

いうと行政主体でいろいろな新たな事業が上乗せ

されています。令和７年度においても新しい朗読

があったり何だりと。それにあまり映画を進める

会の人は関与していなかったこともあります。 

令和６年度は１００万円の予算があって、それ

なりの事業をいろいろやってこられたと思うので

すけれども、これはもう解散するとかということ

ではなくて、一定程度の役割は令和６年度でその

プレスリリースがされて映画を作る監督とかも決

まっているということになった上で、これから映

画撮影が始まってきた中での協力というのはまた

別な形でやっていかないと、あくまでも機運醸成

のためにそもそも始まっていた会ですので、その

映画化を進める会がメインとなって監督を探した

りしたわけでもないです。ただ、今回は三度目の

正直でとてもいい監督だったりスーパーバイザー

だったり、そういう制作の人がきっと今水面下で

動いていると思うのですけれども、そこまで行っ

たら新たな方向にしていかないと、この映画を進

める会のそもそもの町民の機運醸成という仕事

は、あったのかなかったのかは別としてですけれ

ども、一定程度の役割はしてきたのではないかな

と思うのですけれども、そういったものというの

は令和６年度で線は引かれなかったのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

実はこの映画化の取組というものはもう足かけ

９年になっておりまして、かなりロングランで準

備というところで進めているので、実は分かりづ

らくなっている面もあるのですけれども、本来映

画化を進める会自体が、その映画撮影を上富良野

で行うに当たって、例えばケータリングであった

り衣装の製作であったり時代考証であったり、そ

ういったもののアドバイスであったり、そういっ

た映画撮影に関して支援していきましょうという

のが実は一番大きな目的でありまして、ただ、そ

の映画制作が始まるまでの間はどうしてもその機

運醸成という形で皆さんの気持ちをつないでいか

なければならないなということで、本来の目的に

行くまでの間の仕事として機運醸成を行ってきた

ということでございます。 

ただ、結果的に取り組む年数としては圧倒的に

その機運醸成といったところが大きくなってし

まってはいるのですが、ある意味ではこれから映

画化が決まり来年中の撮影開始というところを目

指すとすると、そこまでの準備であったり、撮影

開始してからの実際の直接的な協力であったり、

あるいは町内の皆さん、例えば農業者であった

り、いろいろなロケ場所の地権者、所有者であっ

たり、協力者であったりといったところのハブと

なる機能が映画化を進める会ということで、これ

から本格的な本来の仕事が始まっていくといった

ような認識でございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本来の目的がもうずれて

しまって運営されています。今まさに主幹がおっ

しゃったように、最初はすぐ映画が進んでいくよ

うなスケジューリングで、今言ったエキストラ

だったり、ケータリングだったり、いろいろなそ

のお手伝いの部分というのを進める会で機運を醸

成していきながらやっていたけれども、結果とし

て９年かかってしまったわけではないですか。そ

うすると、この進める会自体の内容というもの

を、今までやってきてくれた人は本当に御苦労さ

んですし、全然駄目とも言いませんけれども、た

だ、主幹が今言ったような進める会の本来の仕事

というのは、今まで何もやってきていないわけで

す。映画が進められてないわけですから。そこの

一丁目一番地をもう一度しっかり正して組織化を

していかないと、何かただずっと機運醸成のため

だけでこの９年間を使ってきて令和６年度でやっ

とプレスリリースができるまで行ったということ

であれば、これはもう少し練り直さなければなら

ない時期になっているのではないかと思うのです

けれども、その辺はいかがですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

年数がかなりたってしまいましたので、いろい

ろなその考えをしっかりと定めていくという作業

ももちろん必要ですし、実はその組織の中でもそ

こはしっかりと常に議論はされております。今回

でいきますと今月中に監督のロケハンがありまし
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て、そのときに映画化を進める会の役員を中心

に、撮影開始が来年といってもいとまもそれほど

ありませんので、そこでしっかりとどういう役割

を担うか、誰がどこをどうつなげるかといったと

ころの具体的な支援の方策であったりスケジュー

ルであったりといったところも、この機会に皆さ

ん集まっていただいて、監督と直接会ってお話し

することにもなっておりますし、役員の皆様も、

さあこれからが本番だというところで、しっかり

とやろうというような意思も合わせていただいて

おりますので、かなり時間はたちましたけれど

も、ここから本来の目的に立ち返っての活動とい

うところで気合が入っていますといいますか、そ

ういった状態で取り組んでございますので、御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 関連でお伺いしたいので

すけれども、これは町では普通旅費を使っていろ

いろと出向いて対応しているかというふうに思い

ます。いろいろ進めるための交渉とかをされるた

めに現地に行かれたと思うのですが、この令和６

年度は何回行かれた状況ですか。そこにこういっ

た映画化を進める会の動向もあったのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

一般会計でいうところの旅費でございますけれ

ども、この中で政策協議といったところと、ふる

さと納税を集めるお話であったり、プロジェクト

そのもののＰＲであったりと様々な目的で行って

おりますけれども、施策協議に関しましては令和

６年度ではそのためだけで行っているのは２回で

あります。そこでまた別のいろいろな状況機会も

ありますので、そういったところで併せてお話し

させていただくということにもなっておりますけ

れども、この費目でいいますと２回向かっており

まして、その中で映画化を進める会のメンバーの

方、役員の方といったものは、令和６年度は実績

はなかったかと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） こういうお金を使ってそ

れぞれこのプロモーションとか旅費、イベントと

かという形でなっておりますが、やはりこういう

醸成をするのであれば、こういったところから町

民にいろいろと醸成するような、町もそうですけ

れども、その流れが全然なくて、町の人たちは冷

めて、そのようなのがあったのかとか、そのよう

な感じなのです。本来であればなんだかんだと

いってもある程度やはり方向性が見えてきている

部分もあったり見えてきていない部分もあったり

するのですけれども、やはりそういう積み重ね、

ソフト面から、いろいろと語る会とか三浦文学に

対して親しむ会とかという形の、持っていき方そ

のものが町民に伝わっていないから、映画はもう

終わったのだと思っている方もたくさんいるので

す。そういう意味でやはりこの映画を進める会の

負担金そのものの在り方自体がどうだったのかと

いうことも含めて検討されるべきだというふうに

決算を通じて考えているのですが、この点はどう

だったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ４番米澤委

員からありました映画化を進める会の負担金に関

する質問につきまして私からお答えしたいという

ふうに思います。 

このやり方につきましては、これまでもなかな

かはっきり決まったことを皆様にお伝えできない

という中でこれまで時がたっている中でいきます

と、なかなか分かりづらいというふうに御理解い

ただくのはそのとおりだなというふうに思ってい

ます。 

私どもとしましては、この映画化はなかなか難

しい部分がありまして、これまでも決まったこと

はお伝えできますがそれ以外については今の時点

ではお伝えできませんという中で対応させていた

だいておりますが、今後につきましてもこの映画

化の部分につきましては、着実に制作に向け進ん

でいるというふうに認識してございますので、

しっかりといろいろな部分と協力しながら、早期

に実現できるように町としては取り組んでいきた

いというふうに思っておりますし、時々できちん

と決まって皆様にお伝えできるものにつきまして

はお伝えしたいというふうに思います。それにつ

きましては委員の皆様だけではなくて進める会、

あるいはもっと広く町民の皆様にもお伝えしてい

けるように、町としても日々努力していきたいと

いうふうに思ってございます。 

ただ、なかなか外から見て分かりづらい部分が

あるということで先ほど別の委員からも御指摘が

ありましたので、そこら辺もどのように解決して

対応していくかという部分につきましても、町と

映画化を進める会の皆様とも相談しながら、より

よいものになるように取組を進めていきたいとい

うふうに考えておりますので、御理解いただきた

いと思います。 

以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） 米澤委員、よろしいで

すか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） 今の関連なのですけれど

も、今の課長の答弁だと、決まっていないものは

お話しすることもできないけれども、では決まっ

て公表できないものをどうやって予算化して取ら

れてきたのか、確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林委員の１００万

円の予算の中身ということですが、追加資料の中

に今回の決算の中身が入っていると思いますけれ

ども、項目はこの中身で書いてあるような項目で

組み立てますけれども、一定程度想定の中で捉え

ざるを得ない部分がいまだにあって、例えば今後

ロケハンが来ますとかということも、来年度予算

で全ての来年度の日程、映画の制作委員会ですと

か監督とかそういった方々の動きが１年分その先

全部決まっているということではございませんの

で、一定程度の想定の下に枠として１００万円と

いうものを置かせていただいているというのが現

状かと思います。そういった中で、それらを有効

に活用できるように、都度そういった方々と情報

交換しながら適切な対応を図っていくということ

です。 

それから令和６年度につきましては、先ほどの

委員の質問のように機運の醸成という部分は、そ

のときはまだ監督も決定していませんでしたか

ら、令和６年度についてはそういった機運の醸成

に係る部分について執行させていただいたという

ことで御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） １００万円で今いけば、例

えば１００万円の要求資料を見れば繰越金が６０

万あります。当初は旅費が二人で１４万円幾らだ

とか、あとイベントに３０万円何するとかとい

う、そういう積算があって予算を１００万円とい

う形で計上したかと思うのですけれども、さあ決

算を見てみたら負担金１００万円出す間に６０万

円も残して４０％の執行率というのは、令和６年

度の話だから私もうろ覚えで申し訳ありませんけ

れども、どんな積算の仕方をしているのか教えて

いただきたいなと思うのです。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午前１０時２６分 休憩 

午前１０時２６分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） 林委員の御質

問にお答えいたします。 

令和６年度の決算につきましては、この令和７

年度の当初予算の積算の段階から、おおむねいつ

ロケハンであったり撮影に関することが発生して

もいいようにと映画化を進める会自体の予算とし

ては置いておいた上で、このまま何もなければ５

０万円、６０万円という残余が出るので、その分

を減らして令和７年度の当初予算として５０万円

でというところで調整させていただいたところで

ありまして、積算自体はこの剰余金の中には本来

何かが始まったときの対応費用というところでは

あったところですが、進捗上令和６年度の執行と

はならなかったという事情がございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 今の担当主幹の説明はよく

意味が分かりません。積算に対してどういう事業

をやるからこういう負担金が発生しますという形

を取っていないということなのでしょうか。た

だ、先ほど同僚委員も質問したように、機運醸成

ではなく、もうそういう現実に支援するための団

体の経費を取っていらっしゃるのか。令和７年度

は聞いていませんので、令和６年度の執行につい

て、当初令和６年の３月の予算特別委員会のとき

にもお話は聞いたと思うのですけれども、そのと

きに令和６年度はこういうふうにお金を使いたい

ので１００万円の負担金を出すという形だったと

思います。それが４０％の執行率で、例えば映画

を進めるために機運醸成で東京に行く理由は私は

分からないけれども、進める会で１４万円なにが

しの旅費を２回分取っていらっしゃるという形を

見て、実際に決算の要求資料を見たら、何だろう

これはという形があるのでお聞きしているので

す。 

今、進行形の話ですけれども、令和６年度の決

算の在り方がどうなのか。６０万円もの繰越を残

して、１２月に減額補正もしないで、３月にも減

額補正もしない。負担金をただ出しただけで、そ

の映画を進める会の今度は令和７年度の繰越金に

なっているのでしょうけれども、そういう執行自

体がおかしいのではないかなというふうに思うの

で、すみません、委員長は冒頭簡潔に質問するよ

うに言われたのですけれども、答えていることが

すごく理解できないので、執行についてもう一度

確認させてください。 

当初予算に対して決算の在り方を誰がどのよう
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に判断したのか。映画を進める会が判断して、そ

ういう形をしたのなら、なぜ先ほど同僚委員から

も総会を開いたのかという聞き方があったのかな

というふうに思いますので、その決算について教

えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

令和６年度もそうですし、これまでの予算の立

て方というのもそうだったのですが、機運醸成と

いうものはこちらである程度事務局であったり会

でコントロールしてこういうふうに計画を立てて

これこれやりますというふうにできる部分が一つ

あるのと、映画の進捗に合わせて支援するという

分の予算に関しましてはどうしても映画の進捗状

況に引っ張られてしまうので、予算でしっかりと

準備して始まったときにはすぐ対応できるように

というようなところでの予算立てとなっているの

が現状でございます。その進捗そのものが思った

ようにこちらでもコントロールできないという部

分と、実際にいつあるか分からないという中で、

どうしても一旦予算を全部落としてしまうともう

次に対応できるのが次の年の４月になってしまう

といったところが、その即応性といったところを

担保するためにこういった予算に関しては落とさ

ないで残させていただいておりました。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 当初、イベントに３０万円

ほど使いたいという負担金の中身だったのが、執

行は１５万円弱、だったらイベントを町内で、先

ほども町民の方も何だそれというふうに冷めてい

るというお話もありましたが、そういうイベント

をもう少しやってもよかったとは思うのですが、

それさえもしないでいたのはどうしてかという点

を確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

令和６年度でいきますと大きなイベントとして

は元ＴＢＳアナウンサーの方に泥流地帯の朗読イ

ベントをやっていただくといったところで、町民

の方にも広く来ていただいてというようなところ

が大きなものになりました。 

あとは対町民といったものも含めて幾つかの小

さなイベントになりますけれども、作文のコン

クールであったり、そういった町内外に向けたイ

ベントであったりといったところもあるのです

が、御指摘のとおりもう一つ二つそういったイベ

ントはあってももちろんよかったなとは思ってお

りますが、令和６年度に関してはそこまでたどり

着けなかったというのが実情でございます。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

再開は１０時５０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３２分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解いて、引き続

き委員会を再開いたします。 

質疑を続けます。 

１２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 成果報告書の１６ペー

ジの地域おこし協力隊管理に関してお伺いしま

す。 

このＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェアで

相談２９件とありますが、これが実際に採用につ

ながったのかなど、何かこのイベントに参加した

総括があればお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 

○企画政策班主幹（長谷川京史君） １２番小林

委員の御質問にお答えします。 

ＪＯＩＮの移住交流地域フェアにつきまして

は、昨年の１２月７日、東京のビックサイトで開

催されたイベントとなっております。こちらが１

２月７日、８日の２日日程になっておりまして、

１日目が１５名、２日目が１４名の方がブースに

来ていただきまして。地域おこし協力隊の説明を

受けているところです。今回、上富良野町では次

年度に向けた農業と観光のほうの募集について重

点的にお話をさせていただいたのですが、やはり

今回来られた方はほとんどの方が農業をやりたい

ということでお話がありまして、今年度採用いた

しました地域おこし協力隊とこの相談に来た方は

現在なかなかマッチしなかったというのが現状の

実績となっております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） ただいまの答弁に関し

て、農業をやりたいと言っているような人が相談

に来てくれて、町としても農業を受け入れようと

していたのに、ここがマッチングしなかった理由

とか分析はあるのかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 
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○企画政策班主幹（長谷川京史君） １２番小林

委員の御質問にお答えします。 

昨年度来ていただきました参加者は、様々なこ

ういった農作物をしたいですとか、こういったも

のを作りたいとか、こういった経営をしていきた

いというお話は詳しくお聞かせいただいたのです

が、その中で私たち参加者のほうでは地域おこし

協力隊の農業での募集についての制度概要ですと

か、３年間かけて新規就農につなげていくように

お手伝いをしていきますということの御説明等は

させていただくのと、あと上富良野町ではこのよ

うな農作物が取れていますということですとかと

いうことを詳しく説明して話はしてきたところで

はあったのですけれども、結果その方については

今回こちらに応募はなかったという実績となって

おります。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） また、この相談の内容

といいますか、今回この相談を受けた方の中でこ

ちらの隊員として令和６年度もしくは令和７年度

からの採用になった人はいないということで、そ

の前提でお伺いしますが、今町としては主に農業

や観光に関しての協力隊員を求めて参加したとい

う話があったのですけれども、結果的に今の農業

の話も採用にはつながらなかったという話があり

ましたが、これは相談に来られた方のニーズに対

して町としての受入態勢ができてなくてマッチン

グしなかったのか、それとも町としてのニーズに

対してそういった相談者が来られなかったのか、

どちらに原因があるのかというのをお伺いできれ

ばと思ったのです。 

その背景としては、これを総括して今後もこの

イベントに上富良野が参加し続ける意味があるの

かどうかということをどう振り返っているのかな

というふうに思い、また今後も出る必要があると

思っているのだったら、何かそこのマッチングし

なかった理由というのは解消されなければならな

いのかなと思っての質問なのですが、その辺りを

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答

弁。 

○企画政策班主幹（長谷川京史君） １２番小林

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

こちらにつきましては、昨年度の実績につきま

しては応募がなかったということで、地域おこし

協力隊の希望される方がこちらに応募してきてい

ないところから、どちらかというとこちらの受入

態勢ができなくてということではなかったかなと

いうふうに総括しております。 

ただ、今回どちらのイベントにつきましても来

られる方が４０代、５０代で農業をやりたいとい

う方もいらっしゃいますので、やはり農業の制度

ですとか経営ですとかの厳しさですとか、そう

いったところの３年間の向けての新規就農という

中では、なかなかうちが求める年代層ともマッチ

はしなかったのかなと考えております。ただ、今

後も地域おこし協力隊については計画的に募集を

かけてしていきたいと考えておりますので、こち

らについてはまた今後もイベント等に参加を行い

まして、実施していきたいなというふうに考えて

おります。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） ８１ページ、消費者問題対

策費の１８節負担金補助及び交付金で広域消費生

活相談負担金１２７万円が計上されて、毎年度計

上され決算されておりますが、こちらは５市町村

でお金を出し合っている負担金だというふうに認

識しています。そういう消費生活相談も生活実態

によっていろいろ形が変わってきているのではな

いかなと思うのですけれども、当町における相談

内容というのはどのようなものが多いのか、把握

していれば教えていただきたいです。 

あと、この専門員が配置されているかと思いま

すけれども、その方は何か資格を持って当たられ

ている方なのかというものと、あと、負担金の金

額が毎年同じなので、人を雇用していると思いま

すけれども、そういうものの人件費のアップとか

というのはされていないのか、すみません、一問

一答でした。まず１問目をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ６番林委員の

富良野の消費者生活相談に係る、まず相談内容に

ついての御質問にお答えいたします。 

上富良野町では令和６年度、こちらの消費生活

相談につきましては２６件の方の相談実績がござ

いました。その内容といたしましては、細かく集

計を取ってはおりますが、店舗での購入のクーリ

ングオフなど、通信販売のクーリングオフ、電話

勧誘によるもののクーリングオフや、解約あっせ

ん、こういったものが具体的なものです。 

あと、分類不明といったものがありまして、こ

ちらにつきましてはどちらかというと商品の苦情

であったり情報提供、詐欺予兆電話ではないのか

などといったようなもの、こういったものが１１

件というふうになっております。 

以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） 林委員。 

○６番（林敬永君） 店舗購入のクーリングオフ

が今でも多いということは、世代的には高齢者が

多いということで理解していいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 相談の年齢別

なのですが、こちらも実は１０代から７０代まで

といった幅広い年代からの相談になっております

が、６０代、７０代がこの半分以上を占めており

まして、６０代が８件、７０代が７件、合計して

１５件で、ここが一番多い層となっております。 

○委員長（岡本康裕君） 林委員。 

○６番（林敬永君） やはり高齢者が多いなとい

うのは感じるのですけれども、相談されている方

は多分富良野市の施設に常駐しているかと思うの

ですけれども、その方は何か資格とかを持って相

談に当たられているのかを確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） こちらの消費

生活に関わる相談員は、ただいま２名専門員が配

置されております。この２名とも国の認定機関が

実施しております生活相談の認定資格を取得して

いる者が常駐しております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 勉強されている方が対応に

当たっていただけるということで、ある意味相談

しても安心かなと思うのですけれども、上富良野

町で２６件が相談されたということでありますけ

れども、これは役場が間に入ってつなげたので

しょうか、それとも直接町民の方が富良野消費者

センターに問い合わせて確認されたのかを教えて

ください。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） こちらの相談

２６件のうち上富良野町役場を通じて紹介したと

いったことはございません。直接相談者が相談窓

口へ問合せをしたものとなっております。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ７５ページの自衛隊基地

対策費という形で、演習場に関わってお伺いいた

します。 

毎年、町はこの演習に関わる騒音と地域の要望

等が上げられているかというふうに思いますが、

まずこの令和６年度については大枠でもよろしい

ですがどういうものを要望として上げられたのか

をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室室長（辻秀人君） ４番米澤委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

成果報告の１５ページに記載させていただいて

おりますけれども、中央要望に関してですけれど

も、自衛隊協力会の……。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午前１１時０３分 休憩 

午前１１時０３分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

基地調整室長。 

○基地調整室室長（辻秀人君） ４番米澤委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

今は資料を持ち合わせておりませんので、お時

間いただいて後ほどお答えしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 後でお願いいたします。 

それで、いろいろと演習場周辺の方に聞きまし

たら、以前から課題としてあるのですが、最近演

習回数が増えているのか、内容そのものが恐らく

変わってきているのだと思いまして、窓ガラスが

震えるとか、そういう状況の中で非常に危惧され

ている方がやはり多いという状況になっていま

す。このことでいえば、やはり演習そのものの回

数を見直しするというのは国のほうの問題ですか

ら、そうでないにしてもやはりそういう要望に応

えるような、上富良野は自衛隊の町ですからなか

なか表立って出てこないのです。非常に分かりづ

らい部分があるのですけれども、やはりそういう

要望にしっかりと応えた要望対策というのがされ

るべきだというふうに思いますが、町長はこう

いった点では、この間要望も当然されてきている

とは思いますが、こういった問題に対する要望と

いうのはどういうふうに要望されているのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

委員御承知のとおり、音をとったり、そういっ

たことできちんとしたデータを基にそういった防

音対策などについては要望していき、そういった

基礎データに基づいていろいろと国も交付金など

で調整するということになってございます。 

我々としても演習場の中の騒音などについては
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常に観察する立場にあるわけですけれども、最近

火砲ですとかそういったいろいろなものの種類も

変化がありますので、そういった部分で本当に音

がどういうふうに変わっていくのか、そういった

ものをきっちり注視しながら要望していかないと

ならないのかなと思っています。 

特に地域に住んでいる方にとっては大変深刻な

問題を与えている場合もあろうかと思いますの

で、そういった部分についてはしっかりとそう

いった地域の方の思いを伝えるということは私た

ちとしてもやっていかなければならないというこ

とは常に考えておりますので、そういった部分は

地域の特に代表の方ともお話を伺いながら、丁寧

な取組を進めていかなければならないというふう

に考えておりますので、御理解賜りたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） その上でお聞きしたいの

ですが、確かにあの周辺の一部にいろいろな防音

対策を住宅に講じたとかはあります。しかし演習

内容そのものが変わってきて、騒音の範囲も広く

拡大する必要がある、あるいは音の７０デシベル

以上か８０デシベル以上か分かりませんけれど

も、そういった基準などもやはり見直す時期とい

うのも来ているような気がするのですが、こう

いったものに対する対応というのはどういうふう

にお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

確かにそういうふうに種類も変わり回数も変わ

り、やはり北海道の演習場というものは全国のい

ろいろなところからも演習に大勢の部隊が訪れる

環境にございます。そういったことから、委員御

指摘のとおり質も量も範囲もいろいろな面で変

わってきていると思います。 

その点は私たちはそういう専門的な知識がない

ですから、当然そういうのをきちんと明らかにし

て、例えば今までを音をとっていなかったところ

もとってというようなこともきちんと要望してご

ざいますので、そういった意味で実態に合った対

応、地域への対策というものをしっかりとしても

らえるように要望の中に織り込んでございますの

で、そういったところを引き続き国にしっかりと

訴えていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今の同僚委員の質問には

大体答えられていたのですけれども、令和６年に

ちょうど部隊改編も大きくあって、それまでの２

０りゅうと呼ばれる２０３ミリ自走りゅう弾砲が

廃止になって、音の大きさが変わったのです。１

５５ミリになったりしたことで若干小さくなって

いるではないですか。だからといって音がなく

なったわけではないのですけれども。 

今同僚委員が言ったように、今まではその防音

だったり民生安定のそういった事業を受けていた

施設が、そのデシベルをクリアしなくなったこと

によって、数々の施設の更新事業に対してそう

いった助成が今は受けられないという問題が発生

しているわけです。そういったことも副町長が今

答弁されたように、今後においてはもちろん演習

はゼロではないですし騒音がゼロになったわけで

はないので、今までどおりということになるかな

らないかは別として、新たな政策の中でしっかり

とこの町の公共的な施設についての様々な更新事

業についても、今後においてもしっかり手当が確

約されるように今努力されているということでよ

ろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子委員の御質問

にお答えいたします。 

本当におっしゃるとおりで、質も量も変わって

いるというのは先ほどから申し上げていますけれ

ども、だからといってそういった今まであった手

当を国が駄目というのは、地元としては大変困惑

もしておりますし、大変苦慮しているところでご

ざいますから、そういったものに対しては、既に

手がついてそれで防音でしっかり整備したような

ところでございますから、最後までしっかりと対

応をお願いするということは続けていかなければ

ならないと思っています。 

それで質の部分です。その基準自体も本当に今

のままでいいのか悪いのか、全国的なものも分か

りませんけれども、そういったこともやはり強く

町長を筆頭に富良野地域でもいろいろな要望活動

をしていますので、そういった部分をがっちりと

地域とも連携しながら訴えていくという体制を、

今までもやっていますし強化もしていかなければ

ならないと思っていますので、その辺はしっかり

取り組んでいきたいと思っていますので御理解賜

りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 全国に演習場があります

けれども、この上富良野演習場というのは比較的

町なかに近くて、弾薬庫が隣にあって大変使い勝

手もいいではないですか。今言ったように火砲も

大変訓練に来られたり普通科も来られますから。 

私が何を言おうとしているかというと、やはり
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一番音の被害とかそういう実の被害を受けるのは

上富良野町なのです。当然上富良野町がメインと

なってこの防衛に関する補助金というのはたくさ

ん頂いているのですけれども、やはり小さいお子

さんの施設だったりそういうところがまともに一

番影響を受けるところなので、そういったところ

の施設の整備、備品だったり設備の更新のときに

は、やはり優先的にそういったものが受けられる

ようにしていかないと、この町の子どもたちが健

やかに成長していただくためにも、副町長が今

おっしゃっていただいたような努力はもう不断の

努力としていただいて、必ず確約していただける

ように、この令和６年度、特にターニングポイン

トだったと思うのです。火砲が替わったというこ

ともありますから、ぜひそこは強く言い続けて、

しっかりと確約できるようなこの令和６年度の事

業にしていただきたいなと思いますけれども、も

う一度、最後に町長にお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤繁君） ５番金子委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

この演習場の騒音の問題は以前からずっと防衛

省に要望しております。火砲が替わって町の中も

含めて全体的には音の量が小さくなったとか言わ

れておりますが、演習所の近隣に住んでいる方は

多少小さくなってもやはり騒音というのは相当影

響は受けると思いますので、まずそこの基準はも

うちょっと実態に即して、防音の設備を家につけ

られる基準をもうちょっと下げてくれという要望

は全国的にも我が町においても昔からしておりま

す。 

そして金子委員が今おっしゃった町の中の公共

施設においては逆に受けられる補助メニューが音

によってかなり影響されますので、それらも近く

に住んでいる人は近くに住んでいる人の実態に

しっかり合わせて、そして町の中の施設はしっか

りと補助を受けられるような、そういう要望は引

き続き、上富良野の基地協議会でも要望しており

ますが、全道全国の皆様と力を合わせてここは一

致団結して、基準を変えるのはなかなかハードル

が高いのですが、力を合わせて引き続き続けてま

いりたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） ８９ページの課税事務費の

委託料、１２節委託料のコンビニ収納システム保

守ということで２６万４,０００円の決算額が掲示

されているのですけれども、コンビニ収納の実態

というのはどうなっているのか、お伺いしたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ６番林委員のコン

ビニ収納に関する御質問についてお答えします。 

コンビニ収納システムの保守に関していいます

と、現在、地銀のグループがあって、そこに使用

料として毎月１万円支払っております。このシス

テム保守に関しては基幹システムのほうのコンビ

ニシステムがありますので、毎日コンビニの速報

のデータが来ますので、それを取り込んで、コン

ビニ収納の強みは収まったという情報が速く来る

のが強みであって、それで基幹システムに対して

この人は昨日払いましたというデータが来る部分

の基幹システムの保守となっております。 

以上です 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 本当は収入で聞けばよかっ

たのですけれども関連でここを聞かせていただき

ますのでお許しいただきたいのですけれども、コ

ンビニ収納というのは町民の皆さんからすればす

ごく楽に役場とか金融機関に空いている時間に行

かなくてもいいかなというふうに思うので、かな

り伸びていると思うのですけれども、令和６年度

で見た感じでコンビニ収納自体は伸びています

か。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ６番林委員のコン

ビニ収納に関連した質問に対してお答えします。 

まず、去年と比べると減っているのですけれど

も、どうしても納付書を送った枚数によって左右

されてしまうのですけれども、それに関していう

と令和５年度から比べると令和６年度は減ってい

るのですが、ただ、実際上富良野町民が支払うと

きについては、やはり上富良野町はまだコンビニ

の数がありますので、コンビニで支払うという方

は非常に希望が多いです。 

実際、令和５年度からｅＬ－ＱＲというものは

始まっているのですけれども、それでも自宅から

スマホで納付ができたり、そういう部分は納税者

にとっては納税しやすい環境は整っているのです

けれども、コンビニ収納に関してはやはり需要が

高いというような認識でおります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 確かに需要はこれからも伸

びていくような気もするのですけれども、支出の

面でコンビニ収納以外に新しいそういう収納対応

というものは何か考えていらっしゃるのかお伺い

したいと思います。 
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○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ６番林委員のコン

ビニの収納に関する御質問にお答えします。 

今後の収納のメニューにつきましては、正直も

う出そろっているのかなというのがありまして、

過去にはクレジット納付、これは窓口でクレジッ

トカードを出すのではなくてネットでクレジット

番号を打ってネットで決済するという部分のクレ

ジット納付の部分もあったのですが、これもｅＬ

－ＱＲが導入されたことによってクレジットカー

ド払いというのも、導入する選択肢から外れても

うできるというような流れになりましたので、あ

とは新しい電子マネーについてもｅＬ－ＱＲで対

応できることもなったことから、また新たなその

納税に対する選択肢というのはもうある程度固

まってきたのかなというような感じでおります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連で、令和２年からス

マホでＱＲコードを読んでできるようになったの

ですが、それでお聞きしたいのは、その場合の町

が払う手数料はコンビニでの手数料と同じなので

すか、それともどちらが安いというのはあるので

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ５番金子委員のコ

ンビニ収納に関する御質問にお答えします。 

Ｒ２年のスマートフォン決済なのですけれど

も、この部分のスマートフォン決済というのは

ルートでいうとコンビニ収納のルートになりま

す。ですので、スマートフォンでバーコードを読

んでスマートフォンから払うと、それはコンビニ

収納のほうのルートから請求が来ます。ｅＬ－Ｑ

Ｒの電子決済のほうは、地方税共同機構から請求

が来ます。 

利用料に関しては、コンビニは１件当たり税別

６０円で、このＲ２年のスマートフォン決済と書

いてあるのがそのコンビニのほうのルートで来ま

すので税別６０円です。地方税共同機構から来る

分については、スマートフォンで利用した分につ

いてはＡＰＩ利用分というジャンルで来て、これ

が税別５０円で来るという形になっております。 

なので、コンビニ収納のほうのスマートフォン

決済というのは手続としては正直縮小されてきて

いるのです。使えるものも少なくなってきていま

すので、実際は地方税共同機構の地方税お支払サ

イトのスマートフォンの決済のほうに流れている

というのが現状であります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。

私もよくうっかり忘れて慌ててコンビニに行こう

と思った際に、たまたま納付書にＱＲコードで払

えますといいますからＰａｙＰａｙで払ってみた

のですけれども、誠に便利なのです。家から一歩

も出なくて夜中でもパジャマのまま納税できて、

さらにそれがプラス町も１０円安いというのであ

れば、令和６年度はこういったものの普及は多分

されていると思うのです。納付書の中に入ってい

るし。でも認知が少ないのかなとか思って、そう

いう普及活動は令和６年度はどの程度啓蒙された

のですか。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ５番金子委員のコ

ンビニ収納等の周知に関する御質問についてお答

えします。 

実は課税するときに納税通知を送付する際に、

２次元コードで納付できますという封筒サイズの

紙を１枚入れてはあるのですけれども、たまに窓

口に来られるのですけれども、スマートフォンの

使い方が分からなくて納税しづらいという方も実

際にはいらっしゃったもので、世代間で区切るの

も悪いのですけれども、使える人、使えない人、

使いこなせる人という部分でどうしても分かれて

しまうという背景もあるというのが実情でありま

す。 

以上です。 

○５番（金子益三君） 分かりました。ぜひ進め

てください。 

○委員長（岡本康裕君） ここで、先ほど７５

ページの自衛隊関係のところの要望ということ

で、後ほどということでしたが答えが出ましたの

で、基地調整室長から答弁願います。 

○基地調整室室長（辻秀人君） ４番米澤委員か

らの御質問に改めてお答えしたいと思います。 

演習場周辺の地域からの要望ですけれども、個

人ではありませんが、演習場周辺は３地区に分か

れますけれども、日の出地区、富原地区、倍本地

区に各協議会が立ち上げられておりまして、年末

予算化に向けて聞き取りを毎年行っているところ

です。 

その中で、倍本地区の協議会からは年度当初は

会館のストーブの購入ですとか会館の塗装の要望

が上がっておりました。その後令和６年度実施し

たところ、改めて協議会と協議しまして、塗装業

者とかそういったところの都合がつかなかったと

いうところで、この部分については未執行で実施

に至っているところです。その後令和７年度改め
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て予算化をいたしまして、今の時点で実施してい

るところです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

ほかにございますか。 

２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） ８７ページの防災対策

費、一般管理費の中で、防災資機材整備事業に係

ることですが、昨年１月１日に能登半島地震が発

生しまして、その後国では全国の自治体に１,００

０人、その資機材に関しての備蓄状況という調査

を行っているかと思いますが、まずその調査の実

態に関して、どのような対応を行ったのか確認さ

せてください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ２番荒生委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

実態調査の内容なのですけれども、今細かいと

ころをお答えできなくて大変恐縮なのですけれど

も、それぞれ備蓄しているものについての照会が

あり、それをお答えさせていただいているような

状況であります。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） では、国が示した例えば

一覧表があって、その備品に関しての充足率とか

備蓄率というのを示して送り返したというように

なるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ２番荒生委員の御質

問にお答えしたいのですが、今は内容の細かいと

ころが手持ちでなくて申し訳ございません。後ほ

どお答えさせていただければと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

○２番（荒生博一君） はい。では、大きなこと

で質問します。 

この資機材に関していえば、近年暑い日が多く

続いている中で、長期避難を余儀なくされる場

合、例えば避難所のエアコンの設置等々も、国か

らどのような形で示されているのか分からないで

すけれども、令和６年度において今回備蓄率１０

０％になるように様々な種類の備蓄品が購入さ

れ、備蓄率１００％に全てのカテゴリーでなって

いることは当然なのですけれども、その中で令和

６年度中、これからの温暖化対策ということでエ

アコンの避難所への設置というのは検討されたの

かどうかを伺います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ２番荒生委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

まず結論から申し上げますと、避難所に係る部

分のエアコンの設置といった部分では検討はされ

ておりません。ただし、かみんにつきましては、

クーリングシェルターとしても使わせていただい

ておりますが、あそこは福祉避難所として指定さ

せていただいております。長期避難を要する場合

にはかみんの多目的ホールを避難所とし、そこに

はエアコンが完備されているといったような状態

であるということもつけ加えて回答させていただ

きます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） この令和６年度、例えば

学校にエアコンが設置されたり、そういったとこ

ろで避難所に係る部分でも大分設置率が普及され

ている中で、やはりその資機材を充足するのもあ

りきなのですけれども、その防災対策として令和

６年度は残念ながら検討されなかったということ

なので、今後の事業において、しっかりとそう

いったところも検討に組み込んでいただければと

思いますが、見解をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ２番荒生委員の御質

問にお答えさせていただきます。先ほどの答弁で

少し漏れたのかもしれませんが、学校の体育館

等々の冷暖房の部分について積極的に整備してい

くというのは国として方針で示されているところ

であります。そういった部分も兼ねて、体育館が

というわけではありませんが、避難所の体制につ

いては今後も検討していこうというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ７５ページの点につい

て、自衛隊の募集に対する名簿の提供なのです

が、旭川市では、提供した後にその該当者が自分

の意思を表明できるように、名簿の提供がいいの

かどうなのか、きちんとそういう対策を取ってい

るのです。上富良野町はこの点について一貫して

拒否されているという状況になっています。最低

でもそういった提供される対象者に対してはきっ

ちりと意思表示をできるような仕組みを、本来は

駄目なのですけれども、最低でも取るべきだと私

は思うのですが、令和６年度は大体何名のどの年

代の方から提供されているのかをお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質

問にお答えさせていただきます。 
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まず、すみません、人数を今、掌握していない

のですが、令和６年度の名簿に係る提供について

は、前から申し上げているとおり紙ベースでの提

供という形で行わせていただいているところでご

ざいます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 町長にお伺いいたします

が、最低でも旭川市のような類例に倣ってきちん

と提供されようとする相手側に対する意思表示が

できるような仕組みをつくるべきだと思います

が、町長にこの点の見解を述べていただきたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

昨年同様の答弁になるかと思いますけれども、

この名簿の提出につきましてはきちんと国で制度

化され、それから個人の情報については関係のこ

とにしか決して使わないというような形で、使用

後はきちんと消去されるというような形で、適切

に管理されるものでございます。 

そういったことを踏まえまして、我々としては

しっかりとその制度にのっとった名簿の提出でご

ざいますので、きちんとその制度のとおりに対応

することが正しいことであるという認識の下で名

簿の提出をさせていただいておりますので、現在

のところは確かにそういった意思確認をされてい

るような自治体もあるということも承知している

ところですけれども、我が町としてはその制度に

のっとった形での名簿提出を行っていくというこ

とで認識しているところでございますので、御理

解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 今の社会というのは、名

前を公表する、住所を公表すること自体駄目だと

かいいだとかという、そういう議論なのです。そ

ういうことを考えたら、やはり無条件に、あれも

あくまでも提供できるということで、上富良野町

のように自治体が当然判断すればいいという自治

体もあるのですが、しかし個人情報との関係でい

えば、きっちり厳密にそういったものというのは

しなければならないというふうに私は思っており

ますので、ここら辺はきっちりと対応すべきだと

思いますが、再度確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

基本的には名簿の提出の制度は先ほど答弁した

とおりでございます。それから、そのほかの種々

の制度においても、閲覧とかという形でそういっ

た制度はきちんと残っておりまして、そういった

部分も含めて、制度、ルール、そういったものの

中で対応するべきものについてはしっかりとその

制度にのっとって対応するということで一貫して

取り組んでまいっておりますので、そういったと

ころを御理解賜りたいというふうに存じます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 違う問題で質問させてい

ただきます。７７ページの庁舎の施設管理費でお

伺いいたします。 

これは修繕料という形で計上されております。

今回令和６年度においては修繕料というのはどう

いうような内容で使われたのですか。お伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） どこを直したかという

ことですね。 

総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷昌春君） ４番米澤委員の庁舎

管理費の修繕の内容につきましての御質問にお答

えさせていただきます。 

まず、正面玄関の屋根の雨漏りがしていました

ので、そこのシーリング補修ということで２１万

円、あと駐車場の舗装も割れていたり穴が開いて

いた部分もありましたので、そこの補修というこ

とで１３万５,０００円、あと庁舎のボイラー修繕

ということで１５万６,０００円、あと予算の中に

職員住宅の修繕費というのも入っていますので、

そちらで２０万３,０００円ということになってい

ます。あと庁舎の消火設備の消火器や消火ホース

の交換費用ということで１１万５,０００円という

ことで、成果報告書の１６ページ、１７ページの

とおりなのですが、そういった内容となっており

ます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そこでお伺いしたいので

すが、今、公共施設全般についてなのですが、長

寿命化という形の中でできるだけ少ない経費で効

率的な財政運営、施設運営をしようということ

で、なるべく延命を図っています。この庁舎自体

が既に老朽化して、先ほどおっしゃったクーラー

とかを設置してほしいというような要望もたくさ

ん職員の中からも出てきております。 

それで、今後こういう庁舎、あるいはそれに関

わっていたのですが、どういうような組み立ての

中で一定時期に延命計画はどこまでやって、その

後新たな建物を建てるというような、そういう長
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期的な計画というのはなかなか見当たらない。部

分的な修繕とか何かは実施計画には載っておりま

す。しかし本来であればそういった計画的な配置

もしながら財政投資もするわけですから、そうい

うことをやはりきっちりうたわなければならない

と思うのですが、なかなか出てこないのですが、

そこら辺はどうなっているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） なかなか決算の中では

答弁しづらい質問かとは思いますが、決算からど

う読み取れますかということです。 

総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

私からは、まず公共施設総合整備計画に基づい

た管理の仕方の部分になりますが、今お話しいた

だいたとおり、それぞれの施設は管理計画を持ち

ながら個別にそれぞれ各年度ごとにどういったよ

うな修繕をするべきなのかといった部分も実施計

画の中に盛り込みながら、予算につなげていくと

いったような形で長寿命化に臨んでいるところで

ございます。 

この役場庁舎の今後の見通し等々の御質問だっ

たかと思いますが、今のところ私から何かお答え

できるようなものを持ち合わせているような状況

ではございませんので、御理解いただければとい

うふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） きっちりとそういった財

政計画を持ち、これからいろいろな需要がありま

すので、既に長期償還などが始まっているような

ものがあります。その上できっちりと計画、財政

投資、施設の建設の在り方をぜひやっていただき

たいというふうに思っております。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えします。 

現在の管理の方法については先ほど総務課長か

ら述べさせていただきましたけれども、総務課長

が話したとおり、管理の部分での一定のめどとい

いますかそういうのを立てている計画であって、

根本的な建替えとかというものについてはその計

画の中には織り込んでおらず、現状の建物をどう

維持していくかしか計画の中に入っていないとい

うのが現状でございます。 

委員のおっしゃるとおり上富良野町の建物は４

０年代とか５０年代とかというのはまだまだ残っ

てございます。ここもそうですし、公民館もそう

ですし、そういったものを、今はどちらかという

と庁舎単独というようなところは意外と少ないと

いうふうに私も感じておりまして、つい最近、稚

内市は防災機能をしっかり整えたもので市役所を

整備するとか、お隣の富良野市に至っては文化会

館と市役所がくっついたような形で整備している

というような事例も見させていただいております

ので、そういったことを考えますと、この庁舎だ

けでなくて、消防庁舎も含め、公民館も含めてと

いうことで、どういうような形で整備していくの

がいいのかということは委員の御指摘のとおり

しっかり念頭に置いてやっていかなければならな

いと思いますし、いずれも同じような時期に建て

て同じような時期に老朽化が進んでいるものでご

ざいますので、しっかりとその辺を考えるという

ことと、これからの償還と財源、それからその建

物の古さ、それらを併せ持つとともに、そのほか

にもいろいろと話題に乗っておりますほかの公共

施設もございますので、それとの兼ね合いも含め

て検討を続けてまいりたいと思いますので御理解

を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ８３ページのジオパーク

推進事業についてお伺いいたします。 

まずは全国大会お疲れさまでございました。い

い天気で本当によかったと思います。 

それに際しまして、昨年度下北の大会に３名の

職員が行かれていますが、これは全国大会を前に

して３名で果たして足りていたのか、あと、ジオ

パークの様々な協力団体の方はこれには同行しな

かったのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、

答弁。 

○ジオパーク推進室室長（中村有吾君） ５番金

子委員の御質問にお答えします。 

昨年度は下北ジオパークに確かに３名職員を派

遣しましたが、この３名はジオパークを担当して

いる職員とは別にさらに３名追加ということで

す。これも御承知のとおり今年度の全国大会を開

催するに当たってジオ担当職員以外がどう全国大

会に対してサポートしたらいいのかということを

現地で学んでもらうという目的で３名参加してい

ただきました。 

それと、関連団体というわけではないのですけ

れども、ジオパークのガイドを中心に数名参加し

ていただいております。これは例年どおりなので

すけれども、特に今年度の当地域での全国大会開

催を見据えまして、ガイドによるおもてなしです

とかジオツアーの実施等ございますので、やはり

そういったところの準備を兼ねてガイドに参加し
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ていただいたということでございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分かりました。というこ

とは、今回商工関係だったりＪＡの人たちは参加

されていなかったということでよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、

答弁。 

○ジオパーク推進室室長（中村有吾君） ５番金

子委員の御質問にお答えします。 

おっしゃるとおりで、商工関係等は今回は参加

していただいておりません。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） それと、全国大会とは別

なのですけれども、拠点施設について顕微鏡が

入ったり看板を立てたりということをされていま

した。それでお聞きしたいのは、令和６年度は令

和５年度から比べて来場者数がどれくらい増えた

とか減ったとかというのは分かりますか。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、

答弁。 

○ジオパーク推進室室長（中村有吾君） 金子委

員の御質問は、拠点施設は上富良野町郷土館とい

うことになりますか。すみません、昨年度はきち

んとした来場者数というのは把握していないので

すけれども、昨年度は館内のパネルの更新などを

行っていますので、かなりの期間にわたって閉め

ている期間があって、そういうことを踏まえると

あまり人数はいっていないのではないかなと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） 金子委員の御質問にお

答えいたします。 

郷土館の管理になっておりますので、資料的に

は教育費の中の成果報告書の６２ページのところ

で、郷土館については８９８人から１,３００人程

度ということで５００人ぐらい増えているとい

う、この詳細は教育委員会で把握していると思う

のですけれども、そういったデータは出ておりま

す。郷土館のほうの詳細はできれば教育費のとき

にまたお聞きいただければ担当からお答えできる

と思いますので、申し訳ありませんがよろしくお

願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） この股裂きが結構問題な

のではないかなと思うのです。会館の管理は教育

委員会だし、ジオは総務課です。今言っているの

は郷土館自体として来ているものなのか、ジオ

パークを見に来ているものなのか、その股裂きに

なっているがゆえにそれらは統計を取っていない

わけです。もっというと、ここは常駐ではないで

す。そういったものは令和６年度中に何か問題点

とか弊害が起きたこととかというのは検証はされ

たのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子委員の御質問

にお答えします。 

具体的に検証してここがこうだというのは聞い

ておりませんけれども、まず１点目の整備などに

ついてはきちんと郷土館の担当のほうに予算がつ

いていますので、そこと連携しながら、展示の内

容、それから床地図をどういうふうに作るかとか

ということは、もうちゃんと専門員の方、それか

ら美瑛にも専門がいますから、そういった人とき

ちんと連携しながらこういうのを作るのだという

ことをやっているのと、あと郷土館は委員御指摘

のとおり常駐の説明員がまだおりませんので、ボ

ランティアの方々にしっかり来ていただいて、変

わったところはこうだということも解説していた

だけるようにお願いはしています。ただ、その常

駐の方を将来きちんと置くというのは、しっかり

とした目標としてどういう形になるか検討しなけ

ればいけない課題だということは、しっかり認識

しながら進めているところです。 

どうしても施設自体が元々郷土館であって、な

かなか切り離しづらいというのは委員御指摘のと

おりで、結果的に何百人か増えたのはやはり展示

がリニューアルされたからだろうという推測は当

然できますけれども、そこのところがでは本当に

ジオパークで来たものか郷土館で来たのかという

のをしっかりアンケートを取っているということ

ではないので、そこまで詳細は分からないのが現

状だということで御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 問題意識はあるというこ

とで確認が取れました。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ８５ページの職員の福利

厚生費のところで、ストレスチェックという形で

予算が計上されております。この間いろいろとお

仕事をされて、精神的にいろいろなものが圧と

なって休職するとかいろいろな面があって、それ

に対応するような予算なのかなというふうに思い

ますが、現状では令和６年度ではこういったもの

を受けられた方というのは何人ぐらいいらっしゃ

るのか、この成果表を見たら出ているのですが、

そういうものを含めて、要するに私が言いたいの
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は働き方改革の問題です。この間条例として産休

の問題とかいろいろあります。町として、職員と

して働き方改革でこの令和６年度においては改善

とか認めた点というのはどういうものがあったの

かをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

令和６年度に限って何か福利厚生の制度で充実

させたとか何か改善しなければならないといった

ように受け止めたものはなく、特に何も行ってい

ない状況です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 休職されている方という

のは令和６年度は何人ぐらいいらっしゃったので

しょうか。いなければいいのです。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午前１１時５１分 休憩 

午前１１時５１分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷昌春君） ４番米澤委員の御質

問にお答えいたします。 

令和６年度の病気休職、病気休暇を取得された

方は、病気休職につきましては２名、病気休暇に

つきましては３名ということで記録しておりま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それで、さらにお伺いし

たいのですが、今、職員組合の玄関入り口にいろ

いろと要求運動があって紙で貼られておりまし

た。あれは働く方にとっては当然の要求かなと

思っております。クーラーの設置とか、あるいは

資格取得のために町が費用を出してほしいという

ような。あとはやはり職員配置です。人手不足

で、個人の能力だっていえばそうなるかもしれま

せんが、そうではないと思うのです。一定程度必

要な職員の配置もしてほしいというような要求も

出されております。 

そこでお伺いしたいのですが、資格取得という

ことであれば、それは本人または行政のためでも

ありますし住民のためにも当然つながっていく話

であります。そういうときに何らかの取得をする

ときに、きっちりとした支援、財政的な支援、そ

ういうものを含めた対応が行政としても今求めら

れているのではないかというふうに思いますが、

令和６年度のこういういろいろな環境を踏まえ

て、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

令和６年度中に何か制度として施行したものと

いうのはございません。ただ、そういった今お話

しいただいたような内容については、我々も今調

査・研究しながら先につなげていければというふ

うに思っているところでございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 町長にお伺いいたします

が、やはりそういった働き方改革で、職員が少し

でも環境のよい状況の中で働いてもらう、それが

町民のためにもなるし、組織のためにもなるとい

うことでありますから、クーラーの設置も含めて

なのですが、そういった資格取得に対して、町長

はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えします。 

委員御指摘のとおり、有資格者というのは本当

にどこの自治体も民間の企業とも取り合いの状態

が続いておりまして、技術職も不足し、福祉の職

場でも不足しております。今までと違ってそう

いった専門の資格を有しないと仕事ができないよ

うな、特に福祉などはそういうような国の制度も

たくさんできてきまして、そういった部分で人材

の確保とかというのは非常な課題であるというこ

とはもう本当に身にしみておりますし、幾ら募集

をかけても有資格者が来てくれないという状況も

委員の御指摘のとおりです。 

そういったことから、一定程度条件を緩和しな

がら採用を行っている北海道の事例などがありま

して、土木の学校を出ていなくても採用してから

試験をきちんと受ける機会を与えますというよう

な制度を設けている北海道の例もありますので、

そういったことはしっかり研究しながら、不足す

る部分、当然きちんとした学校に行かないと得ら

れない資格とかもありますので、どういったもの

が研修で取得できて、どういうふうなのが一番い

い方法なのか、また、そのときに求められる資格

はどこなのかということで、多様な多パターンが

あるだと思いますので、一概にこれはこれでこう

ですというのは今のところ持ち合わせておりませ

んけれども、しっかりそのときの状況に柔軟に対

応できるような、そういったものを研究してつ
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くっていかなければならないというのはもう採用

の現場で身にしみておりますので、ぜひ制度なり

そういったルールを確立するよう検討・調査して

いきたいというふうに思いますので、御理解賜り

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 付属調書の１４ページにあ

ります広聴活動で、令和６年度は町民ポストに３

２件投函されたということでございますので、内

容的にはどういうものがあったのか教えていただ

ければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（安川伸治君） ６番林委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

今は手元に詳細のデータがございませんので、

後ほどお答えさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 町民ポストの意見というの

は広報誌に掲載されていたかと思うのですけれど

も、最近見ないなと思って、ないのだなと思って

いたのですけれども令和６年度は３２件もと思っ

て、単純計算でいくと１２か月で割ったら月３件

とはすごいなと思ってお伺いしたのですけれど

も、町民ポストの内容は令和６年度は町民に公表

とかはされていないのでしたか。広報誌に掲載し

ていないのでしたか。 

○委員長（岡本康裕君） 自治推進班主幹。 

○自治推進班主幹（中島美佐子君） ６番林委員

の御質問にお答えいたします。 

頂いた町民ポストの意見の中で広報に掲載して

いるものもございますが、頂いた用紙の中に掲載

を希望しないものもありますし、名前とか全てそ

ろったものを掲載するなどという条件もあります

ので、受けたもの全てを掲載するわけではないと

いうことです。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

まだ総務２款はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで２款

を終了させていただき、昼食休憩に入りたいと思

います。 

再開は、１時１５分からとさせていただきま

す。 

お昼帰ってきたら説明員が交代していますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

以上です。 

────────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時１５分 再開 

────────────────── 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

午前中、着座のまま答弁、質疑をやりましたけ

れども、昼からも着座のまま質疑と答弁という形

を取りたいと思います。 

それと、先ほど町民ポストの件で後ほどという

ことがありましたので、町民生活課から答弁をお

願いいたします。 

町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（安川伸治君） ６番林委員の町

民ポストの御意見の内容についての御質問につい

てお答えさせていただきます。 

御意見の内容について御説明させていただきま

す。町の施設利用、管理に関する御意見としまし

ては１７件、日常生活の環境等の対応に関する御

意見としましては５件、町政運営、イベントです

とか交通安全、町の除雪等の内容の御意見が８

件、その他としましては町に関連しています行政

機関の御意見としては２件で、合計３２件という

ことでございます。このうち職員の対応や接遇に

関するものに関しては令和６年度中はございませ

んでした。町政運営、執行に関するよい意見と

いったものが１件ございました。 

広報の掲載に関しては、ポストの内容について

は担当課に回りまして、住民周知に必要があると

いうものと、あと掲載を希望している、それから

回答を希望しているものに関しましては掲載の検

討をするということになっておりまして、そう

いった内容から掲載されたものが５件という結果

でございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

それでは、次に３款民生費の９４ページから１

０９ページまでの質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ９５ページです。民生委

員の協議会補助という形になっております。詳細

も内訳もあります。非常に民生・児童委員の方が

多岐にわたっていろいろな相談に乗ったり高齢者

実態調査もされているという状況にあります。非

常に成り手もいないなどいろいろ苦労されている

ところもあるというふうに思います。 

そこでお伺いしたいのですけれども、この活動

費や報償費というのですか、そこら辺というのは

近年変更があって上がった部分もあったのかなと

いうふうには思いますが、現状いろいろと物価高

騰という形もありますが、この令和６年度を踏ま
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えた今後のこういう問題に対する対応というのは

どのように考えていらっしゃるのかをお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ４番米澤委員の

民生委員の補助の関係についての中身についての

御質問にお答えさせていただきます。 

まず活動費につきましては、現状この内訳表の

とおりとなってございますが、近隣の市町村と比

べましても決して安くはない金額に設定させてい

ただいているところでございます。見直しにつき

ましても民生・児童委員からの意見等は今のとこ

ろなく、特段見直しに係るような協議というのは

現在行っておりませんが、委員がおっしゃったと

おり物価高騰とかいろいろな社会情勢によってこ

の金額ではというふうなところも今後あると思い

ますので、そういったところを鑑みまして今後検

討するようなことも出てくるかと思いますが、現

状は見直しの予定はないということで御回答させ

ていただきます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますで

しょうか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） ９７ページのかみんの管理

運営費の修繕３６２万３,５６５円、すごい金額な

のですけれども、万単位で結構ですけれども大ま

かに教えていただければと思います。ボイラーと

か壁とか、どことどこと言っていただければ結構

です。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（小野正人君） ６番林委員の

質問にお答えします。 

３６０万円の内訳につきまして、今細かい資料

は持ち合わせていないのであれですけれども、配

管の水漏れの漏水修理、あとデイサービスセン

ターの浴槽の水回りの修理、そのほか、それに関

わるボイラーと、ろ過器とか、その他修繕が日々

あります。それで積み重なった金額が３６０万円

ということになっております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 大体ということで分かった

のですけれども、先般かみんをお借りしたとき

に、エアコンの事務所で温度管理されているもの

が壊れているということで、温度調整ができない

のと、エアコンを入れるときに警備員の方が３回

か操作していたのを見たのですけれども、それは

令和７年度に壊れたのかな。令和６年度にそうい

う修理はしていないということであれば、令和６

年度は修繕費をかけなくても順調に動いていたの

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（小野正人君） 今のエアコン

の関係についてお答えさせていただきます。 

令和７年度にこれからエアコンの保守点検等を

入れさせていただくのですけれども、令和７年度

に温度調整のほうが、冷房のほうがドンと出るの

ですけれども細かい温度調整ができない状況に

なっております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 細かい温度調整ですか。

扱っている人に聞いたら細かいのではなくてそも

そも入れられないと聞いたのですけれども、それ

は間違いですか。では、事務所からの操作はでき

るのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（小野正人君） ６番林委員の

質問にお答えします。 

職員の事務所には温度調整できるものはありま

せん。エアコンについては音響室の裏側に一つ機

械の設備があるのですけれども、そちらにスイッ

チがあって、あと多目的ホールであれば温度設定

ができるつまみがあるのですけれども、そこが今

うまく働いていないという報告を受けておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 今は機能していないと

いうことですか。 

○福祉対策班主幹（小野正人君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） それはもう直されたので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（小野正人君） 今回エアコン

の保守点検がこれから入りますので、そのときに

修繕が入るような形になります。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ９７ページの保健福祉総

合センターかみんです。トイレは和式と洋式がま

だ混雑しているという状況になっております。あ

と２階へ行きますと便座が冷たいというような話

もあります。そこら辺というのは今後の計画の中

では、この令和６年度の決算を踏まえた中で、そ

ういった使いやすいようなトイレの在り方とかそ
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ういうものも含めて点検が必要なのかなというふ

うに思いますが、この点についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ４番米澤委員の

かみんのトイレの温度が上がらないとかそういっ

た部分についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

やはりかみんも２０年ほど経過しまして、いろ

いろなところが傷んできている中で、トイレの便

座も年に大体１か所、２か所、本当に便座が壊れ

ているような状況がここ数年続いております。実

際に我々は点検といいましても、自分でやはり

座ってみないと分からない部分が結構多いので、

利用者から聞いて気づくという場面が正直いって

多いというのもありますけれども、施設全体の点

検については毎年行っていますが、なかなかその

ときに気づけない部分というのはございますの

で、利用者から声が上がって、そこで不具合が見

つかった場合については都度修理をさせていただ

いています。 

ただ、便座とか便器を直すだけで十何万円とい

う結構高額なお金がかかるものですから、限られ

た修繕費の中で効率よく修繕できて、皆様に心地

よく利用いただけるような施設は心がけておりま

すので、御理解賜りたいと思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） １０９ページになりま

す。こどもセンターの施設管理費に関して、光熱

水費は決算では３２５万４,３６５円ということ

で、当初予算の見立てではかなりの額を計上して

いたように記憶しております。ざっくり７００万

円近くだと思うのですが、半分程度で済んだとい

うことで、もちろん新施設が新しくオープンとい

うこともあり、見立てはなかなか難しいのかなと

いうことでは理解しますが、半分で済んだという

ことは、今後においてもこのような形で、もちろ

ん光熱水費の高騰に影響される点はあると思いま

すけれども、大体１年を通してこの程度というこ

とでの理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ２番荒生委員の

こどもセンターの光熱水費の決算額についての御

質問にお答えさせていただきます。 

当初、この施設を設置したときに、業者から大

体幾らぐらいかかるというのを積算して出しても

らった数字でまずは予算化をさせていただいたと

ころなのですが、実際に使ってみたところ、意外

と床暖だったりそういったところを入れるとほか

の暖房が必要なくなったり、あと電気代も意外と

かかっていなかったりというところがございます

ので、この予算のとおり令和７年度の予算につい

てはそれに基づいて反映させていただいています

ので、大体年間にかかる額というのはやはりこれ

くらいの額になるのかなというふうには思います

が、ただ、光熱水費も毎年高騰したり、なかなか

下がるということはなんですけれども、そういっ

たところはありますので、その情勢に応じて予算

化させていただければというふうに考えておりま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

１番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １０３ページ一番下のほ

うの教育・保育給付費の中の１９、広域利用給付

が１,０００万円ちょっとということで、成果報告

書の３０ページの一番下のほうにも詳細が載って

ございますが、前年度と比較して人数であったり

利用施設数であったりというところにそれほど大

差ないのですが決算額としては倍ぐらいになって

おります。この要因がもし分かれば教えてくださ

い。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） １番佐藤委

員の御質問にお答えさせていただきます。 

教育・保育給付費なのですけれども、年齢の低

いお子様のほうが金額がかかるように金額設定さ

れておりますので、昨年度と比較しまして年齢の

低いお子様が増えているという形になります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいでしょうか。 

ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １０１ページ、発達支援

センター事業の中で、１２節の委託料の件につい

てお伺いいたします。 

巡回支援専門員という形の中で予算が載ってお

ります。これは恐らく保育所等を訪問しながら子

どもたちの発達の状況などを見ながらなのかなと

いうふうに思いますが、この事業の内容等につい

てまずはお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） こども未来班主幹、答

弁。 

○こども未来班主幹（飯村明史君） ４番米澤委

員の巡回支援専門員整備についての質問に対して

お答えさせていただきます。 
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この事業は、北海道療育園と委託契約を結びま

して、発達障がい児への支援に関して専門員が巡

回、派遣していただいている事業になっていま

す。専門医の指導は、言語聴覚士や作業療法士の

方が来ていただいて、主にこども園ですとか発達

支援センターに通っているお子さんですとか、そ

の保護者、あとそのスタッフに対して、その障が

いの早期発見、早期対策の対応のための助言等を

頂いている支援事業となっております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） さらにお伺いしたいので

すが、令和６年度においては、そういった障がい

あるいは何らかの要因でなかなか著しく成長して

いないというような状況のときに、そういうお子

さんについてはどのような対応をされているの

か。園ともよく話してその対応についてはされて

いるということで、発達支援のほうでも十分対応

されているという話も聞いておりますが、令和６

年度においては何か特筆するような課題等という

のがありましたらお話しいただければというふう

に思います。なければいいです。 

○委員長（岡本康裕君） こども未来班主査、答

弁。 

○こども未来班主査（米川美采子君） ４番米澤

委員の御質問にお答えします。 

特性は様々なので、これという言葉は言えない

のですけれども、お子さんにとっては健診で言葉

がなかなか出ないお子さんだったり、あと集団の

中でもなかなか乗れないというお子さんがいらっ

しゃって様々なのです。その中で私たちはそこに

お母さんの困り感と、園や家でも困り感があるの

で、そこにできるだけ適用できるように私たちが

お手伝いさせていただくという形で支援させてい

ただいております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 分かりました。 

現状の予算で足りるかどうかはいろいろあると

思うのですが、十分なのかは分かりませんけれ

ど、もっと予算を増やす必要があるとか、そうい

う問題というのは特に令和６年度についてはな

かったでしょうか。必要な人員がもっとあればい

いとか、そういうのがあればお話しいただければ

というふうに思います。なければいいです。 

○委員長（岡本康裕君） こども未来班主幹、答

弁。 

○こども未来班主幹（飯村明史君） ４番米澤委

員の御質問にお答えさせていただきます。 

この事業のボリュームといいますか、金額等も

含めてなのですけれども、北海道療育園と相談し

ながら計画を立てて実施している事業であります

ので、逆にいうと、７回実施したのですけれど

も、それ以上できるかと言われると、相手の都合

もあったりしますし、一応計画どおり進めてきて

いる部分でありますので、そういった意味での課

題はないかなというふうに思っております。 

以上です。 

○４番（米澤義英君） ありがとうございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） １０２と１０３ページの下

段のほうで、児童福祉費、児童福祉総務費の１２

節委託料が２,０６４万１,０００円、その隣が支

出済額は１,４２１万幾らで、不用額が６４２万

７,２８８円なのです。不用額、委託料でこんなに

大きいのは何でなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午後 １時３３分 休憩 

午後 １時３６分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ６番林委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

こちらは全体の中での６４２万７,２８８円とな

りますので、今は内訳表がないので、どの委託料

からというのはないのですけれども、こちらは委

託のほうの保育に係るもの全部の合計の不用額に

なりますので、もし必要であれば後ほどであれば

内訳をお示しさせていただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 質問したいのは、６４２万

７,０００円はいろいろなものの積み上げなのだろ

うけれども、３月に減額補正を何でしなかったの

かなと思うのです。委託料でできない理由が分か

らないので教えてほしかったのですけれども、今

積み上げはもう分からないのですか。 

○保健福祉課長（三好正浩君） 分からないので

す。 

○委員長（岡本康裕君） いかがいたしましょ

う、後ほどでいいですか。 

○６番（林敬永君） 要らないです。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、ほかにござ

いますでしょうか。 

４番米澤委員。 
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○４番（米澤義英君） １０３ページです。１９

節扶助費で、町独自の副食軽減策を実施している

という状況になっております。それで、今この部

分でよくお話を聞くのですけれども、まずこの部

分の軽減対象というのはどういう人が軽減対象に

なっているのかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午後 １時３８分 休憩 

午後 １時３８分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

子育て支援班主幹、答弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 

教育・保育給付費の副食費の徴収免除に関する

御質問でよろしいですか。では、こちらの３６万

円につきましては町独自の軽減分の給付になりま

すが、国の免除の基準の対象が、保育の階層区分

というのが所得の区分で決まっているのですけれ

ども、国の免除の対象は５万７,７００円未満の市

町村民税所得割課税額がその金額以下の方につい

ては国の免除の対象になるのですけれども、町の

独自の事業としまして市町村民税の所得割の課税

額が５万７,７０１円から７万７,１０１円未満の

方について町独自で助成しているところです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 大変これは喜ばれている

事業なのです。それで拡充を求める声も実際聞い

ております。今の子育て支援の計画等を見ます

と、やはり経済的な負担も含めてこういった問題

に対して支援があったらいいというような声もア

ンケートの中に出ていたかというふうに思いま

す。そうしますと、やはりそういう拡充を行って

負担軽減につなげるような、また、大事な成長時

期にある子どもが安心して食事が食べられるよう

な環境づくりも必要かというふうに思いますが、

町長はこの点についてどのようにお考えでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

大変喜んでいただいており、町も条件を緩和し

て拡充しているということでございます。こう

いったものもやはりいろいろな部分でバランスも

あると思います。今は国でも学校給食についても

いろいろ無償化の話も出たり消えたりということ

があって、そういったものも含めてやっていくこ

ともありますし、安定して給食を提供するための

話も町としては課題として今もちょうど上がって

いるところでございますから、そういったことも

含めた中で公平な感じでどういうふうにやったら

いいのかというのは常に考えていかなければいけ

ないことだと思います。 

委員のおっしゃるとおり、こういった拡充策を

大変喜んでいただいているということは本当にう

れしい限りですけれども、どこまでもどこまでも

となるとどうしてもお子さん等しく全員というよ

うなことにまでつながりますので、その辺のこと

はどのラインが正しいのか、今の財政的にやって

いけるのか、そういったことをしっかり検討しな

がら取り組んでいく課題だというふうに認識して

いますので、ぜひ御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ぜひいろいろな角度から

検討していただければいいのかなというふうに

思っております。やはりこういったところにこそ

子育てへの支援、上富良野の場合はいろいろと切

れ目なく出産から育児からずっと支援が続いてお

ります。それも高く評価した上で、なおかつこう

いった問題に対しても経済的な負担軽減のために

も、ぜひこれを取り組んでいただきたいというふ

うに思いますので、再度確認させていただきま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

先ほど答弁したとおり、しっかりと状況を把握

することを第一にして、国の動向とかもあります

ので、公平なそういった負担、それから喜ばれる

拡充策といいますか、そういったことも考慮しな

がら努めていきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次にお伺いしたいのは、

１０７ページの子ども家庭総合支援拠点事業につ

いてお伺いいたします。この業務というのは、虐

待やいろいろ課題を抱えている子ども、また、家

庭を支援するというような方向での大事な内容か

というふうに思います。改めて確認いたします

が、この事業の目的というのはどういうもので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 
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子ども家庭総合支援拠点事業につきましては、

目的としましては、虐待をはじめとする課題を抱

える子どもと家庭への相談体制を整備し、児童虐

待の発生予防、早期発見、早期対応に努め、重症

化や再発の予防に取り組むことを目的としており

ます。この歳出の内容につきましては、子ども家

庭支援員の会計年度任用職員を１名雇用しており

ますので、そちらの費用となります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 令和６年度においては虐

待もしくはいろいろと一言ではいえないと思うの

ですが課題を抱えている家庭とか保護者の方、虐

待的なものがあったかどうかというのは、分かる

範囲でお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委

員の御質問にお答えさせていただきます。 

令和６年度の要保護児童対策地域協議会という

ものを町で設置しているのですけれども、そちら

に報告する令和６年度の通告の件数につきまして

は１２件ありました。そこまででもよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いいです。恐らく次につ

なげていろいろ対策を取られているかというふう

に思いますが、そういうふうに理解してよろしい

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） はい。その

ように御理解いただきたいと思います。大変申し

訳ないのですけれども、あまり詳しく話すと、ど

このうちの誰さんとばれてしまう可能性が出てく

るので、お話できなくて申し訳ないのですけれど

も御理解お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 非常に重要な今の社会の

動きの中で、非常に生活に困っている方、精神的

にダメージを受けていらっしゃる方とかがいらっ

しゃいます。そういう意味では、これを見ました

ら２６名ぐらいが養育の対象になったということ

の知見がありまして、そういう意味では今後こう

いう人員配置とか、やはり専門職ですから、会計

年度あるいは正職員で対応している部分もあると

思うのですが、人員配置とかそこら辺はこれで十

分でしょうか。恐らく全体的に支援し合っている

と思いますのでお伺いいたします。今は一人で

行っているという状況なのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 

子ども家庭支援員は１名ですけれども、子育て

支援班は会計年度任用職員も含めまして全員で６

名おります。６名で全ての御家庭の対応をさせて

いただいているところですので、今のところ人員

は足りていないということは思っておりません。 

また、令和６年度ではないのですけれども令和

７年度の４月から子ども家庭センターを設置しま

して、健康推進班の保健師２名もこども家庭セン

ターの職員として配置されておりますので、そち

らで全員で協議したりして対応させていただいて

いるところですので、十分かと思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますで

しょうか。 

１番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １０７ページ上のほうの

一時預かりのことで、当初予算で園児減を見込ん

でというような説明で１,４００万円ちょっととい

うことで予算計上されていたと思います。成果報

告書の３３ページの下のほうにも詳細があるので

すが、これも先ほどと同様に、この資料では前年

度、また、当初予算から比較して８４０万円とい

うことで大分少額になっている要因が読み取れな

いので、その辺を御説明いただきたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） １番佐藤委

員の御質問にお答えします。 

一時預かりは幼稚園型と一般型というのがあり

まして、一般型につきましては園とかに通ってい

らっしゃらないお子様が４園の中で預かりをして

いるのですけれども、令和６年度につきましては

４園あるうちの２園しか一時預かりの一般型を実

施することができませんで、そちらの２園分が利

用がちょっと減っているということと、あと、就

園率が高くなっていて、利用される方が減ってい

るというのがあります。 

また、幼稚園型の一時預かりというのが、幼稚

園に通われているお子さんが長期休業の間とかに

使われたりするものになるのですけれども、そち

らも１号、２号、３号というこども園の認定が

あって、１号が幼稚園になるのですけれども、そ

の人数がすごく減っていて、２号、３号の昔でい
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う保育所で預かっているお子さんが増えているの

が現状なので人数減で見込んではいたのですけれ

ども、さらに１号に認定されるお子さんが毎年す

ごく減っている状況になって、それで利用者の人

数減っているのです。 

また、先ほど林委員から御質問がありました執

行残の件なのですけれども、そちらも一時預かり

の部分が多いところなのですけれども、そちらの

件につきましては一時預かりの委託料が年度末に

精算という形で年に一度の振り込みになっていま

すので、その途中の過程で減をすることができて

いないというのが現状です。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますで

しょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、こ

れで３款民生費の質疑を終了いたします。 

ここで説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、４款衛生費の１

０８ページから１２１ページの質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １１３ページについてお

伺いいたします。 

この中の委託料で幼児健康診査という形で計上

されております。１歳６か月児や３歳児の健康診

査という形で、訪問指導とかもされているかとい

うふうに思います。この部分について、こういう

ことに携わって令和６年度においては新たな課題

などを見つかっているのかなというふうに思いま

すが、こういう健康診査をしながらお子さんの成

長を促したり見たりするという点で非常にいいと

思うのですが、まずこれの目的はどういう目的な

のかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

幼児健康診査事業なのですけれども、こちらは

母子保健法に基づいて実施している事業になりま

す。母子保健法において義務となっているのが１

歳６か月健診と３歳児健診ということになってお

ります。１歳半健診も３歳児健診も、発育・発達

についての段階に応じた発達の促しということを

確認するためのものでして、義務としては小児科

医の診察、あと歯科医師の診察などが義務として

いる内容になっております。 

現在令和６年度に関しては出生率も減少してい

る中で、１歳半健診では６３人、３歳児健診では

６４人ということで、町の健診としては、義務で

もあるのですけれども１００％全員受診というこ

とになっております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） これで道の予算あるいは

町単独という形の持ち出しというのは、予算では

委託料１０９万４,０００円という形になっており

ますが、全額道・国の負担なのでしょうか。町の

持ち出しも当然あるというふうに思いますが。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

こちら幼児健康診査に係る費用なのですけれど

も、地方交付税措置になっておりまして、補助金

等はございません。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） １１７ページの葬斎場・墓

地管理でお伺いしますけれども、付属調書、葬斎

場と墓地管理業務で５０８万２,０００円です。こ

れは葬斎場のほうは３００万円程度でしたか。内

訳を教えていただけますか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ６番林委員の

墓地管理費に関する質問についてお答えいたしま

す。 

墓地管理業務の委託費ということでよろしいで

すか。委託につきましては、葬斎場の草刈りとか

そういったものを除いて、あそこの焼き場として

の管理は５０８万２,０００円となっております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 令和６年度は常勤１名の方

でよろしいですか。その分が５０８万２,０００円

でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 墓地管理人の

人数に関しましては常勤は１名となっておりま

す。ただ、お休みしたり都合の悪かったりする場

合もありますので、補助として２名名前を入れて

おりまして、一応３名は勤務に就けるような状態

を保っております。 

また、ここの葬斎場の管理につきましては、火
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葬の業務以外にも、その周辺の草刈り、墓地の供

物の引下げなども業務の中に含まれております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 墓地の利用は、平成２７年

に墓地造成をして、令和６年度は１件申込みが

あったということで、ほかの中央共同墓地のとこ

ろで墓地の改葬手続をされた方はいらっしゃいま

したか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ６番林委員の

墓地の改葬などに関する御質問についてお答えい

たします。 

成果報告書にも載せている件数につきましては

返還が１６件というふうになっておりますが、改

葬の手続としましては２０件ございます。２０件

で１０１柱の改葬を行っております。このうちま

だ更地になっていないなど、そのまま所有してお

きたいという方もおりましたので、返還は１６件

という内容となります。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） ２０件の申出は道内、道外

にどこに移転したいという申出が結構多いか教え

ていただいていいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ただいまの改

葬先の行き先といった内容だと思いますが、こち

らにつきましては、町内の納骨堂が１２件、町外

の納骨堂が４件ということで、納骨堂は１６件

で、町外の霊園に行かれている方が３件、あとそ

れ以外ということで今回は旭川の合同墓に入れる

という方が１件ございまして、合計２０件の改葬

となっております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 分かりました。 

もう少し話をお聞きするのですけれども、今の

葬斎場・墓地管理費ということで決算では７６８

万９,７５６円という数字が計上されている中で、

修繕が２万４,８８０円、これは墓地のほうの修繕

でしょうか、それとも葬斎場のほうの修繕でしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 令和６年度の

葬斎場・墓地管理費における修繕料については、

中央共同墓地にあります公衆トイレの修繕となっ

ております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） ということは焼却炉自体の

修繕はないということは、令和６年度は特に支障

はなかったということでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 葬斎場の火葬

炉とそれに付属する設備につきましては、令和６

年度は故障がなかったというものであります。も

う古いものなので、たまたまといったものと考え

ております。また、修理するときには、既に部品

のないものとかもありますので、そこら辺につい

てはうまく流用しながら対応も図っていっておる

ところです。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） もう１点だけ。葬斎場の利

用の仕方、令和６年度も同じだと思うのですけれ

ども、利用される方は葬斎場に来てお参りして火

葬が始まるときには、葬斎場にはとどまらずに戻

るのですか。そこまでは確認していないでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 火葬の際の遺

族の方たちの動きなのですが、今のところ、火葬

で炉の中に収めた後、バスや車でもう一度お寺と

かに戻っているという方がほとんどです。昔のよ

うに墓地係というのですか、焼き上がりを待って

遺族にお知らせするといった係の方を置く場合も

どうやらあるみたいなのですが、そこでお食事を

取ったり休まれている方というのはございませ

ん。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 葬斎場を利用するときに、

令和６年度で百三十何件かの届出をされていて、

それを役場が開いている平常時、あと土日祝日と

いえば、割合的にはどちらが令和６年度は多かっ

たでしょうか。ほとんどが警備の方が対応されて

いるのかなと思いますが。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 火葬場の利用

につきましては、役場の職員が行って直接対応す

るといったことはなく、そちらの業務に就いても

らっておりますので、年末年始はございませんが

土曜、日曜、祭日、休場でない限り管理人が対応

してくれております。 

○委員長（岡本康裕君） 火葬の許可を出すのは

誰かということですか。 

総合窓口班主幹、答弁。 
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○総合窓口班主幹（高橋静香君） ６番林委員の

御質問にお答えします。 

葬斎場の利用なのですけれども、死亡届が出て

対になっているものですので、上富良野町の葬斎

場を使用したいという方であれば、死亡届は２４

時間受け付けることになっていますので、平日で

あれば大抵５時１５分までに来ていただけるので

すけれども、土日祝日は当直者に委託しておりま

すので、今回は西山のほうを利用する関係で令和

７年の状況ですけれども、土日祝の６時以降に届

出に来たケースが少なかったものですから４件ほ

どしかないので、大抵は平日の５時までにいらっ

しゃるということが多いです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １１３ページの小児生活

習慣病健康診査についてお伺いいたします。ここ

は小学５年生、中学２年生という形で対象になっ

ているかというふうに思います。子どもさんがこ

ういう時期から生活習慣に対する予防を早めに行

いながら健康を維持するという形になっているか

というふうに思います。併せて、学校保健安全法

によって、学校との関わりも大切にしながら、お

子さんの生活習慣に対応するという形になってお

りますが、そこで伺いいたしますが、この間令和

６年度については健康診査において学校とのやり

取りというのはどういうふうな形でやられたので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

小児生活習慣病健診をかみふっ子健診というふ

うに呼んでいるのですけれども、こちらについて

は学校との関係ということになりますか。こちら

については、全体というよりは一人ひとりのお子

さんに関してということでの連携というふうに

なっております。現在やはり適正体重の維持とい

うことで、適正体重の維持ができているお子さん

の割合がやはり減ってきていて痩せと肥満児とい

うお子さんが増えている中で、個別の事例につい

ての連携はしています。 

ただ、増加していることも併せて養護の栄養教

諭が令和７年に入れ替わりというのですか、ごめ

んなさい、正確なことがいえないのですけれど

も、新たな栄養教諭の方がいらっしゃったので、

今年度からはかみふっ子健診の事業目的など、そ

ちらについても教育委員会も含めて連携させてい

ただいているところです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そうしますと、先ほどの

小児も含めてなのですが、やはり生活習慣予防に

対するいろいろな対応、また、保護者、本人も含

めて、これらの生活習慣に対するいろいろな知識

とかを理解してもらえれば、大人に成長するため

にここから始めれば、今後成長して大人になった

ときでも自分から健診を求めなければなりません

けれども、こういう育ちをこの年代からするとい

うことで、やはり非常に重要な内容になっている

のかなというふうに思いますが、改善される目安

あるいは改善したという部分というのはあるので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

かみふっ子健診についての改善というところに

なりますが、小学５年生と中学２年生で実施して

おりまして、小学５年生でしたら肥満の割合が大

体１割の方になっております。その方が中学２年

生の健診においてどういう状況になっているのか

ということは評価して事業評価を行っておりま

す。 

あと、ＬＤＬコレステロール、脂質異常症とい

うのが、大人基準よりは若干低めの１１０以上の

基準になっているのですけれども、大体小学５年

生で１６％、中学２年生でいうと２割の方が、体

格に関わらず脂質異常症の疑いがありますという

ことになっておりまして、そちらについては受診

勧奨の判定ということになりますので、小児科医

への受診ということを勧めていて、あとは小児科

医との連携の中でその数値の改善状況をフォロー

していただいているという形になっております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １１５ページの新型コロ

ナウイルスワクチン接種に関わるところで、これ

は国庫補助で接種健康被害給付というのが出てお

りまして、これは令和６年度で終わりということ

なのでしょうか。そういう被害を受けられた方と

いうのは、その後もう何もなく和解しているとい

いますか、例えばそれ以上健康被害が続いたとし

ても、これはこれで出し切りで終わりということ

なのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 
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○健康推進班主幹（菊池寿子君） ５番金子委員

の御質問にお答えします。 

健康被害を受けられた方はこれまでに２名の方

がいらっしゃいます。１名に関しては治療が終

わったということで無事治療終了ということに

なっていらっしゃいますが、１名の方に関しては

障がいの手帳交付になっておりまして、医療費及

び医療手当というのが毎月対象になっておりま

す。手帳の有効期限の間、再認定がない限り継続

してということになっていきます。 

以上でよろしいですか。 

○５番（金子益三君） はい。大丈夫です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますで

しょうか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） １１７ページの旧ゴミ埋立

地周辺水質検査の結果はどういうふうになってい

るのか、もしよかったら教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ６番林委員の

東中ごみ埋立地の水質検査の状況についての御質

問にお答えします。 

東中ごみ埋立地につきましては、埋立て終了後

も継続して水質検査を実施しております。実施し

ている箇所につきましては、ごみ埋立地の上流と

下流それぞれ１か所ずつを採取しておりまして、

その水質の検査の内容としましては、最終処分場

の排水基準に求められている項目を準用して行っ

ております。いずれの項目につきましても分析結

果としましては検出されないや定量限界というふ

うになっておりまして、正常な値を示していると

ころでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） ３０年ぐらい毎年やってい

ると思うのですけれども、これはいつまでやると

かはあるのですか。法律で決まっていましたか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 埋立て完了後

の水質検査につきましては、ごみ埋立ての終了

後、法律上は５年間モニタリングします。その

後、水質の変化が確認されない場合は、埋立処分

場を閉鎖することができるというふうになってお

ります。現在、その最終的な覆土も終わっており

まして閉鎖という形を取っております。ただ、地

元の地域の組合の方とお話をしている中では、

ずっとごみは残っているので、安全・安心を確保

したいということで水質検査は継続してほしいと

いうお話をされておりますので、今のところ継続

しております。いつまで続けるというのは今後地

元の御理解いただきながら継続して協議してまい

りたいところです。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 同じく１１７ページの畜

犬登録・野犬掃討費の中の生活環境推進員という

ことでおられますけれども、この方の役割という

のは主に犬ということで、それ以外の業務という

のがあればもしあれば教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） １番佐藤委員

の畜犬登録・野犬掃討費の中の生活環境推進員の

役割といった内容の質問についてお答えいたしま

す。 

生活環境推進員につきましては、今１名配置し

ております。その主な内容としましては、この畜

犬登録に関わる予防接種とか登録、野犬掃討など

に関わるもののほかに、公営住宅の管理であった

り、墓地の管理であったり、そういったところの

環境整備に関わるもの全般の作業を担っていただ

いているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 例えばスズメバチとかカ

ラスとか、そういったことに対応する窓口は、現

状町ではどういったところが窓口になっているの

かを教えてもらっていいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） １番佐藤委員

からのスズメバチなどの窓口という質問について

お答えいたします。 

生活環境班がこういった生き物であったりそう

いったものを事務分掌として扱っておりますので

我々の部署が窓口となりますが、町としまして

は、その施設の管理者が対応していただくという

ことで、特に助成をするであったり、町の職員が

赴いて駆除するといったことはしておりませんの

で、町の職員が行くものにつきましては、例えば

我々であれば公営住宅であったり分館であったり

といった町が管理しているものにつきましては町

の職員が行きますが、町民の方から私の敷地に蜂

の巣があるのだけれどもといった問合せがあった

場合は、御自身でやるか、町内に２件民間の会社

で駆除を行ってくれるところありますので、そち

らの会社を御紹介しているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

ほかにございますか。 
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４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １１３ページのがん検診

予防費についてお伺いしたいのですが、がん検診

等においてはなかなか伸びない要素もあるかとい

うふうにずっと聞いております。その上で今回

は、詳細はここに書かれておりますが、そういっ

た意味では受診に結びつけるよう促すような努力

などをされてきたというふうに思いますが、令和

６年度はそういったものはどういうふうに対処さ

れてきたのかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

のがん検診受診率向上の対策についての取組につ

いての質問にお答えさせていただきます。 

令和６年度がん検診受診率、五大がん平均でお

話しさせていただきますと２０.４％、前年度令和

５年度が２０％なので、ほんのちょっとしか上

がっておりません。こちらは引き続き努力してい

きたいと思っております。 

町全体のがん検診受診率というのは２０.４％に

とどまっていますが、その中でも再掲として国民

健康保険の被保険者、職場検診がなく特定検診を

対象として受けていただいている方たちのがん検

診受診率なのですけれども、こちらはぜひ披露さ

せていただきたいのでお話しします。受診率は４

０.５％で、令和５年度は３８.４％で、大腸がん

検診は申込みがなくても検診御案内のときに大腸

の便潜血検査の容器を既に送らせていただいてと

いうふうにさせていただいております。じわじわ

と上げていきたいと思いますので、御協力お願い

します。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 分かりました。 

質問が変わりますけれども、１１７ページの環

境衛生費一般管理費の１２委託料で一般廃棄物処

理基本計画策定という形になっております。

ちょっと忘れましたので、この計画策定の内容そ

のものについてまずお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員

の一般廃棄物処理基本計画策定業務に関する質問

についてお答えします。 

こちらにつきましては、法律で定められている

計画の策定業務というふうになります。今後の上

富良野町の一般廃棄物、事業系であったり家庭か

ら排出されるごみの今後５年間の排出量の見込み

を立て、さらにこれの適正な処理について計画す

るものとなっております。 

また、今回の業務におきましては、これまでの

ごみ処理に関する評価といったことも新たに法律

の中に盛り込まれておりますので、そちらの業務

も行っているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 一般廃棄物等は結構増え

てきているような気もします。当然減量あるいは

それに対応した処理方法とかというのは、令和７

年度からいろいろ始まっているとは思うのです

が、そういう方向で処理計画ということですから

当然元から出さないようなそういう計画はどうな

のかということになるのかなというふうに思いま

すが、そこら辺はどのようなお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 一般廃棄物処

理基本計画の中には、今後の処理の仕方、分別の

項目など、こういったことも細かく記載しており

ます。そういった中で大きく変わる、分別の項目

が増える減るといったことは計画はしておりませ

んが、さらなるごみの減量ということで、委員

おっしゃるようにごみの量というのはコロナ禍で

減りはしたのですが、また生活が戻ってきている

ことでコロナ禍前よりも増えているといったこと

で、さらなるごみの減量といったことで、具体的

には今後雑がみ等の新たな分別などを検討してい

くということを盛り込んでおります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） この中では一般廃棄物の

最終処分場の延命も含めて予算化もされておりま

す。町として、今この焼却炉そのものを延命する

という形でいろいろと修繕されてきております。

ただ、そうしますと、もうこの建物自体が老朽化

して、前段にも聞きましたけれども、しっかりと

した計画で、いつまで延命させて、どの時点でや

はり新たな方向に行くのかという方向性もしっか

りと見定めて、こういった計画というのが当然な

されなければならないと思うのですが、今後の焼

却炉そのものに対する対応というのはどのように

なっているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

委員御質問のとおり、決算とかを見ていただけ

ると分かると思うのですけれども、大変修繕がか

さんできている状況でございます。それで、やは

り全体的にきちんと直すということになれば相当
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な金額がかかることも承知しているところであり

ますし、それから、最近お隣の中富良野町の焼却

ごみも受け入れているということから、やはり炉

の負担も増えていますので、できるだけ早い段階

でどういうような対応するのか迫られているのか

なと思っております。 

今回、計画の中で最終処分場の延命などもいろ

いろと計算できるようになってきました。それか

ら、中富良野町のほうで不燃ごみを受け入れてい

ただけたりもしています。やはり町単独、それか

ら少ない町村だけで、少ない人口だけで施設運

営、ごみ処理全般をやるところとは非常に難しい

ということはもう明らかになっている時代ですの

で、そういったところを踏まえてできるだけ早い

段階で近隣の方々ともちゃんと相談を開始して、

それで一定程度の方向をお示しすることは急いで

やっていかなければいけないということが時期が

もう来ているというのは御指摘のとおりですの

で、できるだけ早い段階での方向、そういったも

のは広域で、富良野圏域それから中央部、そう

いったところも含めて検討をちゃんとして、方向

性も含めて議会の皆さんと相談しながら進めなけ

ればならないということは、もう喫緊の課題だと

いうふうに認識していますので、御理解を賜りた

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） また別のごみの話になり

ますが、今、町の人からいろいろ話を聞きました

ら、ごみの焼却に当たって、上富良野は転入者が

多いので、事前に大物とかそういうものを焼却炉

に直接運びたいとかいう方もいらっしゃるので

す。そうすると日曜日だと祝祭日は運営はどのよ

うになっているか分かりませんが、当然閉まって

いたりするという形になっております。そういっ

た異動のときに一定程度そういった施設を開けて

もらえないかというような話が聞かれるのです。

そうすると、契約との関係がありますから単純な

話ではないというふうに思いますが、そういうも

のというのは他の事例も含めて参考にしなければ

ならない部分もあるのかなというふうに思います

が、ここら辺というのはどのような対応になるの

か、現状を踏まえて分かる範囲でよろしいですか

らお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員

のクリーンセンターの開設時間の御質問について

お答えします。 

現在クリーンセンターは月曜日から土曜日ま

で、また、祝日も朝９時から夕方４時までの時間

内に入っていただくということで運営を行ってお

ります。また、休みにつきましては日曜日と年末

年始（１２月３１日から１月３日までの間）がお

休みというふうになっております。 

我々町民生活課には直接日曜日に開けてほしい

といった声は届いていないところでございまし

て、この時間の中で搬入をお願いしているところ

でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） クリーンセンターはお昼休

みはやめていると思うのだけれども、間違いで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 林委員のク

リーンセンターのお昼休憩の質問なのですが、令

和６年度からクリーンセンターは１２時から１時

までお昼休憩を取るようにしております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） １１１ページの子ども医療

給付費の扶助費、こども医療費給付４,２６４万

７,９７０円で、この医療給付費の内容を教えてく

ださい。 

○委員長（岡本康裕君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（高橋静香君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

こども医療費給付４,２６４万８,０００円の内

訳なのですけれども、令和７年３月末の子どもの

数でいうと未就学児が３５１人、小学生が３７４

人、中学生が２０８人、高校生が２１７人となっ

ております。医療給付費なのですけれども、レセ

プトごとになりますので、こちらに来る情報に何

の病名という報告はないのですけれども、入院、

外来、歯科、調剤、あと柔道整復師にかかった件

数が毎月報告で上がってくるところです。 

未就学児と小学生は拾っていなかったのですけ

れども、拡大しました中学生と高校生について今

数字を持っていますので、それで報告させていた

だきたいのですが、中学生が拡大した令和６年度

の医療給付費としまして、レセプト件数が年間２,

０４５件で、合計の医療費が６４８万２,０００円

となっています。高校生につきましては、レセプ

ト件数が年間１,６９１件、医療給付費が４４６万

６,０００円となっております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 
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○６番（林敬永君） では、令和６年度からの高

校生無料化が全てここに入っているということで

よろしいですか。 

○総合窓口班主幹（高橋静香君） 高校生は年度

末の人数が２１７人なので、平均でいくと大体２

００人前後だと思うのですけれども、高校生の医

療費の４４６万６,０００円がこの医療費給付の

４,２６４万８,０００円の中に含まれておりま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 分かりました。 

そこで聞きたいのは、国保の方の場合は現金給

付ではないです。社保の場合は現金給付をかけて

いるのか、その保護者に対する扱いをどうしてい

るのかなと思うのですけれども、単純に窓口で振

り分けているのでしょうか。その点を教えてくだ

さい。 

○委員長（岡本康裕君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（高橋静香君） 子どもの方全

員につきましては、医療受給者証のカードを出し

ていますので、全道の医療機関であれば全額無償

で、保護者の負担はありませんが、道外でかかっ

たときに医療給付のカードが使えないので、そち

らは領収書を持って来ていただければ現物給付し

ているところです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） よく分かりました。 

こちらの財源は全部一般財源ですか。地方交付

税か何かを入れていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（高橋静香君） 一部、中学生

と高校生につきましては過疎債で対応させていた

だいております。 

○６番（林敬永君） 分かりました。いいです。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで４款

衛生費の質疑を終了いたします。 

ここで、暫時休憩を入れたいと思います。 

４５分まで休憩といたします。 

────────────────── 

午後 ２時３４分 休憩 

午後 ２時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、次

に５款労働費の１２０ページから１２３ページ、

７款商工費の１３４ページから１３９ページまで

の質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １３７ページをお願いい

たします。観光費一般管理費で人流統計データ使

用料という形になっております。これはジェット

コースターの路の人の動きを知るということで、

今後の整備にもつなげていきたいというような話

だったかというふうに思います。この人流、人

数、入込数等は令和６年度においてはどういう状

況だったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

人流データの活用ということで、内容的には携

帯電話の媒体を使って、それを持っている人のＧ

ＰＳデータを使って、どういう属性の人、どうい

う人がどれだけの間どう滞在したかとか、そう

いった全てデータが蓄積されているものを見るの

にかなりの費用がかかってしまうということで、

それを補助事業を使って活用させてデータを取ら

せていただきました。 

結果的に実測データもカメラ映像から実際に何

人人が入っているのかというものも調べておりま

すのと、あまり大きな乖離はなくてかなり信憑性

の高いデータなのだろうなというところは分かり

ました。 

人数的にいいますと、どう入込みをカウントし

ていいかはあれなのですけれども、その中で特定

のモバイルを使った人での数しか分かりませんの

で、それで割り返す形になるのですが、それで類

推しますと、月間でいきますと一万二、三千人か

ら１万５,０００人ぐらいをピークとして、七、

八、九月といったところでほとんどの人流が占め

るようなデータが取れております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういうデータを基に今

後このジェットコースターの路等の観光、農地に

入り込むとかいろいろあるかと思いますが、そう

いったものの対応というのはこの令和６年度を踏

まえた中ではどういうふうにしていこうとお考え

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 
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出てきたデータからいきますとやはり多くの人

が訪れているということが分かりました。ただ一

方で、観光に関する弊害であったり交通障害で

あったりというところも大きく懸念されるところ

なのですが、例えば即閉鎖しなければならないよ

うだとか、逆に大きな設備投資をして迎えなけれ

ばならないというような、どちらかに振るような

大きな結果というものが見られなかったという部

分もございます。 

なので、これに関してはここからかなり分析を

進めて、では例えばその国籍はどこです、道外で

す、道内です、年代は何々で、性別はどうですと

いうところをしっかりと分析して、その人たちを

どういうふうな形で当市として迎えたら、観光の

障害を抑えつつ、観光の収益であったり入込みの

増であったりというふうにつなげていけるのかと

いうものは、今後じっくり研究していきたいと

思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いろいろな障害、人の流

れも分かってきたという形の中でしたが、最終的

にあそこをいろいろ農家の人が車両を往来する、

一般車両も往来するということで、季節によって

は非常に事故が起きかねないような状況がありま

す。そういうことを考えたときに、そのデータを

やはりきっちりと押さえた中で、ジェットコース

ターの路そのものをどのように整備していくのか

ということが基礎になければならないと思います

が、そこはどうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） 米澤委員の御

質問にお答えいたします。 

御質問のとおり、ではその結果どういう整備が

必要なのか、どういう規制が必要なのかというと

ころが、目的がまたそのデータの内容によって

ちょっと変わってくるといったところもあると思

いますので、そこはしっかり我々だけではなく

て、実は令和７年度においてそういった知見を

持った人のアドバイスを聞きながらその辺の組立

てをしていこうと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今の関連で人流の調査な

のですけれども、補助事業の中で携帯電話を使っ

たところは今説明があって、実際に例えば定点カ

メラによってＡＩ分析とかというところの事業は

使えなかったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

メニューの中には、うちで把握している中には

今回あったのがそういう元々あるビッグデータを

活用するというところだけだったもので、それを

活用させていただきました。 

ただ一方で、目視でカウントしているデータも

実は併せ持って何年かやっていたものがありまし

たので、それとデータとを突合することでかなり

精度の高いものになるかなということで、それは

十分データ分析としては必要な情報が得られたと

考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今回は定点カメラによる

目視のＡＩ分析はしていないのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

はい。今回はそういった直接目視でのデータと

いうのは補助事業には含まれておりません。別途

個別にやっております。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ５番金子委

員からありました映像の部分の分析ということで

ございますが、ジェットコースターの路のところ

につきましては従前既にカメラがついてございま

して、それにつきましては過去かなりの年数、夏

場につきましてはジェットコースターのところの

駐車場を常時記録しておりまして、そちらについ

ては人手で毎年きちんと数えるということをやっ

ていますので、今回これに併せて今の時代のＡＩ

を使ったそういうものもあるのですけれども、う

ちとしましては従前から拾ったものを手でカウン

トするということも既存のデータがございますの

で、それも併せて今後活用していくというような

形になってございます。 

以上です。 

○５番（金子益三君） 分かりました。 

○委員長（岡本康裕君） １０番井村委員。 

○１０番（井村悦丈君） １３７ページのかみふ

らの十勝岳観光協会運営費の中で委託料というと

ころで特別体験によるインバウンド消費拡大・質

向上推進事業４,５００万円とあります。これはど

ういう事業か教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 
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○商工観光班主幹（浦島啓司君） １０番井村委

員の御質問にお答えいたします。 

こちらは観光庁が行ういわゆる直轄事業なので

すけれども、これを上富良野町が委託を受けて、

もちろんそれは再委託するのですけれども、特に

インバウンドに着眼した新しい上富良野町内の、

今回は特に冬の観光コンテンツの開拓、開発、そ

れと商品化といったところの研究を目的とした事

業でございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番井村委員。 

○１０番（井村悦丈君） それで、研究成果は見

えてきているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １０番井村委

員の御質問にお答えいたします。 

事業が実際に観光庁の直轄事業ということで、

かなりしっかりとした研究、検討、実績、評価と

いうものが出されております。うちでも４月にど

なたでも参加できるという形で報告会を開催させ

ていただきましたけれども、その中でも実際にそ

の事業を取り組む中で得た知見であったり成果で

あったりというものを報告させていただいており

ます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

１２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 先ほどの人流統計デー

タ関連ですけれども、何か先ほどの説明を聞いて

も、まず今後の整備が必要かどうかも含めてこう

いう人流データというのは取ったと思うのですけ

れども、その属性だったり、どこから来たのかと

か、そういうデータがその後の整備に生かされる

イメージというのがあまりつかなかったのですけ

れども、それはどういうデータが今後の整備にど

う生かされるというのをもうちょっと具体的に、

まずこの整備の件に関してお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） 小林委員の御

質問にお答えいたします。 

今回、携帯電話、スマートフォンを基にした

データというところで属性調査をいたしました。

そこでやはり国籍でまず日本人観光客なのか外国

人観光客なのか、または道内の自家用車観光客な

のか固まって移動する道内バス移動者、道外バス

移動者であったり、あと大きいのはやはり年代で

あったり性別であったりというところが、後の何

を見せるためにどう整備したらいいのかというと

ころに大きく関わってくるだろうなというところ

は想像しているところでございます。 

なので、まず仮に整備するにしても、例えば駐

車場なら何台分ぐらいあったらいいのか、そこに

付随する施設としては何があったらいいのか、売

店なのか、何かをもうちょっとウォッチさせる施

設なのか、そういったところの分析、何がうけて

どういったニーズが予測されるのかというような

ところを、その人流データで得た属性データを基

に考えていかなければならないなと考えておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） あともう１点。今、人

流データで属性だったりどこの国から来たとか、

そういうデータというのはむしろすぐにでも観光

振興策とかに生かされるデータだったのではない

のかなというふうに推察するのですけれども、例

えばどこから来ている国の人が多いということが

分かれば、そこに対するプロモーションを厚くす

るとかということができるのだろうなと思ったの

ですけれども、先ほどの答弁だと、これから深く

研究していかなければならないというふうにおっ

しゃっていて、これは去年の夏のデータですが、

何でそこはまだあまり深く研究が進んでないの

か、何かその理由があればお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １２番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

即時観光事業に還流できるデータというのは確

かにそうなのですけれども、データの利用料が、

サブスク的な使い方をするのですがかなり高額で

あるところから、今回試験的にピンポイントでこ

こだけということでデータを抜かせていただきま

した。それはデータを抜く試用期間のことであっ

て、データを抜く期間は結構何年もデータを引っ

張れるので、あの西１１線、１２線辺りのデータ

に限って今回取らせていただきましたので、即あ

そこから一般観光事業につながるものというのは

難しいのかなと思うのが一つであります。 

データの全部抜けたのが、去年の夏の動きも全

部見たかったので、そこの夏の動きが全部終わっ

て、秋から冬にかけてデータ取りしたということ

で、データが出そろったのが割と年度の後ろのほ

うだったということがあります。 

令和７年度に入ってもちろんそれは即利用して

いかなければなりませんが、先ほど申し上げまし
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たとおりそのデータの活用であったりそこから先

のビジョンについては、我々行政としてもやるべ

きことはもちろんやるのですが、外からの知見も

大きく取り入れたいということで、１０月にかけ

て今専門的な方のアドバイスも求められることに

なっておりますので、それも含めて考えていきた

いと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、１１番、北條委

員。 

○１１番（北條隆男君） １３７ページの一番上

の委託費の道道吹上上富良野線のラベンダーの管

理の内容を教えてもらえないでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主査、答

弁。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） １１番北條委

員の御質問にお答えします。 

道道吹上上富良野線ラベンダーの維持管理につ

いてですが、道道の植樹ますの草取りとラベン

ダーの刈り取り、そしてリンゴの木も生えている

ので、その樹木の新芽を刈り取ったり、そういう

作業を行っております。 

○委員長（岡本康裕君） １１番、北條委員。 

○１１番（北條隆男君） その中で、このラベン

ダーの植え替えとか、剥げているところがあった

場合の植え替えというのはこういうところには入

らないのかなとちょっと聞いたのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主査、答

弁。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） １１番北條委

員の御質問にお答えします。 

道道吹上線でありまして、北海道から毎年５０

０本前後の植え替えをお願いしているところなの

です。今年も５００本前後の植え替えを行う予定

であります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番、北條委員。 

○１１番（北條隆男君） ということは、今の説

明は令和６年度はなかったけれども令和７年度に

その植え替えをやるということなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主査、答

弁。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） １１番北條委

員の御質問にお答えします。 

令和６年度も５００本弱ですが植え替えは行っ

ているのです。植え替えといいますのは、悪いと

ころは植え替えて後は上のほうに伸ばしていくと

いう形で植えてはいるのです。 

以上です。 

○１１番（北條隆男君） 令和６年度も令和７年

度もやっているという話なのですか。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） そうです。は

い。 

○１１番（北條隆男君） 分かりました。 

○委員長（岡本康裕君） ３番湯川委員。 

○３番（湯川千悦子君） １３７ページの、先ほ

ど井村委員が言ったかみふらの十勝岳観光協会運

営費の委託料４,５００万円のところの資料に対し

ては、上富良野の歩き方制作費で翻訳と書いてあ

るので、これは何か国語を作って何部作ったのか

を教えていただきたいです。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ３番湯川委員

の御質問にお答えいたします。 

こちらの上富良野の歩き方は、旅行雑誌の地球

の歩き方という旅行界隈では非常に有名な雑誌の

媒体をそのまま使って上富良野版を作ったという

ことでありますが、これに関しましては日本語版

の制作のほかに翻訳としては英語と中国語の簡体

字版ということで２か国語併記で作っておりま

す。 

こちらに関しましては１万部制作しておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） 関連で今の委託料４,５０

０万円の内訳というものが資料で出ているのです

が、上富良野の歩き方制作費８８０万円などは分

かりやすくて分かるのですが、ほかの部分が金額

が大きい割に内容がなかなか伝わってこない部分

があるのですが、この詳しい内容みたいなのは、

お答えできる範囲で分かりやすい部分だけでもい

いのですけれども、何かありましたら教えてくだ

さい。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ７番茶谷委員

の御質問にお答えいたします。 

町民の皆様にも恐らく、ある程度伝わりやす

かったであろう項目でいわせてもらいますと、一

番上の受入れのおもてなしセミナーといったとこ

ろなのですが、こちらは例えばインバウンド客が

急増する中でなかなか地域の飲食であったり宿泊

業の皆さんであったりといったところが外国語対

応、外国人対応というところでやはり少し及び腰

になってしまうというところもあるので、それを

慣れていただく、こういうふうなコツがあって、

こういうふうな対応をすればいいのだというとこ

ろ共有していただいたり、それを実際に外国人の



 ― 48 ― 

方にしっかりと上富良野町内の観光事業者であっ

たり飲食・宿泊事業者を回っていただいて、どう

いった問題があるのか、どういった客層なのかと

いったところもしっかりと分析した上で、ピンポ

イントで１点１点アドバイスするといったところ

も含めたセミナーを開催いたしました。それもア

ンバサダーの活動の中で上の２項目がそういった

ことで活用されております。 

体験コンテンツ実施というところになります。

これも一番大きなものだったのですが、冬に実際

にインバウンド、特に元々北海道で富良野地域に

もかなり多く入ってきている台湾客について、

元々コンテンツを広げて上富良野に引っ張ってい

きたいというようなところでの仕掛けでした。 

これに関しましては、主に冬のアクティビ

ティ、例えば雪上自転車で遊ぶといったことがど

れだけのインバウンドにとって付加価値があるの

かというものを研究した上で、これを商品として

どうしたら成功するのか、喜ばれるのか、そして

それを例えば台湾、国内外の旅行エージェントに

対してどうアプローチしていくのかといったもの

のつくり方も全部考慮した上で組み立てた旅行計

画となっております。 

そのもう一つが、かなり試験的だったのですけ

れども、日の出公園の店舗を冬季開放して、あそ

こからのロケーションと、上富良野の冬で味わえ

るグルメの提供といったところでの、これは中華

圏の方にとっては寒いところで物を食べるという

価値観に関してはなかなか共有をこれまでできな

かったところがあるのですが、そこに一穴をうが

ちたいといったところでの試みでもありました

が、そういったことでのコンテンツ開拓をしなが

らそれをツアーにしていくといったことが、この

体験コンテンツの実施費であったり下の新日の出

展望台冬季活用事業といったところに計上されて

ございます。 

下の段のツアー造成費というのが、その上でコ

ンテンツ造成したものをどう旅行商品として昇華

していくかということになりますので、先ほど申

し上げました国外エージェントにどう売り込むか

というようなところの組立てから、実際にインバ

ウンドを呼び込んで、もてなして帰っていただい

て、またそこでモニタリングするというような事

業、そういったものの企画費、販売費から分析費

といったものが、下の段のツアー造成費の中に

入ってございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） なぜ聞いたかといいます

と、やはり一つひとつの事業に対しての金額がす

ごく大きいので、例えばコンテンツ造成費２,５０

０万円、ツアー造成費２,０００万円という中で、

もっともっとできることは多分たくさんあったの

かなと思うのですが、今答弁いただいた内容も含

めまして、多分これから結果が出ていくものなの

かなというのもあり、この４,５００万円が決して

無駄なものではなく、これからつながっていくも

のという認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ７番茶谷委員

の御質問にお答えいたします。 

確かにかなり一つひとつの項目の金額も大きく

て、町の一般行政費でやるにはなかなかこれは困

難な金額になっていると思います。そこでかなり

こういったそれなりの金額をもって臨んだという

こともありまして、かなり冒険的な事業も行いま

したし、研究、検証もできましたので、これに関

してももちろん全て打率１０割というわけではあ

りませんけれども、かなり多くのコンテンツがこ

れからの上富良野の特に冬季、そしてインバウン

ド観光といったところの分析にはしっかりと組み

込んでいけるのではないかと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連で、同僚委員も、い

ろいろ国の直轄事業であって、恐らくこのインバ

ウンドの秋冬という限定の中でやるということ

で、午前中も質問したのですけれども、地域活性

化起業人の人はこの事業にほぼほぼ関わったがた

めに違う事業はできませんでしたみたいな答弁が

あったのですけれども、これは準備から実行まで

の間が結構大変だったと思うのです。 

何を聞きたいかというと、当然観光庁直轄事業

でありメニューが決まっている中では縛りがある

というのは理解するのですけれども、どれくらい

上富良野の商工観光業者がこれに対して一緒に

やっていったといいますか、国のテスト事業かも

しれないけれども、最終的にはこの事業をやるこ

とによって後々に産官が連携していきながら新し

い外国人の観光客を受け入れられる素地をつくっ

ていきながらやらなければならないはずなのだけ

れども、そこのすり合わせといいますか、実際の

事業者とこの事業主との上手なマッチングという

のは実際のところはどうだったのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 
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もちろん御指摘のとおり直轄事業の受託事業と

はいえ我々も主体的にそこは取り組んでいくとい

う前提でやっておりまして、当時地域活性化起業

人でありました人も、今回かなり地域の個店に入

り込んでいただきました。飲食店、宿泊業がもち

ろん中心になってしまうのですが、そして観光

業、一部は小売店にも入り込んでいって、インバ

ウンド商品の動態であったりそういったものをお

互い確認したり、それを今やっていることが非常

に分かりづらいことなのだけれども、これこれこ

ういうことで次に活用できるのですといったこと

もしっかりとお伝えしながらかなり地域には入っ

ていただきまして、そこら辺の接続もできたので

はないかなと評価しているところです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 先ほど主幹もおっしゃっ

たように、これはなかなか一般財源でやろうと思

うととてもハードルの高い事業であって、観光庁

の１００％補助事業であったがゆえになかなか普

段手を出せないところもやれたと。これでやはり

一番大事なのは、その後も継続的にやっていきな

がら商品化したとして、それが商品になってきた

ときにこの事業でやったことがしっかりと生かさ

れて定着化していかないと、この補助事業単体あ

りきになってしまうと非常に時間と効率の無駄に

なっていくと思うのだけれども、それは今後に期

待するところだと思うのです。 

何度も繰り返すのですけれども、しっかりと上

富良野の観光業者がこれに対して、最初は手探り

だったかもしれないけれども、この事業が終わる

ときには、これらをやることによってうちの店で

も外国人が来ても対応ができるのだなとか、うち

の店ではこういうことで外国人に対応ができるの

だなというところまで成果として出たことになっ

ているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

もちろん直接個別の事業者とそういうお話をし

て、直接その知見をそこにフィードバックでき

て、これはすばらしいなということでやっていた

だいた事業者ももちろんいますけれども、もちろ

ん全部ではありませんので、むしろそれは少数派

であって、けげんな顔をされることもあります

し、そういったものをむしろこれからさらに先行

して受け入れてやっていただいたところをベース

にしながら、それを広げていく取組というのは、

今年、来年といったところでしっかりやっていか

なければならないのだろうなと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） それで、今言った個別の

個店が、もちろんそのインバウンド対応ができて

いる店と、全くできていない店もあるだろうし、

これからやろうと思う店もあれば、やったけれど

も嫌だという店も、それはいろいろあると思うの

です。そういうのが分かっただけでもいいことだ

と思うのだけれども、例えばその冬の日の出公園

の展望台を開けて、外国の人に御飯を食べていた

だいたという。これも事業として結構なお金をか

けてやりました。これは実験だからできたのかも

しれないし、これは手応えがあるから上富良野の

売りとして今後もやっていくと。一般財源を入れ

てでもそこにテナントを入れてしっかりやってい

きましょうということのものになっているのか、

それともあくまでも補助事業の中のお金は１円も

町の持ち出しがないからやれた事業なのか、これ

はどういう分析をされているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○５番（金子益三君） ５番金子委員の御質問に

お答えいたします。 

今回の事業の中で一番冒険的だったといっても

いいかと思います、この展望台での事業は、展望

台が冬に閉鎖しているところは町民の周知の事実

であり、そこに本来夜間であったりちょっとした

ライトアップを見ながら上富良野の冬を体験して

いただいておいしいものを食べるといったところ

に物すごく商品価値があるのではないかという活

動は、これはもちろん我々町民というよりは町外

の皆さんでそういうことを考えてくれた人が大き

くそこに商品価値があるのではないかという発想

でもちろん始まっております。それを実際にやる

ということがもちろん行政、上富良野町だけでは

できないので、この補助事業でぜひやってみよう

といったところではありました。 

やったところ、やはり商品価値としては非常に

高いものであるという手応えは感じました。それ

だけの付加価値があるといったところなのです

が、やはり実行するときの非常に難しさというも

のも併せて、これも目的の一つでありますが、い

ろいろな課題が出てきましたので、もちろん暖房

の方法であったり、除雪してもなかなか車が走る

ときにこういった難しさがあるですとか、やって

みないと分からないところも非常に大きな知見も

得られましたので、これに関してはもちろんすぐ

にとはいいませんけれども、十分に商品として検
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討できるような素材であるといったことは確認で

きたと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 成果報告書に何も書いて

いなかったので、新規事業ということだけしか

載っていなかったからこの場所でいろいろ聞かせ

てもらっているのですが、今のお話だと日の出公

園では難しいことが分かったと。いろいろ暖房

だったり除雪だったり。だけれども意外に上富良

野の冬の雪の中で建物で夜景を見ながら御飯を食

べるということがすばらしいことだというのが分

かったというぐらいで抑えたほうがいいのです

か、それとも、将来的にはやはり町のために外国

のインバウンドを、宿泊先があるかないかは別と

してもどんどん呼んで、入込み、インバウンドの

人ももっと増やしていくための、その一つの選択

ツールとして、上富良野の業者が、誰かが担って

くれることまでを目的としてやったということな

のですか、それともあくまでもこの日の出公園に

こだわるということなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

もちろん、すぐ使える媒体としてやはり発想の

トップに上がってくるのが展望台だったというこ

とでありますが、御指摘のとおりそういったとこ

ろに大きな付加価値があるということは分かった

のと、アジア圏の方にそこで何を提供したらいい

のかということも併せて、通常の料理ではなかな

か難しいということも一つ分かりました。それが

どういったベクトルに持っていけばいいのかと

いったことも知見を得られましたので、日の出公

園の展望台に限らず、いろいろなところで提供で

きる、それは仮設であるのか、常設のところを冬

に興すのかといったことも含めて、かなりの手間

をかけてでもそこでやることに大きな商品として

の付加価値があるといったような知見が得られた

のだと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 何回もごめんなさい。ど

れくらいの成果があったか分からないので今改め

て聞くのですけれども、いろいろ上富良野にも町

の施設としてオートキャンプ場があったりコテー

ジがあったり、あれも冬はまだいろいろなことは

できないですが、一方で白銀荘があったり、そう

いったところもうまく活用していきながら、町の

施設をインバウンドの人の対応に秋冬の新しいコ

ンテンツをやることにしたのか、それとも今の既

存の店舗があります事業者、あの人たちのさらな

る売上拡充のための何かヒントとなるような、そ

ちらに重きを置いたのか、その辺がどうも読めな

いのです。ツアーの商品を作ったとか、おもてな

しセミナーをやったとか、歩き方の本を１万部

作ったとかという割には何か行き届いていなかっ

たりしている感があるので、上富良野町十勝岳観

光協会もうちのパンフレットは日本語と外国語の

立派なカラーのものがあります。この上富良野の

歩き方を私は見ましたけれども、Ｂ５サイズぐら

いの、カラー刷りだけれども、８８０万円相当か

どうかは別として、ダブっているようなコンテン

ツがたくさんある中で、果たしてこの直轄でやっ

た４,５００万円の事業というのが本当に上富良野

の業者の皆さんのこれからの売上増強、それから

入込み増員に対してどれくらいの貢献がなされて

いくのか、それは全然未知数ということでよろし

いのですか。それとも、令和６年でこの４,５００

万円のすばらしい事業ができたから、令和７年の

この冬の入込みにぜひ期待してくださいというと

ころなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

もちろん即効性のあるそういった効果というも

のが一番恐らく期待できるところではあるのです

が、一方ではすぐはさすがに無理でしょうという

前提でも始めているという事情があります。先ほ

ど来お話ししていますけれども普段だととてもで

きないことをいろいろ試して冒険して失敗してと

いう、もう一ついえば、もうこれは失敗するのだ

なといったところも一つ大きな通常の行政では得

られないすごく貴重なものでした。今回の取組の

中でももちろん大失敗もいっぱいあるわけでし

て、それに関しては、それのおかげで今後は一般

財源を使った事業で二度とその轍を踏まなくて済

むという大きな大きな知見が得られたということ

もあります。 

なので、短期的な効果というものも期待しなが

ら、プラスそこからそれをさらに一般事業者たち

の中に広げていくというのがこれからの取組の大

きな肝になってきますが、まずはその成果物の価

値というものをしっかりと共有して広げていくと

いったものが、ただ、冬に雪の上で御飯食べたら

喜ぶだろうというのは一般的にはそうだろうと想

像できるところですけれども、ただ、それが実際

にやるとどうなのか、実際に何人がどれくらい来

たらどう変わっていくのかというものも大きな知



 ― 51 ― 

見ですので、想像の中では全くこれはたどり着け

ないものだとは実は思っております。これをしっ

かりと共有しながら、これが広がっていく。それ

を、商品としてこれは使えるなと思っていただけ

る民間事業者が現れていただけるように、この情

報を共有しながら進めていければと考えておりま

す。 

○５番（金子益三君） 期待します。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いろいろとますます分か

らなくなりました。私が思うには、これはあくま

でも試験的、研究的にやったということを最初に

事業者がおっしゃったのです。そうすると、それ

以上のものは出てこないというふうに私は見てい

るのです。出てくるとすれば、その実施された事

業者で、いつになるか分かりませんけれども、観

光業者なのか分かりませんけれども、そこがどう

いう形で今インバウンドのそういう状況を見定め

ながら新たな商品を開発する、資料にはなってい

るのだというふうに思います。 

ただ、私たちが求めているものは、この上富良

野町でその失敗があった、成功した部分があっ

た、そういうものが後で商品として、あるいはこ

ういう事例でやれば一定程度上富良野町もインバ

ウンドで新たなお客さんを呼べて、町の活性化に

つながる、地域の商品とか野菜の消費にもつなが

るのだというような形のものが返ってくればいい

けれども、それすら今のお話では見えてこないの

です。ですから、そこら辺はどういうふうに考え

ているのですか。これは事業者が行った、そのた

めの試験的な研究で終わっているというふうに考

えているのですけれども、そこら辺はどうです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ４番米澤委

員からありました特別体験事業の事業効果の部分

のところでございます。 

米澤委員が言われている事業者というのがこの

事業を請けた事業者ということで、単純な話でい

きますとそこしか利益が出ていないのではない

か、町のためになっていないのではないかという

ような考えでの御質問かなというふうに思いま

す。 

○４番（米澤義英君） どなたか請けているので

しょう、事業者か分かりませんけれども。それが

事実なのだから。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） はい。それ

を前提としましてということでお答えさせていた

だきたいと思います。 

こちらの内容につきましては、今、説明させて

いただいたところでございます。実際問題、単発

事業ということで令和６年度にこの事業を実施さ

せていただいて、その結果として今年度今の時点

も含めて目に見えているものにつきましては、成

果物ということでいけば上富良野の歩き方という

冊子がまず出来上がっているというのは一つの成

果としてなっていますが、それ以外の実際の成果

物という部分につきましては、具体的なものが見

えなくて、先ほどこちら側からのお答えにもあり

ましたが、結局この事業を踏まえた上での知見で

すとか経験ですとか、そういう部分しか実際問題

ないというようなところで、事業の実施がどう

だったのだというような指摘をされているのかな

というふうに思ってございます。 

今回減らさせていただいた部分につきまして

は、繰り返しになりますけれども、今後の中でど

ういうふうに展開していけるのか、そういうふう

に使わなければ私どもも、お金自体は先ほどの繰

り返しになりますが町のお金ではなく国のお金で

やっていますのであれなのですけれども、これを

単純にこの令和６年度やって歩き方を作って終わ

りですということではなくて、これからの町の観

光施策の中で、いい面と悪い面も含めて活用しな

がら取り組んでいくものとして事業は行わせてい

ただいたところでございます。 

なので今後は、この事業に直接関わった事業者

もいますし、また、そこには参加されなかった事

業者も実際には多く町内ではいらっしゃいました

ので、そういう中にどういう広がりを持たせなが

らやっていくのかという部分も含めて検討して、

このやった知見が生かせるような取組を進めてい

きたいなというふうに思っているところでござい

ます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 関連でお伺いします。中

身とかそういったところの細かいことは聞きませ

んが、先ほど同僚委員も一つひとつの事業単価が

あまりにも大きいという話をしましたけれども、

例に挙げると上富良野の歩き方、今回１万部発行

ということですが、現在皆様のお手元や観光施設

に設置している観光協会が作成しているＢ５判の

カラーの何とかの歩き方よりもいい紙も使ってい

ますし、部数も２万部で、諸費用は２００万円な

のです。それを考えると本当に数字的に、主幹も

課長もどのような関わりで、１円も町が出してい

ないからいいということではなくて、一つひとつ
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を見たときに違和感は覚えなかったのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

もちろん観光協会で作っているあれも毎回かな

りしっかりと編集していただいて、いい紙も使っ

ていただいて、部数も大変多く作っていただい

て、もちろん尊重すべきものであります。 

一方で、今回の地球の歩き方といったところに

一番着眼したのは、ただ単にその冬用のパンフ

レットを作るということではなくて、地球の歩き

方というブランド力を買うということも一つ大き

な目的でした。もちろん旅行者が観光地を訪れ

て、着地型で上富良野の資料を手にするときに、

従来のパンフレットももちろん持っていただい

て、冬には見たことのある表紙の冊子があって、

それが今自分が来ているのが冬なので、冬用のも

のであるというところで取っていただくといった

ところに大きな付加価値を得られるなというとこ

ろが発想でございます。冬用ですので夏用ほどの

はけ方はしませんので毎年作るということにはな

りませんが、１万部とはいえこれを何年かに分け

て使っていけるといったところも含めて、金額的

にはもちろんかなり大きいですけれども、やはり

そこはしかるべき金額がかかるのだろうなと思っ

ていました。 

これも取材も、１点１点ゼロから作っていただ

いて、もちろん情報提供していただいたものもあ

りますけれども、しっかり取材も来ていただいて

作っておりますので、高いという意味での違和感

はもちろんございますけれども、これはこのブラ

ンドを買う以上は、これはもちろん観光庁の事前

のしっかりとした審査を受けた上でのものになり

ますので、そこの評価、判断というのも併せて、

それは致し方ない金額だなという評価をしており

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 観光庁のこのプログラム

が出たときに、その採択の要項の中に例えば上限

が８,０００万円までとかというところから一つひ

とつ結構事細かなそのメニューをクリアして初め

て頂ける内容というのはもう目視で全部確認させ

ていただいていますが、結果採択を受けて４,５０

０万円出ているので、そのものに関しての試みに

関しては、特に採択を受けて実際にお金が入って

事業を実施したということに難色を示していると

いうわけではなく、先ほど主幹がブランド力を

買ったということも含めても、あと、翻訳して多

言語のそういった書物を作ったということにおい

ても、ここまでやはりお金はかからないと思いま

す。ツアーの企画料というのも、私は旅行会社に

勤めていましたが、この一桁違いで十分できま

す。 

だから、よくよく検証すると、どこかでどなた

か分からないですが相当なお金を、支出以外に蓄

えているようにしか見えないのです。これを悪い

とはいっていません。むしろうちの町がお金を出

しているわけではないので、そこに関してはもう

一切触れません。だからそういった意味も含めて

違和感を覚えなかったのかなということで、これ

に違和感を覚えなければすごく残念です。もう一

度聞きます。高い、安い、そして一つひとつの金

額、おかしいと思いませんか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

先ほども申し上げましたとおり、その金額の高

い安いでいきますと、その高いということの違和

感というのであればもちろんそれは高いなという

感覚は持っております。非常に高価な支出である

ということは考えております。 

一方でそれを我々がどう評価するかというとこ

ろもあるのですが、一つひとつ例えば一般財源で

いうと当然にして８００万円でパンフレットを作

るなどということは当然ありませんので、それは

できませんといったところで話が終わるところだ

と思いますが、ここはどうしても観光庁直轄事業

の受託ということもありまして、その主な判断は

やはり観光庁であったり観光庁の受託事業者、中

間事業者がおりますので、そちらの判断になりま

す。そこでもざる的によく分からないお金を使わ

れるのはもちろん本意ではありませんところです

けれども、昨今のその観光庁直轄事業の中間事業

者の監査といったものが非常に厳しくなっており

非常に厳格に、この事業に関しましても担当者が

しっかりと監視に来るといったような徹底ぶりも

ありまして、逆に旅行業界でもこの補助事業を使

うにはかなりしんどいなというような評価をする

ぐらいのものになっておりますので、そういった

ものを踏まえてその違和感を払拭するに十分な根

拠とはなっていたかとは判断しております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 当初予算ではこの事業は

我々に提案がなく、多分年度途中に補助採択が

あって、そのときに確か課長から説明いただいた
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ときには、もっといろいろな国の、アジア圏の

方々を含めて、もちろんそのグループのツアーで

あるとか、あとＩＩＴといういわゆる個人旅行、

また、Ｗｅｂ上での販売も含めて、ターゲットを

ある程度の数ということの提案を受けて、今回こ

の報告書といいますかの中では、結局実際１回だ

けツアーがインバウンドに行われて、しかも参加

者は十何人です。採択を受けたから文句は言いま

せん。 

同僚委員が言うとおり、これで今後につながる

のかなと本当に甚だ疑問です。それにおいては当

初事業の提案説明があったときの数字を当然覚え

ていらっしゃると思いますけれども、あまりにも

差異があると思いますが、その辺に関してはどう

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

おっしゃるとおり、事業採択を受ける際、もち

ろんその事業そのものがこういう規模で相当数の

旅行商品として販売するといったところも一つの

ゴールとしてやるものですという設定がございま

すので、当然にして最初の計画の中ではそういっ

たインバウンドも欧米圏であったりアジア圏も含

めていろいろなところに対応できるようなものと

いうふうな組立てで予算も通していただきまし

て、それで観光庁からの委託を受けるということ

になるのですけれども、そこの委託を最終的に決

定するまでの間に、先ほど申し上げましたその観

光庁から受託されている事業者とのかなり綿密な

ミーティングなりで計画がもまれていって、そぎ

落とされたりつけ加えたりして最終的にその契約

の形になるといったようなプロセスが取られてお

ります。 

その中で、一部に関しましては欧米へとあまり

風呂敷を広げないで、せっかく今かなり多く来て

くれて評判もいいアジア圏、特に台湾観光客に

フィーチャーしたものに組んだほうがいいのでは

ないかというようなことにもなったということ

で、ターゲットについてはもちろん排除するとい

うことではなくて、台湾客にフィーチャーすると

いう形での計画に少し切り替わった部分がありま

す。 

あとはその試作旅行商品の販売というものは、

もちろん理想としては１００人、１,０００人、１

万人といったところで売れてほしいというような

ことはもちろん観光庁からもオーダーはあったの

ですが、ただ、その試行的にやることの難しさと

いうものは実は観光庁としてもお互いの共通認識

でもあったようでございます。一つの下限ライン

として例えば１００人以上呼ばなければ成果とし

て認めないとかそういったことも想像はできるの

ですが、それに関してはかなり低いハードルで、

そのコンテンツが実際にどうだったのかというと

ころに重きの評価を置いたということになってご

ざいました。 

結果として十数名のツアー１回分ということに

なりましたけれども、うちとしてはもう当然これ

はもっといっぱい売ってほしかったというのはあ

りますけれども、観光庁の直轄事業としては十分

にコンテンツ制作という面での課題はクリアして

いるというふうに聞いております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 観光庁の補助要綱は確か

１,０００とかというロットがあって、今主幹が

おっしゃったそのコンテンツという部分で多分評

価されたのかなということも理解しますけれど

も、我々への事業の説明の当初は、本当に何百人

とか、あといろいろなアジア圏も含めた、先ほど

欧米のお話もされていましたけれども、やはり

ターゲットを広げた中で冬季の上富良野の魅力を

伝えるためにこの事業を起業人を介して行うの

で、４,５００万円、町からの持ち出しはありませ

んが、このような形で進めさせていただきますと

いうことで、実は蓋を開けてみました、結局十数

名の１回切りのツアーでした、この中には２,００

０万円というツアー造成費がリアルエージェント

であるＹ旅行社に流れています。そのＹ旅行社の

販売力がなかったから、また、中身がいまいちだ

からお客さんが来なかったのですか。どう検証さ

れていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

あくまでもその再受託者に対する評価というこ

とになりますけれども、一つ要因があるのはやは

り海外エージェントに対する売り込みのまずライ

ンを持てなかったところから始まってしまいまし

たので、そこの開拓というところにやはり手間

取ったという部分もあります。あとはスケジュー

ル的なものもあったかとは思います。実際に旅行

のツアーを組むまでして、そこで広告を打って交

渉を始めるという段階までにかなり時間がタイト

であったというところもあったので、本来のしっ

かりと時間をかけたツアー商品の開発というふう

な形であったらまたちょっと違う結果が出たのか
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なと思います。 

一方で、今回試験的に作り上げたコンテンツだ

けを並べて、モニター的な販売であったので、こ

れがそのまま旅行商品としてさっと価値のあるも

のになるかというものではなく、これをもっと

もっとブラッシュアップして、その作り上げたコ

ンテンツがしっかり光って、そこを選択してもら

えるような組立てというものが今後必要になって

くると思いますが、今の時点では、もちろん十分

な満足な結果ではありませんけれども、一つの及

第点だったかなとは思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 担当主幹が本当に一生懸命

汗を流しながら答えているところ申し訳ないのだ

けれども、同僚委員が言ったとおりこれは途中の

補正予算で出てきて、そもそも年度スタートのと

きに出てこないで、補正で説明を受けても一般財

源がないからやります、１円も使えませんからや

りますという話でやって、私自身はちょっと訳が

分からないな、ただ、町のこれからの観光振興の

ための素材となる部分であればオーケーだな、で

も今主幹が答えれば答えるほど分からない。何の

ためにやったのか。だから同僚委員も助け舟を出

したけれども、事業者のためにやったのでしょ

う。だから町はその事業者の事業をお手伝いする

ための一つのものとして、町がお金を出せないか

ら国の補助事業を活用した。そういうことではな

いかなと私は今トータル的に聞いて理解しようと

しているのですけれども、そうでもないのでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林委員の御質問に

お答えします。 

確かにその大きな会社が受託してということを

起業人が提案して、国の採択が遅いですから当然

当初予算からそれを組み入れるということはオー

ケーが出ていませんのでできなかったというの

は、まず時間的なものは御理解いただきたいと思

います。 

そういった中で、観光庁の細部を私が分かって

いるわけではないですけれども、観光庁の基準な

どをきちんと満たして、国の事業採択した中で、

起業人の人脈なのか何か分かりません東京での活

動があって大きな会社と共にその事業を提案でき

るようなことまで行って、それでその事業提案の

あったものがどんどん観光庁とのやり取りの中で

中身も変化したのかもしれませんけれども、決し

て我々が狙ったものが１事業者が受託したいがた

めということではなくて、きっとその結果がきち

んと上富良野町の観光のためになるのだというこ

とで、それからそのお手本になったり、いい例、

悪い例……悪い例もたくさんあったという主幹の

答弁もありましたけれども、そういったものに

なって、地域の観光業の方々、それから商工業も

含めて、あと宿泊とか、そういった方々に有効に

利用してもらえるような事例になってもらうこと

を期待してやったということは委員には御理解い

ただきたいなと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午後 ３時４４分 休憩 

午後 ３時４７分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） 今回は決算の話ですから、

この４,５００万円は何のさまたげもなく、国から

来たお金を町が直接観光協会に全額出したという

ことでよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

まず観光庁から上富良野町に委託されたもの

を、今度は上富良野町がその大手旅行会社と観光

協会に分けて委託したという形になっておりま

す。お金も委託料として町に入ってきたものがそ

の後で委託料として支払われるといったような形

です。町を通します。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） ということは４,５００万円

ぴったり国から町に対して、どのような形で入る

のか補助なのか負担金なのか分かりませんけれど

も、雑入に入っていましたけれども、それは来た

から歳入で処理されているということでよろしい

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

そのとおりで、先ほど申し上げました受託事業

者は、観光庁側の受託事業者の審査がありまし

て、そこでもしこれは駄目だといったら金額が減

ることもあるのですけれども、ここでは４,５００

万円全額が対象になったということで、観光庁の

受託事業者から上富良野町に雑入として入ってき

ている状況でございます。 
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以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） 何度も質問して申し訳あり

ません。であれば、その観光協会に出した部分に

ついては観光協会の、よくありますプレミアムつ

き商品券のお願いもそうですけれども、相手側の

事務費とかそういうものを見て今までもいるので

すけれども、このことについては一切出していな

いということの理解でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

はい。委託料の中でそこからいろいろ再委託は

かかってくるのですけれども、さすがに観光協会

も右へ左へだけではただただ売上が上がって税負

担も大きくなるだけでもあります。もちろん事務

的な手間もいっぱいかかっておりますので、そこ

では事務手間見合い分の収益にはなっているかと

思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） もう一度。観光協会の収益

として２,５００万円がなっていれば、売上ですか

ら当然納税義務も生じるでしょうから、そういう

ものもこの中に入っているということでよろしい

でしょうか。別に観光協会はそういう消費税は全

くかからないという……でも変です。（「いろい

ろな事情が……」と呼ぶ者あり） 

委員長、すみません、観光協会に委託したとき

に観光協会の人件費、事務費等については見たと

いうことでよろしいでしょうか。（「この中で

しっかりと収益は取っているというふうに聞いて

います」と呼ぶ者あり）体裁 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午後 ３時４９分 休憩 

午後 ３時５７分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

ほかにございますか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） 上富良野の歩き方の１万部

というのは一般の町民が手にすることはできるの

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

はい。秋冬版ですのでよく出てくるのはこれか

らの時期になりますけれども、通常の飲食店で

あったり宿泊施設であったりといったところで主

に観光協会から恐らく配ってくれていると思いま

すので、あちこちで見ていただくことはできると

思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １３７ページの千望峠の

維持管理でお伺いいたします。 

結構この千望峠は好評です。冬場に除雪してい

ただいて、そこで写真も撮りたいというような方

が結構いらっしゃいます。そういう場合は、当然

道から委託を受けているかというふうに思います

が、そういう観光につながるような状況であれば

改善も必要なのではないかというふうに思ってお

りますが、ここら辺は令和６年度においては十分

そういう声はまだ届いていなかったのだというふ

うに思いますが、そういう協議もしながら対策と

いうのも必要ではないかというふうに思いますの

で伺います。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答

弁。 

○建築施設班主幹（島田久君） ４番米澤委員の

御質問にお答えします。 

こちらの令和６年度の委託に関しては、北海道

からの委託事業ということで、それを町から委託

先に委託しているというような契約になっており

ます。委託の期間が５月１日から１０月３１日と

いった春から秋にかけての時期の委託ということ

で行っております。これに関しては冬に対応した

ものではないという形になっております。 

冬の期間開けてくださいというような直接的な

こちらに対するお話というのはそれほど今のとこ

ろ聞いていないところであります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３５ページのかみふら

の産業賑わい協議会に関わるところで、日本酒泥

流地帯を造りまして、ちょうど令和６年がそのリ

リースの年で、大変ゆかりのある土地でゆかりの

ある人が文字を書いていただいて、おいしい日本

酒ということで、これを造ったのはここで造った

ということでよろしいのですか。昨日ある課長

が、どこで日本酒を造ったのかと言ったら金滴さ

んと言われて、いや、そうではなくて、予算の出

しどころはプレミアムビールと同じところで出し

たのではないのかと言われたのですけれども、ま
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ずここの確認をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

造ったでいきますと実はまるごとかみふらの

ビールのように産業賑わい協議会が主体的になっ

て発注者というようなスタイルではありません。

これ金滴酒造の地域のお酒というような企画とい

うものがベースにあって、町はもちろんコーディ

ネートして、それを造ることにはなるのですけれ

ども、酒米を作付けするに当たってのうるち米と

の差分を補助しますとか、できたものに対してこ

ういうふうに売り込んでいきますとかいうことで

あります。そういったプロモーションですとか補

助金のお金の出元としてはこの産業賑わい協議会

でありますが、厳密にいうとプレミアムビールと

は少し形が違うものかなと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 令和７年度予算とかに関

わることだから深くは聞かないですけれども、お

いしいお酒ができてよかったです。ここが主体と

なって進めて、今も進めているということでよろ

しいですか。分かりました。これはそれでいいで

す。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １３９ページの吹上温泉

地区振興対策費の中の保養センター浴室タイル改

修ということで、すみません、私の記憶にないの

かもしれませんが当初予算では保養センターテラ

ス改修が１３０万円だったのですが、これは途中

でテラス改修からタイル改修に変わったのか、こ

の辺りの説明をお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １番佐藤委員の委員の

御質問にお答えします。 

最初はテラスの落雪によって手すりが曲がって

いたところの修繕ということで予算を上げさせて

いただいておりました。それを中でやっていく中

で寝風呂のタイルが先に剥がれて使えなくなった

という事態が発生しましたので、テラスのほうは

後でもということで取りあえずお風呂のほうを先

に直したいということで、某管理をしている会社

から要望を受けて、そちらに急遽切り替えさせた

ということでございます。同じ修繕費の中で何と

か対応できて、寝風呂のタイルについてはしっか

りと張り替えできましたので、そういった管理者

側からの要望でオーダー変更を行ったということ

で御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３９ページの観光諸行

事負担金で、ラベンダーフェスタかみふらの２０

２４なのですけれども、若干ですけれども入込み

が前年度より少ないにしても大変多い方がお見え

になって、今や一つの上富良野の華となっており

ますけれども、このときのイベントの行われた３

日間及びその前のスタートのアップのときは、道

新とかにも紹介されたりいろいろな、ネットにも

紹介されていました。その令和６年度のいろいろ

な問題点とかというのはどのように検証されまし

たか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

ラベンダーフェスタかみふらの自体が実際ライ

トアップを始めたのが２０２０年、そして人を入

れ始めたのがまだ若干ここ３年といったところ

で、手探りの運営が続いているところですが、こ

の令和６年度のラベンダーフェスタ２０２４と題

して行ったときに関しましては、主に駐車場に入

れない車列ができたというところが顕在化した年

でもありました。大きく障害が出てしまったのが

特に帰る車が基線北２７号道路を西に進んで基線

で詰まってしまうという現象が起きて、実際に駐

車場内でも１時間帰ろうとしているのに動けない

というようなことが起きてしまったということが

ありました。運営上でいきますと、そこを解消す

るために動線を改良したことと、警備員の誘導の

仕方と数といったところを修正したのが一番大き

な改善点だったかとは思っています。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員 

○５番（金子益三君） なかなか住民の皆様から

も厳しいお言葉があったりした年で、お客さんを

入れて２年目だから、本当にコロナ明けで久しぶ

りに大きなイベントの第一歩になったのかなと思

うところも片目をつぶっているのです。それが令

和７年度にどのように生かされましたか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします 

車を入れる出すというようなオペレーションに

変更を加えたことによって、少なくともその出る

のに１時間がかかるといったことはもうほぼ全面

的に解消されました。長くても１０分程度で帰り

たいときに帰れるという状況が生まれておりま

す。ただ、これが帰るのに早く帰れるといったこ
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とではなくて、実は帰ることによって次の人が入

れられるということが一番大きな改善点になりま

した。 

これまで懸念されておりますとおり、駐車場に

入る車列が国道まで延びてしまうとか、そういっ

たものが１００台、２００台といったような渋滞

列ができるといったことが大きな課題であったの

ですが、それに関しましても、もちろんライト

アップのライトが点灯するまでは全く動かないと

状況は改善できていませんけれども、ライトアッ

プが１プログラム終わったときに帰る人が多くな

るフェーズに移行したときには、例えば１キロ

メートル先に駐車していた人も１５分ぐらいで駐

車場に入ってこれるような、そういったふうな車

の流れができたのが大きな改善点だったと考えて

おります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） そのような抑えの程度な

のですか。令和６年度の状況を見て、もう少し改

善することができたのではないかなとは思ったの

ですけれども。そこは出口だけがスムーズに出る

というところの抑えなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

もちろんいろいろほかにもありますし、例えば

２７号の交通規制の在り方であったりそういった

ところも片側交互通行にすることによってスタッ

フ車両であったりバスであったりというものが動

けなくなって円滑な臨時駐車場からの人の移動が

できなかったといったようなことを踏まえて、例

えば２７号を旭日道路の交差点までを通行止めに

して、こちら管理者権限で緊急車両、関係車両を

通すといったことにしたことで、そういった近郊

の臨時駐車場からのシャトルバスの誘導というも

のがしっかりとスムーズにできたというような解

消もありましたし、例えば東１線道路に人を配置

することで、近隣住民の家に帰る動線の確保で

あったり、タクシー、営業車両の誘導であったり

というところもスムーズになったりといったとこ

ろでの解消もできているのかなと思いますし、ま

だほかにもございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 令和６年度の反省を生か

した上でも、令和７年度はそれを上回る観光客が

来ていただいたというのは非常にありがたい話な

ので、ここはもうしっかりといろいろ検証して、

イベントの在り方、もちろん、一般質問でも出た

と思うのですけれども花火の件だったり、あと警

備員の数だったりというのは、この令和６年度の

反省を令和７年度に生かしたときに、さらに令和

７年度でも多分出たと思うので、ここはもうしっ

かりチームで煮詰めていただかないと、せっかく

来ていただいた人にがっかりしてお帰りになって

いただくわけにもいかないので。 

あと同時に、町民に対するイベントというとこ

ろの在り方。そういったものも、もうちょっと住

民参加ができるイベントの在り方というのも、昔

あった花と炎の四季彩まつりとはちょっと性格は

違うのかもしれないけれども、せっかくお金をか

けてやるのに、もうちょっと地域の住民の皆様が

参画できるようなイベントの在り方というものが

令和６年度はどのように検証されたのかなという

ことをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子委員の御質問

にお答えします。 

私も運営委員のメンバーになっていますので、

運営委員の中でどういうお話がされているのかも

含めて、令和６年度に限ってなので申し訳ないの

ですけれどもお話しさせていただきたいのですけ

れども、やはり令和６年度のいろいろな不都合を

感じて、通行止め区間も増やしたり、それから警

備員も増やしたり、役場の職員を増やしたりして

種々対応しましたけれども、委員御指摘のとおり

それを上回る車の数で本当に混雑したというのは

もう御存じのとおりかと思います。 

やはり物理的なキャパシティというのはほとん

どそう簡単に変えることはできませんので、いき

なり道路が２車線になったりするということはあ

り得ませんし、駐車場だってすぐに造成すること

はできませんので、そうなると今度はどういうよ

うにメニューを替えていくのかと、それから利用

の形態を変えるのかとかということを検討してい

くというのは、さきの定例会でも一般質問の中で

もいろいろとお話を頂いて提言も頂いたところで

す。 

そういったことも含めてやっていくということ

と、それから特に花火とか、町民向けとか、ライ

トアップはやはり観光で町外の方向けだと。それ

らをやはり一遍にやることによってキャパオー

バーしてしまっているということもありますか

ら、そういったこともやはり分割したり別日にや

るとかということも含めて考えていかなければな

らないのではないのということも運営委員会の中

ではいろいろな意見が出ています。 

なので、そういったものを含めて、今ある地域
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の施設、駐車場とか道路とかも含めて、そういっ

たものの限界を超えている部分、本当に短時間に

集中するので、そこの部分をどういうふうに解消

するかということは、今までのやり方をそのまま

やって駐車場だけで対応しようとか交通規制だけ

で対応しようというのはもう無理なのだなという

のは本当に勉強したので、運営委員会の中でも勉

強して、皆さんからも意見が出ていますので、町

の事務局だけではなくていろいろな団体が入って

運営委員会をやっていますので、そのような中

で、それがどういうふうに効果が出るか、本当に

試行錯誤になると思いますけれども、しっかりと

変えられるところからしっかり変えていくという

部分で運営委員会とかで意思確認ができています

ので、そういったところを一つひとつこなしてい

くしか今のところないのかなというふうに考えて

おりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○５番（金子益三君） 頑張りましょう。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

６番林委員。 

○６番（林敬永君） １３５ページのかみふらの

産業賑わい協議会の負担金５７０万円で、要求資

料の中で決算報告で差引残額で次年度会計繰越

が、見てびっくりしたのですけれども２２４万５,

０９１円。これは町に戻すべきだと思う金額なの

ですが、金額で戻すわけではないですけれども、

午前中にも言った映画を進める会も６０万円繰り

越すという。これが適正なものだとは思えないの

ですけれども、この扱いについて伺いたいと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

御指摘のとおりかなり大きな繰越額となってお

ります。一つの要因としては、先ほど話題にも出

ました日本酒の製造に関しまして作付けうるちの

田んぼを転用して酒米を作ってもらうことに関し

て、そこの収益分の差額であったり、例えばうる

ちと酒米を一切混ぜることはできませんので、一

粒たりとも交わらないように例えばコンバインで

あったり田植え機であったり乾燥機であったりと

いうものを全て洗浄、クリアにしてからやると

いったことの手間であったり、そういったことも

踏まえて補修性も踏まえてその差額を産業賑わい

協議会から出しているのですが、昨今のお米騒動

の影響を受けまして、この酒米との差額というの

が実はこの期間内に最終的に最後まで待って待っ

て待ったのですけれども出ませんでした。それで

執行できない金額が相当金額残っておりまして、

いまだにその金額が確定していないという状況で

ございます。実はそこに支払うべき金額がこのま

ま乗っかってしまっているといったこともありま

すので、通常でいきますとその繰越金額はここま

で大きくないのですけれども、そういった要素で

金額が膨らんでいるということで御理解いただけ

ればと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林敬永君） いずれにしても必要なもの

を負担金として出すというものが基本的な考え方

だと思うのです。主幹が今説明した中では酒米の

差額云々と言われますけれども、そうしたことは

私たちには分からない。決算書にも書いていない

し、求めたものにも書かれていない。ここでこう

やって聞かない限りは公表もされないということ

です。 

いずれにしてもその繰越負担金、１００％町の

負担金だけでやっているものについては、繰り越

さないで精算して次年度から必要なものを予算要

求して位置づけるべきだと思うのですが、この点

はいかがですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

おっしゃるとおりですので、今回そういうイレ

ギュラーな残余金というものはあるわけですけれ

ども、もちろん即執行しなければならない部分も

ありますので繰越なしというわけではなく、必要

な分に関しましてしっかりと精算した上でやると

いうことはこれまでもやっておりますので、令和

６年度に関しましてはそういう意味でならなかっ

た部分もあるのですが、もちろん以降につきまし

てはしっかりと適正な精算をさせていただこうと

考えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで５款

労働費、７款商工費の質疑を終了いたします。 

ここで説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

暫時休憩といたします。 

再開は３０分といたします。 

────────────────── 

午後 ４時１８分 休憩 

午後 ４時３０分 再開 

────────────────── 



 ― 59 ― 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解き、委員会を

再開いたします。 

お諮りいたします。 

本日の会議時間は、議事が５時以降に及ぶこと

が考えられますので、本日は８款で終わりにした

いと思います。明日９時以降から９款を始めたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めま

す。 

続きまして、６款農林業費の１２２ページから

１３５ページまでの質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １２３ページの農業委員

会運営費の報酬等についてお伺いいたします。こ

の報酬については今非常に諸物価が上がっている

という状況になっておりますし、また、現状では

こういった報酬等については見直し等というのは

令和６年度ではどのようなお考えなのですか。お

伺いしたいと思います。 

農業委員会事務局長、答弁。 

○農業委員会事務局長（林下里志君） ４番米澤

委員のただいまの御質問にお答えさせていただき

ます。 

農業委員の報酬でございますけれども、まず令

和６年度につきましては会長職が月６万３,９００

円、職務代理が４万４,８００円、委員が３万８,

０００円の報酬費でございます。令和６年度につ

きましてはこの金額なのですけれども、条例を改

正いたしまして令和７年度４月から報酬のアップ

をしたところでございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次に、１２７ページの次

世代の投資事業で後継者育成という形の事業が行

われているかというふうに思っております。成果

報告書にも詳細が書かれております。この点につ

いてお伺いいたしますが、非常に喜ばれている事

業かなというふうに思っております。よくこの４

５歳未満というのが一つの区切りになっているか

というふうに思っております。近年はこういう農

業に参入する方も様々で、５０代とかを超えて参

入するという状況になっているかというふうに思

います。これは国との関係もあるかというふうに

思いますが、こういったものの見直し等の声とい

うのはこの令和６年度においては聞こえてきてい

るのかどうなのか、恐らくないのかなというふう

に思いますけれどもお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（山内智晴君） ４番米澤委員の

御質問にお答えします。 

こちらの次世代人材投資事業につきましては、

農林水産省の事業で都道府県を経由して上富良野

町という形の事業でございます。農業政策の中で

は一つの目安として新規就農者は４５歳というの

が昔から変わらず進められているという、その基

準の４５歳が何を基にといわれたら私は分からな

いのですが、今のライフバランスを考えるとまだ

まだ働けるのではないかなというところは個人的

には思いますが、取りあえずこちらは国の政策と

いうことで御理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） １２３ページなのです

が、農業委員会一般管理費のところの成果報告書

の中で農業セミナー焼き肉交流会、女子６名、農

業青年３名と書いてありますが、この詳細が分か

れば、どのような感じで、女子６名は外から来た

方なのか、詳しくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（林下里志君） ７番茶谷

委員のただいまの御質問にお答えいたします。 

農業セミナー焼き肉交流会でございますけれど

も、令和６年度初めてこういった事業を実施した

ところでございます。１月に女子６名、町内の女

性の方に来ていただきまして、実際農業をされて

いない方、あまり日頃携わっていない町内の女性

の方に、まず農業セミナーということで町内の農

業の概要を御説明させていただきまして、その後

農業青年３名も参加していただいた中で、交流し

ながら実際に生の声もそのときに聞けるというこ

とで、一緒に焼き肉を、異業種交流会というよう

な内容で実施したところでございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） それでは婚活みたいなも

のとはまた別の形態ということでよろしいでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（林下里志君） 婚活とい

うような具体的な中身ではなく、その中では今回

は交流も含めてやってございますけれども、仲よ

くなればＬＩＮＥの交換とかまであれしたのです

けれども、まずは実際に農業の話を含めながら一
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緒に交流したというような内容でございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

ほかにございますか。 

１番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １２５ページの上のほう

の特産農作物支援２,０００万円ちょっと、これは

地域おこし協力隊の方々に対するものかと思いま

すけれども、令和６年度にプラス２名で計５名、

今はさらに２名増えているというふうに聞いてお

りますが、当初は個人事業主としての業務委託な

のか、協力事業者との雇用契約を結ぶのかという

ところで、聞くと全ての方が個人事業主としての

業務委託を結ばれていると聞きましたが、何かそ

ちらにメリットがあるという理解でよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（山内智晴君） １番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

基本的には農業者という立場ではございません

が、農業をやるために必要な経費というのをやは

り町から払う委託料の中で個人事業主でやってい

ただく方が言葉が悪いですが自由度がある程度つ

くということで考えております。自分の研修先、

自分のこれからやりたい農業というのを自ら探求

しながらやっていただくという形をするのであれ

ば、やはり個人事業主という形で自由度が高い活

動ができるよう進める形で、委託という形で今回

町は進めております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 中にはがっちり入り込ん

でという方もおられると思うのですけれども、そ

ういった方も引き続き新たに採用する方も基本的

には個人事業主としての業務委託という形を取り

続けるという考え方ということでよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（山内智晴君） １番佐藤委員の

御質問にお答えします。 

この事業が始まりましてまだ２年目ということ

で、来年初めて３年間の研修を終わった方が出る

という形で、毎年事業形態を変えるというのもあ

れなので、１スパン、２スパン終わった段階でこ

の形態が本当にいいのかというのを検証しなけれ

ばならないと考えておりますが、農業という形を

取るのであればやはりこの形がベストかなという

のは個人的には思っております。今後もまた研修

が終わった方がどうだったのかというのは検証を

重ねていきたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで６款

農林業費の質疑を終了いたします。 

ここで説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） それでは次に、８款土

木費の１３８ページから１５１ページまでの質疑

を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １４９ページの町営住宅

の管理についてお伺いいたします。 

逐次この修繕、改善等については実施はされて

おります。しかし見てみましたら、住んでいても

ひさしのところが劣化して落ちてきているという

状況があります。住んでいる方にしたらやはり自

分の家が歪んで張ってある部材が落ちてきたりと

かになるとやはり非常に見苦しいという状況に

なっております。予算との関係があるのかもしれ

ませんが、こういったところは予算を組んで速や

かに修繕、改善に取り組む必要があるのではない

かというふうに思いますが、この点についてお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 令和６年度の修繕とい

うことです。 

生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員

の町営住宅管理・修繕に関する御質問についてお

答えいたします。 

先ほど質問の中にありましたひさしの劣化とい

うのは多分扇町住宅の軒天のことかなと思いまし

た。そのものにつきましては前の年度に雪害に

よって壊れたところの補修なども行っておりまし

たが、その後また傷んだところもありましたの

で、令和６年度については１件対応させていただ

いております。 

公営住宅の修繕につきましては、令和６年度全

体で８９件の修繕を行っておりまして、入居され

ている方の申出によるものといったところが主な

ものです。 

また、こちらにつきましては長寿命化計画や管

理の状況を見ながら適切に管理は継続してまいり

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

ほか、５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 道路維持に関わるところ
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でお伺いいたします。 

主要成果報告の５２ページにもあるのですけれ

ども、町道の舗装の維持であったり、あと局部路

面補修というのでお金が出ているのですけれど

も、大きく例えば雪解け時の穴が空いてしまった

りそういったもので、これは何か所ぐらいあった

のですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答

弁。 

○土木建設班主幹（斉藤通君） ５番金子委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

春先の町道の補修の関係なのですけれども、全

部で３３８か所、施工面積としては１,１６２平米

を修繕しております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 春先は皆さん風物詩のよ

うに土のうが積んであって番号をスプレーで書い

てあったりするものをのけた後に、大きく穴が空

いていたりへこんだりしているところを直してい

ると思うのですけれども、こういったところの抜

本的改修計画というのは、こういうのをやって

いった上でどのように優先的に立てられているの

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答

弁。 

○土木建設班主幹（斉藤通君） ５番金子委員の

御質問の関係ですけれども、基本的には町で改修

の修繕計画を立てているところであります。簡易

舗装、改良舗装、オーバーレイ等の計画を立て

て、予算特別委員会のときには資料を提出させて

いただいているのですけれども、路線を決めて、

それを順次行っているところであります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 令和６年度においてその

改修計画に基づいてやるのはもちろんのことなの

ですけれども、応急的といいますか緊急的といい

ますか、それでやった場所というのはないのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答

弁。 

○土木建設班主幹（斉藤通君） ５番金子委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

当然舗装ですのでひび割れとかが入っていると

ころは凍上とかで膨れ上がって緊急的にやらなけ

ればいけないところが多々あります。箇所数につ

いては今把握していないのですけれども、当然緊

急的にやらなければいけないところは緊急的に

やっているところであります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ということは、あくまで

も計画は計画として大前提であった上で、やはり

その緊急性であったり汎用性であったりするとこ

ろによってそれは若干ずれることが令和６年度中

に限らず今までもあったということで理解してよ

ろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地敏君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

当然、計画を持っているところは酷い路線とい

うことで、緊急性のあるところに関しましてはそ

の場その場で対応して、また、土のうを入れてい

る箇所でも凍上が終わります５月の連休を過ぎた

あたりでまた戻る場所もございます。それが１路

線で何か所もあればそういう計画路線には入れる

のですけれども、その局部的に急ぎのところはそ

の場その場で応急的に対応している状況でござい

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 河川管理でお伺いしたい

のですが、この１４５ページで、普通河川と町河

川、道河川、一級河川、二級河川という形で分か

れていると思います。よく住民の方から富良野川

とかあそこら辺に立木があって、道とかに言って

もなかなか伐採してくれないという声が聞かれま

す。ずっとそういう状況なのです。一部伐採する

ところもあったのですけれども、しかしそういっ

た部分の要望というのも当然あるわけで、そこら

辺は町にも来ているのだというふうに思います

が、そういったところの対応というのはこの間令

和６年度においてはどのように対処されてきたの

かをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地敏君） ４番米澤委員の道

河川に関する立木等の対応、対処の仕方なのです

けれども、町でも町民の方からいろいろな御意見

を頂いた中で年１回、今でいえば来年の２月に北

海道に対しての社会資本整備要望というものがご

ざいます。町で確認した中でも、そこの辺りを踏

まえて要望に入れている状況でございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １４７ページの島津公園

の件なのですが、あそこはよく子どもたちが親子

で、あるいは保育所等が来て遊んでいるという状

況になっております。喜ばれております。ところ
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がトイレなのですけれども、依然として和式のト

イレという形になっている部分があります。要望

としてはあれをやはり洋式に替えてほしいという

ような要望も聞かれるのですけれども、非常にそ

こら辺は改善する余地があるのかなというふうに

思っておりますが、ここら辺は以前からずっと要

望があるのです。令和６年度決算も含めてなので

すけれども、なかなかならないという状況であり

ますけれども、ここら辺はどうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

まず一つ、公園等のトイレについては順次古い

ところから洋式化とは別に手直しというのはいろ

いろと入れておりますけれども、それについても

個数がたくさんあるものですから、なかなかいっ

ぺんに手がつけられないというような状況でござ

います。 

島津公園においては一定程度のジャブジャブの

池とか遊具とかいろいろ大変利用度の高い大きな

公園であるということはもう委員御指摘のとおり

承知しておりますので、そういった部分を調査し

ながら、どの時点でということを今明言できるこ

とはありませんけれども、ほかの公園のトイレ、

遊具、そういった設備等も含めて、どういうよう

なものがいいのか考えていって、当然にして島津

公園の利用度と重要性からいくと優先順位は高い

ものと思いますので、今はお子さん方がすごく

減ってきている中であちらにもこちらにもいろい

ろなところに遊具が分散しているのですけれど

も、それらも老朽化したりして、一定程度集約し

てきちんと整備するというようなことも含めて検

討してまいりたいと思いますので、御理解を賜り

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますで

しょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで８款

土木費の質疑を終了いたします。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

今後の予定について、事務局長から説明をいた

させます。 

事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君） 明日１７日は本委員

会の最終日で、一般会計９款より及び特別会計と

企業会計決算の認定の質疑、分科会ごとに審査意

見書案の作成、全体での審査意見書の作成、理事

者への審査意見書の提出、理事者の所信表明、討

論、採決の順で進めてまいります。 

明日の開会は、午前９時でございます。定刻ま

でに御参集くださいますようお願い申し上げま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） お疲れさまでした。 

午後 ４時５２分 散会 
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令和７年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 

 

令和７年１０月１７日（金曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１２号 令和６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

議案第１３号 令和６年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第１２ 令和６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑 

   (1) ９款（教育費） 

   (2) １０款（公債費）～１２款（予備費） 

   (3) 国民健康保険特別会計 

   (4) 後期高齢者医療特別会計 

   (5) 介護保険特別会計 

   (6) ラベンダーハイツ事業特別会計 

  議案第１３号 令和６年度上富良野町企業会計決算の認定についての質疑 

   (1) 水道事業会計 

   (2) 簡易水道事業会計 

   (3) 公共下水道事業会計 

   (4) 病院事業会計 

２ 分科会ごとに審査意見書案の作成 

   (1) 審査意見案の協議（第１分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室） 

   (2) 審査意見書案を委員長に提出（議長室） 

３ 全体審査意見書の作成 

   (1) 委員長、副委員長、分科長により成案作成（議長室） 

   (2) 成案報告、審議、決定 

４ 理事者に審査意見書を提出（町長室） 

５ 審査意見に対する理事者の所信表明 

６ 討論と表決 

７ 決算特別委員会審査報告について 

   委員長挨拶 

閉会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長  金 子 益 三 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  湯 川 千悦子 君   委   員  米 澤 義 英 君 

   委   員  林   敬 永 君   委   員  茶 谷 朋 弘 君 

   委   員  井 村 悦 丈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  小 林 啓 太 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  斉 藤   繁 君     副 町 長  佐 藤 雅 喜 君 
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 教  育  長  鈴 木 真 弓 君     代表監査委員  中 田 繁 利 君 

 監 査 委 員  中 瀬   実 君     会 計 管 理 者  上 嶋 義 勝 君 

 総 務 課 長  上 村 正 人 君     町民生活課長  安 川 伸 治 君 

 保健福祉課長  三 好 正 浩 君     建設水道課長  菊 地   敏 君 

 教育振興課長  高 松   徹 君     ラベンダーハイツ所長  武 山 義 枝 君 

 町立病院事務長  長 岡 圭 一 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長  谷 口 裕 二 君     次 長  甲 斐 幹 彦 君 

 主 事  進   梨 夏 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。 

御出席、御苦労に存じます。 

ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に

達しておりますので、これより決算特別委員会３

日目を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の日程につきましては、お配りしました日

程のとおりであります。 

なお、本日においても着座にての質疑、答弁を

いたしたいと思います。 

御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

昨日に引き続き、令和６年度上富良野町各会計

歳入歳出決算認定の一般会計の９款教育費の１５

０ページから１８１ページの質疑を行います。 

１番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １５５ページ、特別支援

教育事業の特別支援教育支援員に関しまして、お

伺いいたします。 

以前、学校長からは、学級の安定と児童の安心

を考えると、各学年配置が望ましいというような

お声を頂戴しておりまして、恐らく教育委員会に

もそういったオーダーが入っていると思います。 

実状、上小４人、西小１人、上中１人というこ

とで、そこに至っていませんが、この辺の総括を

お伺いできればと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） １番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

特別教育支援員は、今、委員が言われましたと

おりの人数配置でありますけれども、まず、この

人数配置の基準につきましては、教育委員会で規

定をつくっておりまして、対象となる児童生徒の

状況に応じた人数と、どのような状態の子が何名

いるかというような形で人数配置を行っておりま

す。 

その中で、確かに上小４人、上中１人という、

全体生徒数の割には人数配分に少し偏りが見られ

る形かもしれませんが、児童生徒の状態からする

と、このような配置が望ましいということで規定

をつくっておりますので、その配分については御

理解頂きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 予算が伴うので、そこの

厳しさがあるのかなと思いました。 

今のところ、各学年への配置が望ましく、当

然、それは分かっているけれども、重点配置の観

点から適正に配置されているということで、予算

が伴うから、もうちょっと整備したいが、令和６

年に関しては、今が適正だという認識でよろしい

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） １番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

令和６年につきましては、そのような規定の中

で導入してまいりましたが、今後につきまして

は、これからの学校、児童生徒の状態も変わって

くると思いますし、今の規定が実状にマッチして

いるのかどうかという部分は常に検証しながら、

随時、見直しを図っていきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １５３ページの教職員健

康管理費の予算が計上されております。 

ここでは、ストレスチェックや健康診断等があ

ります。 

ストレスチェックを受けられる教員の方という

か、実績というのが、ある程度、出ておりますけ

れども、何名くらいいらっしゃったのか、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（新井 晶君） 米澤委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

対象となりますのは、全教職員が対象となって

おります。 

その結果について、誰々がどのような結果だと

いうのは、教育委員会には来ないようなものと

なっております。 

○委員長（岡本康裕君） 何人チェックしている

かの人数。 

○学校教育班主幹（新井 晶君） 人数について

は持ち合わせがございません。 

申し訳ございません。 

○４番（米澤義英君） 時間がありますので、次

の質問に。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 今、働き方改革という形

で、非常に教員の方も多忙になっていると思いま

す。 

恐らくここら辺では、相当、時間の制限、定時

で早く仕事を終えて帰るとか、そういう形になっ

ているかと思います。 

この令和６年度において、学校側と教育委員会

側で働き方改革という点では、それぞれどういう

項目で指導というか、何かされているのか、お伺
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いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

教員の働き方改革という部分で、教育委員会と

の関係ですけれども、国から働き方改革を進める

ようにというのは示されており、その中に教員が

すべき業務はどこまでかという例のようなものも

示されております。 

その中で、うちの町ではどこまで教員が担って

いるのか、現在、そこの実態を全て把握している

わけではございませんので、それをしっかり把握

していきたいと思います。 

また、特に部活動の指導等につきましても、あ

まり過熱することなく、そちらに傾注することな

く、授業に取り組む時間を確保できるよう、なる

べく部活に時間を割かないようにと言いますか、

その辺りのバランスも実態を把握しながら、これ

から指導を進めていきたいと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の、教職

員の働き方改革の推進についてですが、校長会・

教頭会を通じまして、管理職はもちろん、教職員

の日々の業務として、子どもたちに関わる時間を

最大限確保することを前提に、内製事務、職員室

においてのいろいろな打合せ、会議等について

は、全て見直しを図っていただいて、これまでで

したら割と会議に時間を割いていたこともあった

と聞いておりますが、その辺は、本当に皆さん、

学校ごとに最低限のミーティング、または公務用

システムを使いながら情報共有にはかなり効果を

上げて、働き方改革につながっていると聞いてお

ります。 

また、時間外につきましても、昨今、マスコミ

でも報道されておりましたが、町においては、令

和５年度よりは令和６年度、そして、今年度に向

けて、着実に進めているというふうに確認してお

ります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういう改善はいろいろ

とされてきております。 

ただ、根本的な問題で言えば、授業内容の複雑

化、あるいは１学級の生徒数の見直しだとかを

図って、教員の配置を増やさなければ、併せて、

そういう内部の改革も必要だと思っています。 

これは国との関わりですが、当然、それは子ど

も、地域社会との関わりに発展していく問題です

から、ここの点について、教育長はどのようにお

考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の、教職

員の配置についてですけれども、既に国におきま

しても、これまで小学校並びに中学校１年生まで

は３５人学級を編成しておりますが、今後は中学

校２年生、３年生につきましても、３５人学級を

目指すということで、今、令和８年以降に向けて

枠組みの準備を進めているというふうにお伺いし

ていますので、うちの町において、どのような学

級編成になるのかというのは、生徒数に応じて対

応していきたいと考えております。 

また、現在、道においても教員の成り手不足が

あると聞いておりますが、北海道教育委員会か

ら、必要な人数については確保して十分に対応し

ていきたいというふうにも聞いておりますので、

町としましても、必要な人数については、これか

らも道に対して、きちんと学級編成も踏まえまし

て、配置していただけるように要望していきたい

と考えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

１２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） １５５ページから１５

７ページにかかるＩＣＴ教育推進費の１２番委託

料、校内ネットワークアセスメントについてお伺

いします。 

以前、授業参観等のときに、タブレットの通信

が悪くて授業が止まってしまっている姿も散見さ

れましたが、この校内ネットワークアセスメント

を実施した後に、何か課題が見つかったとか、既

にそれに対する手を打ったような話が令和６年度

にあったのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（新井 晶君） １２番小林委

員の御質問に対しましてお答えさせていただきま

す。 

アセスメントの結果ということで、調査した時

期が当初予算につながる時期ではない時期でした

ので、今年度、具体的に大きな修繕等がかけられ

ませんでしたが、ネットワークが遅いということ

で、それぞれの学校のプロバイダーを変更してお

ります。 

結果が出てきておりますので、それについての

改善も、今、検討しているところです。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 今年度、またタブレッ

トの端末が変更されることもあると思うのです
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が、それを踏まえても、恐らくネットワークの問

題に関しては解消される見込みという理解でよろ

しかったでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（新井 晶君） 改善に向けて

検討していきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） では、引き続き、同じ

項目でＩＣＴ推進に関して、令和６年度は端末の

選定なども含め、たしか協議会が開催されていた

と思いますが、その協議会内でＩＣＴ教育推進に

関して現場からの課題であるとか、今後の要望と

か、話し合われた内容をお伺いできればと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午前 ９時１２分 休憩 

午前 ９時１２分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） １２番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

昨年度の協議会の中で頂いた意見で特に多かっ

たのは、ネットワーク回線と言いますか、通信速

度が遅いかなという部分と、あとは現在も使って

いますけれども、タブレットのＯＳの関係が大き

な点だったと思います。 

ＯＳにつきましては、Ｗｉｎｄｏｗｓから

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋへの変更をかけて、今回、

発注しておりますので、納品されます。 

それともう１件、ネットワークの通信速度につ

きましても、今、プロバイダーを変更して、現状

を確認しているところで、これがさらにタブレッ

トを入れ替えた時点で、通信速度だけの問題だっ

たのか、それともタブレットそのものの経年劣化

と言いますか、これまで使ってきて、例えば中の

記憶容量にたくさん溜め込み過ぎたような使い方

をされていたとか、そのようなものが改善される

と思いますので、これからタブレットを入れ替え

た時点でどのような状態になるかを見極めて、次

の手を打っていきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 先ほど教員の働き方改

革等の話も出てきましたが、推進協議会の中では

ＩＣＴ教育に係る働き方改革とか、そういった点

での課題や要望等はなかったのかを再度お伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） １２番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

働き方改革に関わる部分としましては、タブ

レットと言いますか、ＩＣＴになかなか、機械が

入れ替わっていくとか、いろいろなシステムが

入ってくるということに対して、それをうまく授

業の中に取り込めていけなくて、どうしても苦労

してしまう教員の方も一定数いらっしゃいますの

で、その方が苦労されているというお話は聞きま

す。 

当然、それを一生懸命改善しようとすると、時

間がかかってしまうというような課題も聞いてお

りますので、これについては、校内で特にＩＣＴ

に強い先生が中心になって学習会をしていただく

とか、情報共有をしていただいて、皆さんが同じ

ようなレベルでタブレットを使っていけるような

状態にしていきたいなと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次に、１５５ページの特

別支援事業についてお伺いいたします。 

特別支援事業は、この教育行政の点検評価表に

もいろいろと書かれております。 

各年によってそれぞれ変わりますが、こういっ

た支援をしなければならないお子さんが増えてき

ているという状況もうかがえます。 

これを見ますと、その中には知的障がいや情緒

障がい、難聴や言語障がい、虚弱というような

方々がおります。 

これを見ましたら、教員配置だとかも含めて書

かれておりますが、東中では学級数が１人という

形になっています。 

こういう指導をされる場合、先生の配置はどの

ようになっているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（新井 晶君） ４番米澤委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

先生の配置につきましては、国で基準が定めら

れておりまして、その定められた範囲内でのもの

となっております。 

８人までが先生１人ということになっておりま

して、それを超えてからさらに人数が増えていく

ような計算となっております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それぞれ子どもの特徴が

あって、個性があります。 
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そういうお子さんに対して、個別の細やかな指

導、援助が必要になってきているかと思います

が、先生の配置も含め、現状で足りているのかな

と思います。 

相当、苦慮している部分があるというような現

場の話も聞いておりますし、教員の配置等も含

め、先生との触れ合い方の内容を変えていく必要

があるのかどうなのか、ちょっと分かりませんけ

れども、この点はどのように感じていらっしゃる

のか、令和６年度の決算も含めて伺っておきたい

と思います。 

誰か分かる人がいれば。どなたでもよろしいで

す。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午前 ９時１８分 休憩 

午前 ９時１９分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

確かに今の基準では、知的なり、情緒なりの障

がいに応じた人数配置になっておりますが、その

中でも、知的障がいのお子さんが皆さん同じよう

な状態かと言うと、そうではありませんので、こ

のくくり方が適正かどうかという部分について

は、なかなか難しいところがありますが、今のと

ころ、そういう基準になっている以上は、そうい

う配置がされているのだと思います。 

実際の現場で、この配置では実状に合わなくて

大変になっているという声がどんどん聞こえてく

れば、道教委を通じて国にも訴えていきたいと

思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 専門家ではないので、大

枠で何となく分かった部分と分からない部分があ

るのですけれども、具体的に聞きますと、上富良

野小学校で知的障がい者が１２、情緒が２８とい

うことで、肢体、下肢が２、言語１０、虚弱が１

人いるという形になっております。 

学級数は知的が２教室で、情緒が４という形に

それぞれ分かれて対応しております。 

１２人ということですから、割り返せば先生は

そこに２名くらいか。 

こういった２名の先生でより細かくそれぞれ見

ることになると、非常に動きがある生徒もいて、

大変な状況がうかがえます。 

授業もやりながら、子どもの成長も見守りなが

ら、動きにも対応しなければならないということ

になると、非常に大変な内容になってくるのかな

と思います。 

そういうことを考えたときに、こういったとこ

ろの職員配置も含めて、どういうことが必要なの

かなと疑問に感じています。 

結論は出ておりません。 

教育現場できちんと子どもの成長を促すという

ことであれば、そういう見直しも必要なのではな

いかという趣旨で、今回、令和６年度の決算で

ちょっと見えてきたところがありましたので、伺

いたいと思いますが、そういったところはないで

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の、特別

支援教育の教職員の配置並びに令和６年度の実態

に応じた教育的支援に対する御質問にお答えしま

す。 

先ほどうちの主幹が説明したように、国の基準

に応じて、道からは適正な人数配置を受け取りま

すが、課長からも申し述べましたとおり、その人

数ではサポートできない面もあるということで、

町独自に規定を持ち、現在、特別支援員の配置も

しているところであります。 

ただ、規定を設けて、それがずっと永遠に続く

ものではなく、子どもたちの人数並びに状態に応

じて、あとは学年、低学年なのか、中学年なの

か、高学年なのかも踏まえまして、きちんとその

状態を学校と十分に情報共有した上で、教員の配

置は規定どおり、なおかつ、町として、今後、そ

れに対してどうサポートすべきか、きちんと内部

で十分に協議していかなければいけない課題だと

認知しております。 

令和７年につきましても、現在はまだ同様の規

定どおりで行っておりますが、来年度に向けて

は、もう少し学校長とも情報共有する必要性があ

るかと考えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 先ほどの、米澤委員か

らのストレスチェックの人数について調べてこら

れたようなので、総務課長から答弁申し上げま

す。 

総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の、教

職員のストレスチェックの対象者数ですが、令和

６年度については９０名の方が対象となっており

ます。 

以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） 米澤委員、よろしいで

すか。 

○４番（米澤義英君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） １５３ページの下段にな

ります。 

上富良野高等学校振興対策費に関してお伺いさ

せていただきます。 

町はこれまでも存続に向けた様々な諸施策を展

開しており、近年ですと、学校給食の提供という

ことで、人数確保に努められているのは十分理解

しております。 

その一方で、２０２６年度から高校生の授業料

無償化を控え、存続に向けた新たな特色ある施策

の展開が必要だと考えますが、令和６年度中、何

かそのような諸施策の検討はなされたのか、確認

させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ２番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

令和６年度に行った新たな施策という部分で言

いますと、これまで振興協議会の補助金を活用し

まして、学校で、例えば生徒の資格取得ですと

か、学習支援、部活支援等を行っておりました。 

それに加えて、町としましても通学される生徒

へのタブレット支援ですとか、今、言われました

給食の配食、それから、学習用品の購入費等の支

援を行っておりますが、令和５年度と比較して令

和６年度に新たに増やした、改善したというもの

はなかったかなと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） そうではなくて、新たな

肝になる支援策の構築がなされたのか、確認して

います。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ２番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

ずっと検討は進めております。 

上富良野高校の入学者は、道で言います基準の

２０名近辺が今いるということですので、中学３

年生に上富良野高校を選んでいただけるような魅

力ある高校づくりというのは常に進めているとこ

ろでありますけれども、それに加えて、現在、上

富良野高校を選ぶ地元の中学生が非常に多い状態

でありますので、こういう状態をしっかりと、令

和６年に限りませんけれども、教育委員会にも伝

えて、上富良野高校はこういう特色があるという

ことを伝えていって、２０名という基準があるの

は理解できますが、これにとらわれることなく、

上高の存続を求めていくという、施策と言います

か、町からの要望をしっかりと上に伝えていくと

いう動きは、令和６年度、令和７年度を含めて続

けていきたいと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 本当に喫緊の課題だと思

われますので、６年の決算を受けてですけれど

も、これからの存続に向けた新たなる魅力づくり

を、ぜひ御検討頂きたいと思います。 

それに関しての見解を求めます。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生委員の、上富

良野高校の存続に関わる町の支援策についてです

が、令和６年度の決算においては、課長が申し述

べたように、特にこの年に改めてというのはござ

いませんでした。 

新しい施策は生まれておりませんが、学校運営

協議会を中心に、ミーティング形式を取りまし

て、委員の皆様がそれぞれ現状をどのように上高

に対してお考えなのか、どういう方向性でどう考

えていったらいいのかというのを、高校側からの

様々な課題に対して率直に意見を述べるような会

議が昨年からスタートしております。 

今年度もその形をもちまして、これは新しい施

策ではございませんが、少しその効果が、高校と

しても取組を進めるような形になってきておりま

すので、まず入学者数を増やすために、上富良野

高校に行けば何ができるのか、どのような進路に

行けるのか、また、どのような学びができるの

か、これをきちんとＰＲしていくことが私ども町

としても高校に対して求めていき、高校からも発

信していただけるよう、現在、課長が申し述べた

ように、今年度につなげておりますので、それに

ついては、地道な活動にはなりますが、新たな支

援策という形に何かつながれば、またそれについ

て、今後、議会にも報告していきたいと考えてお

ります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次に、１５７ページの教

育支援センターの件についてお伺いいたします。 

教育支援センターという形で、いじめや不登校

に対するいろいろな対処、不登校に対する子ども

の支援を行っている状況になっております。 

現場の職員の方も、一生懸命働きながら対応さ

れている状況にあります。利用状況の詳細も、登

録人数も書かれております。 
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教育支援センターを利用している子ども、もし

くは、それ以外、学校へ行って、保健室登校かど

こか分かりませんが、そういうお子さん、あるい

は恐らく自宅にずっといらっしゃるお子さんな

ど、様々だというふうに思いますが、令和６年度

はどういう現状だったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

教育支援センターに登録されて通われているお

子さん、それから、学校に通いつつも、なかなか

毎日通学できないお子さん、あとは自宅に閉じ

籠っている方、いろいろなお子さんがいらっしゃ

いますが、人数で言いますと、支援センターの登

録者数は令和６年度末で２４名です。 

学校で把握している、その登録者数も含めた不

登校者数、この不登校というくくりはいろいろな

定義があって、難しいところではあるのですけれ

ども。 

○委員長（岡本康裕君） 休憩しますか。暫時休

憩。 

────────────────── 

午前 ９時３３分 休憩 

午前 ９時３３分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） 学校で把握して

います不登校者数は、約３０名程度です。 

自宅に閉じ籠っていて、学校とも支援センター

の職員とも一切関わりのないお子さんは、今、い

らっしゃらなくて、支援センターに登録されてい

て、支援センターに通ってはいないのですけれど

も、職員と定期的な面談を行うとか、保護者の方

と面談を行っているという状況にありますので、

誰とも関わっていないお子さんというのは、現

在、いないことになっております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 教育行政の点検評価の中

に、質的な相談内容に時間が取れない状況になっ

ていると書かれております。これは事実だと思い

ます。 

もう一つは、そういう問題を解消するために、

正職員の配置をもう一つ増やしたらどうかという

ような評価も書かれております。 

これは非常に大事なことで、学ぶ、そして、そ

こで成長していく子どもが求めてきたときに頼り

になる、こういう場合、地域では不登校に対応し

たいろいろな民間の団体もありますし、上富良野

も何となく出来たという状況もあります。 

そういう意味で、単刀直入にお伺いいたします

が、点検評価は非常に重要な位置づけになってい

るかと思いますけれども、この点について、教育

長はどのようにお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

まず、担当の課長からお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

確かに支援が必要なお子さんは増えてきており

ますし、お子さんそれぞれの状態というのも、

様々な家庭環境を含め、いろいろな状態になって

おりますので、対応する職員というのは、当然、

いろいろな課題に対応していくことになります。 

現在、４名で対応しておりますが、これで十分

な数かと言われますと、なかなか対応し切れてい

ない部分もあるのかもしれません。 

今、正職員と言われる職員は１人で、来年に向

けて心理士の正職員も募集をしている状態ですの

で、職員の配置の充実は図っていきたいと考えて

おります。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員からの、

教育支援センターの今後の存続と維持、拡充につ

いての御質問かと思いますが、上富良野町の児童

生徒が減少している中、実際に通学が困難になる

子どもたちの割合は高まっていることは認知して

おります。 

ただ、ここを設置したときから、全てを教育支

援センターで担うのではなくて、学校と教育委員

会と、そして、教育委員会の１組織である教育支

援センターが、先生方と保護者と子どもたちと

きっちりタッグを組んで、子どもたちの居場所、

子どもたちの学びを保障していく環境が必要だと

思っております。 

だから、教育支援センターを拡充することで効

果は上がるのですけれども、そこだけが全てだと

は思っていません。 

教育委員会としましても、学校の先生方と保護

者の方、子どもたちとの十分なコミュニケーショ

ンを通じて、不登校に至らないことが最善の策だ

と思っていますので、それを目指して、こうなっ

た場合にしっかりと見守りができる、学びの場を

提供できる教育支援センターの活動については、

今後も維持、活動できるように、その時間帯も確

保できるように、引き続き現場の対応を確認して

いきたいと考えております。 

以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 教育長のおっしゃること

は非常に納得できます。教育支援センターだけで

この問題は解決になりません。 

学校側も含めて、いろいろな地域との関わりも

ありますが、そうすると、十分に支援できるよう

な先生が配置できるかという疑問が出てきます。 

今でも、生徒のいろいろな声を聞いたら、もっ

と先生と関わりたいと思っているお子さんが上富

良野の中にいます。小学校低学年であれば、もっ

と先生と遊びたいと。 

これは子どもが成長する上で自然の流れです

が、今、働き方の大変さの中で、そういうものが

閉ざされてきている。 

そういう根本的な問題が地方にも影響を及ぼ

し、不登校の問題だとかは前からありましたけれ

ども、さらに多くなってきている原因のような気

がします。 

保護者に対する支援、本人もそうですけれど

も、引き続き安心して、いつでも行けて、そこで

１日過ごせるとか、そういう環境も必要だと思い

ます。 

ですから、先生の配置も課題だと思うのです

が、この点はどうお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の、不登

校に関わるだけでなく、教職員の働き方改革に関

わる御質問にお答えします。 

子どもにとって担任の先生並びに学校というの

は、人を育てるのに大変重要な場所でございま

す。 

米澤委員がお話されるように、そこをしっかり

と支えていくのが、私ども教育委員会の使命でも

ございます。 

そこは十分に、私たち教育委員会も先生方との

コミュニケーションを第一にし、どもたちと十分

触れ合い、学び合える環境を整えていくように、

今後とも協議してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 学校図書の問題全般につ

いてお伺いいたします。 

教育評価の中では、いろいろと学校と図書館と

の連携が謳われております。 

日常的にそういった問題が行われているかと思

いますが、この令和６年度はどういう形で学校図

書と図書館との連携が行われて、多くの子どもが

本に接する機会をつくれたのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主査、答

弁。 

○社会教育班主査（佐藤根祥太君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 

学校図書館と上富良野町の図書館との協力体制

の関係の御質問でしたが、上富良野小学校に毎月

３回、上富良野中学校、西小学校、東中小学校に

毎月２回ほど、上富良野町図書館の窓口で勤務す

る会計年度任用職員が学校の図書館に行きまし

て、蔵書の整理ですとか、本の登録というような

作業の支援をしている状況です。 

また、移動図書としまして、上富良野小学校に

毎月３００冊、西小学校と東中小学校には１５０

冊ずつ、上富良野町図書館の蔵書を配置している

状況です。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

６番林委員。 

○６番（林 敬永君） １７７ページのスキーリ

フト管理費の修繕２６万８,４００円の内容を、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

スキーリフトの修繕料におきましては、圧雪車

の整備代ということで、こちらを社会教育で担当

し、シーズン前とシーズンオフの整備、修繕に支

出しております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 自分も６年前くらいまで

管理していて、チェア式のスキーリフト自体、も

う築４０年近いのでしょうか。 

当時も経年劣化ということで、ワイヤーとか

チェアの調子が悪くなり、一般会計の中では出せ

なくて、振興公社の通常の維持管理の中で出して

いただいた経過があります。 

振興公社はここで聞いたら駄目ですね。 

スキー場のリフトの管理の中で、リフト本体の

修繕はなかったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたしま

す。 

────────────────── 

午前 ９時４４分 休憩 

午前 ９時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 
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今、調べていただいて、答弁は後ほどさせてい

ただきたいと思います。 

６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 後ほどお答えを頂けると

いうことですが、先ほど言ったように、予算は教

育委員会が持っているわけではありませんから、

町長の部分ですけれども、スキーリフト自体は、

今もそういう要望とか、正常に動いているのかど

うか把握しているか、お聞きしたいです。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） スキーリフト

の関係ですけれども、振興公社から聞いている話

ですと、シーズン前に搬器を取り付けるとき、担

当の職員が整備を行っている状況でして、昨年

度、少しブレーキ等に不具合が生じているようで

すけれども、スキーリフトは正常に動いていると

聞いております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 今、正常に動いていると

いうことでいいのですよね。 

副町長がうんと言ったので分かりました。 

○委員長（岡本康裕君） 社長がうんと言いまし

た。 

○６番（林 敬永君） しっかり動いているとい

うことで、了解しました。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

１番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １７５ページ、郷土館管

理費の中の報酬費に関して、予算のときにたしか

８６日掛ける午前と午後の７００円ずつで１,４

００円の謝礼が払われるという説明だったかと思

います。 

半日いて７００円ということで、あまり高くな

いお礼でありますけれども、こういった形で令和

６年度は安定的に人を配置できたということでよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １番佐藤委員

の御質問にお答えいたします。 

ボランティア１０名の方で、夏は日曜日と祝

日、冬季は土日・祝日、半年ごとのシフトみたい

なものを作り、御対応していただいております。 

どうしても調整がつかない場合については、職

員等が対応した場合もございます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） では、この謝礼の単価は

特に影響していないということでよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） その単価で御

理解頂き、支援していただいているということで

す。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 公民館管理費の中で、修

繕だとか、大規模改修だとか、いろいろしてきま

した。 

ただ、もう劣化しておりますし、この実施計画

の中にも修繕等の位置づけだとか、いろいろ書か

れております。 

現状で言えば、もう相当年数がたっておりまし

て、今後、こういうものに対する修繕、あるい

は、いつまで修繕で延命させるのか、どの時期ま

で延命させようとしているのか、その後はどうす

るのかというところが、なかなかこの決算におい

て見えてきません。 

この点はどのようになっているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

１７１ページの１４の工事請負費で屋上防水、

延命措置ということで、ほかにも修繕はあるので

すけれども、載っております。 

これらにつきましては、一遍にやれずに年度を

またいでやっている工事ですけれども、この屋上

防水につきましても、おおむね１０年がいいとこ

ろなのかなということですので、今後１０年で次

の防水屋がもうやらないよということになれば、

その手前で方向性を定めていかなければならない

と思います。 

昨日も答弁させていただいたのですけれども、

公民館に限らず、ほかにも公共施設はあって、庁

舎のときの答弁でもちょっとお話しさせていただ

きましたが、いろいろな施設機能をどうしたらい

いのか、合わせていくのがいいのか、分散するほ

うがいいのか、どのような形がいいのか、いつが

いいのかということも、公民館だけの問題では

ちょっと難しいと思っていますので、そういった

ことも含めて、昨日の答弁と重なってしまいます

けれども、古い施設をどうするかは、優先順位を

考慮し、それから、非常に厳しい財源、今後、い

ろいろな償還がありますから、そういったものも

含めながら検討していく課題だと思っておりま
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す。 

しかしながら、公民館に関しては、先ほど申し

上げましたけれども、屋上防水や補助事業や何か

でも、いつまでこの古い施設に防水が必要なのか

というのは、特に問われてきている部分もござい

ますので、一定程度の時限が切られているのかな

と思いますから、そういった部分も含めて、どう

いう形にしていくのかということを検討していき

たいと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 空調との関係、クーリン

グシェルターとかも求められておりますので、ぜ

ひ。 

次の点についてお伺いいたします。 

１７３ページの図書館の運営等についてです

が、図書館の運営に会計年度職員も配置されなが

ら、図書館司書も配置されております。 

本の利用も増えている状況があります。 

ただ、臨時的にいろいろな陳列の工夫もあるの

ですが、現状、令和６年度の決算において、この

本の利用はどのようになっているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

蔵書実績等におきましては、成果報告書の６２

ページに記載しています。 

若干、貸出冊数については減少傾向にありま

す。 

まだつぶさに分析等はしておりませんが、幼児

の絵本の貸出し冊数が減少している状況にありま

す。 

司書も令和６年度から配置ということで、いろ

いろな取組をしていただいていますが、なかなか

貸出し冊数の上向きには、人口減少等も関連があ

るのかは分かりませんが、まだ分析に時間がかか

るかなと考えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 単刀直入に伺います。 

本当に努力されているのですよ。その場所で全

ての職員が努力されています。 

図書館司書は、読書計画だとか、いろいろなの

を持っていらっしゃいます。よりよい本を読んで

いただきたいということも計画にあります。 

そして、図書館司書が会計年度職員という自体

も、以前から見たらちょっと進歩しました。高く

評価しています。 

ただ、やはりしっかりとした正職員を配置し

て、こういった問題のいろいろな対処方法をさら

に充実させていく必要があるのではないかと思い

ますが、この点の今後の対応について、教育長に

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の図書館

の運営における司書の役割についての御質問にお

答えします。 

令和６年度から図書館司書である有資格者を、

身分は地域おこし協力隊制度を使った会計年度任

用職員ということですが、私も本当に約４０年ぶ

りの第一歩かなと思っております。 

過去には図書館司書がいたのですけれども、

ずっと置けなくて、やっとこの一歩を踏んだかと

思います。 

ただ、身分はそういう形の条件もございますけ

れども、この管内においても、全道においても、

図書館の果たす役割、子どもたちだけではなく、

高齢者までの方が、町の資料として、そこで学び

を続けるためには、この図書館というのは重要な

機能だと考えておりますことから、それの中核を

担う図書館司書並びにスタッフは、日々研鑽し、

様々な行政サービスを続けていくために必要な人

材だと感じております。 

今後の人員、町の任用につきましては、まだま

だ町長部局との協議も必要かと考えておりますの

で、この効果がどのような形で出ていくのか、住

民の皆様がしっかり図書館を利用できる機能とし

て活性化していくことが最優先と考えておりま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次に、１８１ページの学

校給食センター整備という形で、給食搬送車を購

入されたかと思います。 

これは新車だったか、中古だったか、分からな

いのですけれども、どういう経過でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

給食搬入車につきましては、昨年度、それまで

２台で運用していたうちの１台が故障によりまし

て修繕不可能ということで廃車にしたこともあ

り、中古の車両を１台購入しております。 

この車両の購入代として、８５０万円の支出を

しております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） この給食搬送車というの

は、ほぼ毎日、学校が休みの日以外は動いていま
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す。 

古い物を買うと、それなりの劣化があるわけで

す。劣化して止まる可能性もあります。 

すぐ対応できて動けばいいのですが、全く動か

なくなって、学校給食が止まってしまったという

ことになれば、子どもにも影響がありますし、い

ろいろな面で影響があると思います。 

そういう意味で、きちんとした購入計画を立て

て対応することが必要ではないかと思っておりま

すが、この点について、担当の課長でも、どなた

でもいいのですが、お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

委員が言われますとおり、車両の維持管理は必

要なことでありますので、常に点検等を進めて、

必要な修繕等は行っております。 

耐用年数も考えまして、更新時期というのは計

画しておりますが、給食センターの搬送車に限り

ましては、現在、給食センター、給食の在り方の

検討も進めており、そちらとの兼ね合いもござい

ます。 

更新計画としては持っておりますので、在り方

の検討の経過等も踏まえながら、更新を進めなけ

ればいけないと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） １６７ページの青少年育

成費に関わることかと思うのですが、成果報告書

の５８ページにも書かれているように、青少年団

体協議会活動費が昨年度なくなったということ

で、会自体が解散した話は聞いているのですが、

昨年度の時点で活動自体もなかったのか、昨年度

は活動していたけれども、その後、解散したの

か、ちょっとお聞かせください。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ７番茶谷委員

の御質問にお答えいたします。 

青少年団体育成協議会の令和６年度の補助金に

ついては、一度申請していただいていたのですけ

れども、活動内容等の部分で補助金の支出が伴わ

なくても活動できるということで、補助金は返還

頂いております。 

解散については、令和７年度中に解散するよう

なことを令和６年度の総会において話し合われた

と聞いておりますが、現時点でいつ解散するかと

いうことは聞いておりません。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） 今年解散する方向性とい

うことで、分かりました。 

一つ懸念しているのが、活動自体は多くなかっ

たのと思うのですが、除雪だったり、町のイベン

トだったり、これまで青少協がやってきた活動が

あると思うのが、令和６年度の時点で解散する方

向が決まったということで、今後、どこか違うと

ころがやるなど、やっていた内容をどうにかして

続けていくみたいな話合いはあったのかだけ、

ちょっとお聞かせください。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ７番茶谷委員

の御質問にお答えいたします。 

会自体が、幾つかの団体が集まった団体ではな

くて、個人が青少年団体協議会に加盟しているよ

うな状況でありました。 

茶谷委員のおっしゃるように、除雪ですとか、

児童館のイベントの御支援ということで聞いてお

りました。 

なかなか多様化でもないのですけれども、支援

する会員の固定化ですとか、少数という部分で解

散の結論に至ったということであります。 

会員が大体三、四十名いたかと思うのですけれ

ども、その中で後継の団体が立ち上がるというよ

うな話は今のところ聞いておりません。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、９款教育費

の質疑を終了いたします。 

ここで、説明員が交代しますので、少々お待ち

ください。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、１０款公債費の

１８０ページから１２款予備費１８３ページまで

一括して質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 短く伺います。 

今、この決算の事業調書だとか成果報告書を見

ていましたら、未償還額が７３億円ある状況に

なっております。 

これに利息等も含まれているのかと思います

が、こういった場合の借換え、低利に借り換える

とか、そういったものというのは、現状でも行え

るのかどうなのか、ちょっと確認したいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質
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問にお答えさせていただきます。 

現在におきましても、借換え制度はございま

す。 

付け加えて申し上げますと、都度、その辺の動

向については注視し、何が有利かというものを見

定めながら進めています。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） もう１点で終わります。 

職員の問題なのですが、これで言えば１８２

ページの給与費になると思います。 

この間、質問してきましたが、必要な定数、正

職員に配置換えするとか、新たに会計年度職員や

正職員を配置するとか、そういうものは行政改革

の中で増やしている部分もあるのですが、この令

和６年度の決算を見てきて、今後、職員の定数の

見直し、正職員に配置が必要な場所もあると思っ

ているのですが、町の考え方としてどうなので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

定数の話ですけれども、委員の御指摘のとお

り、業務が多様化しております。 

今までと違って、専門の資格を有する方を必ず

入れなければならない職場もありまして、そう

いったところにおいては、定数の枠が決まってい

ますので、今度、一般職が減っていくというよう

な形になっております。 

そういったことで、いろいろな部分で、多様な

採用の仕方で補っていただきながら、町政を進め

ているわけですけれども、いたずらに増やすと、

全体の事業、財政を圧迫することにもなりますの

で、定数を大きく増やすことは慎重に検討しなが

ら進めなければならないものだとも思っておりま

す。 

しかしながら、必要な部分に必要な方がいない

と仕事が進みませんので、それらも含めて、常に

検討していく課題と思っています。 

ただ、今は定数の計画の中で、万度に入れなが

ら検討している部分です。 

委員の御指摘しているような職場点検をしっか

りしながら、できるだけ業務に支障がないよう、

人員の配置に配慮していきたいと思っております

ので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ぜひ副町長が言った言葉

を忘れないでいただきたい。 

必要にもかかわらず、配置されない現状がある

わけですから。 

確かに、財政の関係もありますし、むやみやた

らに全部正職員にしようとは私も言っていませ

ん。 

ただ、必要なのにもかかわらず、配置されてい

ない問題も見受けられるので、そこら辺はきちん

と対処していただければいいのかなと思います

が、その方向性が見えないのは残念です。 

答弁はいいです。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで１０

款公債費、１１款給与費、１２款予備費の質疑を

終了いたします。 

これをもって、一般会計の質疑を終了いたしま

す。 

ここで、説明員が交代しますので、お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、令和６年度上富

良野町各会計歳入歳出決算認定の特別会計の質疑

を行います。 

まず、国民健康保険特別会計全般の１８５ペー

ジから２１５ページまでの質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 全般ということでお伺い

いたします。 

国民健康保険という形の中で、予防医療に努め

られているかと思います。 

しかし、近年、循環器系だとか、いろいろな生

活習慣も含めて、いいのですよね。 

○委員長（岡本康裕君） できれば、ページ数が

あると助かります。 

○４番（米澤義英君） 医療給付のところでお伺

いしていますが、高額になっている要因には、ど

ういった疾患があってなっているのか、それを

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（高橋静香君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

令和６年度の高額療養費の要因別の状況としま

しては、循環器系の疾患、新生物が上位を占めて

おります。 

病名で言いますと、大動脈弁狭窄症等の心疾

患、くも膜下出血、胃がんなどの悪性新生物や白

血病が高額な医療費となっております。 

令和７年度より、近年、増加しております心疾

患の予防として検査項目を追加し、医療費の抑制
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につながるよう、努めているところです。 

御理解頂きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） どういう状況なのか、よ

く分かります。 

それで、今、町では本人の健康も大事だという

ことで、予防医療に努められていると思います。 

２０９ページの委託料の中に、若年者健康診査

という形になっておりますが、この内容を見まし

たら、保健指導もされながら、医療費の抑制に努

めていると。 

また、本人の健康も維持するというような内容

になっているかと思います。 

例えばＡという方が高血圧、生活習慣病で保健

指導の対象になった場合、この令和６年度は本人

に対してどういう気づきだとか指導をされている

のか、この点をちょっとお伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

令和６年度データヘルス計画第３期計画、第４

期の特定健診の実施計画がスタートした１年目で

あります。 

全計画の計画評価を行いまして、この第３期、

令和６年から始まりました計画１年目につきまし

ては、課題となっているところで言いますと、糖

尿病の発症予防が１点目。 

２点目はメタボリックの改善、三つ目は心疾患

の重症化予防ということ、あと、四つ目には地域

職域連携という４本の柱を置いてスタートしてお

ります。 

その中でも、糖尿病とメタボリックシンドロー

ムの解決というところで、前計画では解決に至っ

ていなかったということの課題を明らかにしまし

て、令和６年度におきまして、中でも共通してい

るところは内臓脂肪になります。 

それの中心とする対策としては脂肪肝。脂肪肝

からの脂肪肝炎、肝硬変、肝がん予防というとこ

ろで、新しく保健指導教材を作成しまして、対象

となる方を一人一人明確にし、基本的にはお薬は

ないものですので、生活習慣病の改善というふう

に取り組ませていただいております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

６番林委員。 

○６番（林 敬永君） １９４ページ、国民健康

保険税の収入未済額がちょっと多いのかなと思う

のですけれども、内容を教えていただきたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ６番林委員の国民

健康保険税の未納額に関する御質問にお答えしま

す。 

金額については、１３２万３,０２４円であり

ますが、人数にしますと１８名。 

そのうち２０２４年度に賦課した方については

１３人です。 

残りの５名に関しては、前から滞納している

人、もしくは２０２４年度もかかって、過年度も

含む方が何名かいらっしゃいます。 

どうしても転出される方が多く、それで滞納

し、今、継続して滞納処分に向けた処理をしてい

る状況であります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 滞納分の国保連の扱いは

どうなっているのですか。 

単独で、上富良野は上富良野国保会計の中で、

不納欠損が出てきていますよね。収入未済が。 

５人分が前からの滞納者の繰越分だというお話

でしたが、ずっと穴が開く分はどこかで補填をす

る制度になっていましたか。そのままで不納欠損

処分をするのですか。忘れてしまったので教えて

ほしいです。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ６番林委員の滞納

処分の欠損に関する御質問にお答えします。 

北海道の部分で言いますと、まだ上富良野町の

国保会計となっておりますので、条件を満たせば

不納欠損ですが、今年度は不納欠損額ゼロという

ことで、その分、欠損の条件を満たした滞納額は

なかったので、ゼロ円という形になっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） ５名の滞納者は累積の方

だと思うのですけれども、その方は後期高齢者で

すか、現職ですか。一般給付の方ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ６番林委員の国保

税に関する御質問についてお答えします。 

この方たちは全員国保税の方ですので、後期高

齢の方はいません。 

支援分というものはあるのですが、あくまでも

国保税ということです。 

以上です。 
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○６番（林 敬永君） 失礼しました。ちょっと

勘違いしました。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで国民

健康保険特別会計の質疑を終了いたします。 

次に、後期高齢者医療特別会計全般の２１７

ページから２３７ページの質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２３３ページの委託料

に、後期高齢者健康診査という形で予算が計上さ

れております。 

この高齢者の健康診査で９０７人。令和６年度

は前年度より多くなったという表示があります。 

上富良野町の後期高齢者健康審査というのは、

全道的にどのくらいの位置にあるのか、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

の、後期高齢者健診受診率についての御質問にお

答えします。 

上富良野町の令和６年度後期高齢者健康審査の

受診率は、全道第３位となっております。 

以上でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 今、高齢者の方にサルコ

ペニアの重症化予防という形の取組がされている

と思います。 

国民健康保険データヘルス計画４期の実施計画

を見ましても、重症化予防という形で、筋肉量の

増強だとか、維持だとか、食べ物のいろいろな調

整だとか書かれております。 

筋肉量が減ることによって血糖値が上昇すると

書かれておりますが、これを放置したらどういう

現象が起きるのか。 

それを予防するために、今、この予防医療に取

り組まれていると思うのですが、その点をお伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員

の、サルコペニア事業における効果についてお答

えさせていただきます。 

後期高齢者一体的事業の中で、上富良野町はサ

ルコペニア、筋肉量減少の重症化予防というふう

に平成３１年から取組を始めております。広域連

合の委託事業であります。 

そもそもこの事業を始めたきっかけは、糖尿病

重症化予防が出発点でありまして、糖尿病が重症

化し、最終的に要介護になる方々一人一人の実態

を見ていきますと、糖尿病の血糖値が急激に上

がっていく。 

その背景は何かというふうに見ていきましたと

ころ、決して体重が増えているわけではないこと

が分かってきました。 

逆に、痩せていく。体重が減っているにもかか

わらず、血糖値が上がっていく方がいらっしゃい

まして、その一人一人の筋肉量を測っていきます

と、体重の中身である筋肉が落ちていっている。 

そして、食べ物を消費するところの筋肉が減る

ことによって、血糖代謝の異常を起こしているこ

とが分かってきています。 

それまでの糖尿病対策は、どちらかと言うと、

炭水化物や油などを控え、野菜を中心にという保

健指導を実施していましたが、サルコペニアの実

態を見ることによって、高齢者においては筋肉量

を維持していただく保健指導ということで、必ず

しも野菜を最初に食べていただくという保健指導

ではなく、胃袋も小さくなり、野菜から食べてし

まうと、大切な筋肉の材料になるたんぱく質を取

ることができなくなってしまいますので、逆に野

菜だけで痩せてしまい、筋肉が減少して糖尿病が

悪化し、そして、身体活動量が減って、さらに血

糖値が上がって、介護状態になっていくというよ

うな流れに対し、どこで介入をしていこうか考え

ていましたところ、７０歳、７５歳で筋肉量を

知っていただいて、まずは筋肉量のもとであるた

んぱく質、そして、活動量の維持を中心に、この

事業を進めております。 

ただ、サルコペニアは急に７０歳で起こること

ではなく、昨日からのお話の中でありました、母

子保健、妊娠中から乳幼児期、そして、学童、若

いお母さん方の筋肉量維持の結果が、高齢期の筋

肉の維持というふうに考えておりますので、サル

コペニア事業は、後期高齢者ではありますが、ラ

イフサイクルにおいて筋肉を大事にした保健指導

をさせていただいております。 

長くなって申し訳ありません。以上です。 

○委員長（岡本康裕君） とても勉強になりまし

た。 

ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで後期

高齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 

次に、介護保険特別会計全般の２３９ページか

ら２６９ページまでの質疑を行います。 
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４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） なるべく手短にさせてい

ただきます。 

今、介護では地域包括支援という形の中で、い

ろいろな支援が行われております。 

地域支援包括支援センターの評価表の実績報告

書の中にも、強化が強く求められているという形

になっています。 

その内容には相談件数の複雑さがあるかと思い

ますが、令和６年度において、どういう相談が強

く寄せられていたのか、それに基づいてどういう

対処をされていたのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター

施設長、答弁。 

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） 

４番米澤委員の、令和６年度における地域包括支

援センターでの相談についてお答えいたします。 

おっしゃったとおり、相談の内容は複雑化して

おりまして、特に認知症を抱える高齢者の方や、

その御家族の相談が非常に増えております。 

自分自身で介護が必要な状態にもかかわらず、

サービスにつながらないといったような相談につ

いては、職員が積極的に働きかけ、サービスにつ

ながって重度化しないような形で支援しておりま

す。 

評価表につきましては、昨年、一度、自己評価

しておりまして、家庭環境の問題、介護者が自宅

に以前のように十分にいないですとか、そういっ

たところが評価の中で出てきております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 非常に個別的な対応、 

御夫婦で住まわれていてもなかなか判断しづらい

だとか、いろいろあるというように聞いておりま

す。 

そうしますと、今後、こういった個別の対応の

支援策がさらに求められているかと思いますが、

いろいろな福祉協議会やら、民生・児童委員の方

やら、総合的に病院とも関わってされているのか

なと思います。 

そういう対応という点で、令和６年度の決算を

踏まえ、今後、上富良野町ではどういう在り方が

よりそういう人たちを支援するという点でいいの

か、どうなのでしょうか。 

分かれば。分からなければ、よろしいです。 

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター

施設長、答弁。 

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） 

４番米澤委員の、今後の個別支援の方針について

お答えいたします。 

一人一人抱える生活課題は違っておりまして、

個別対応が基本になっております。 

その中で、包括支援センターだけでは対応し切

れないケースがかなり増えておりまして、社会福

祉協議会の生活支援コーディネーター、ボラン

ティア、あるいは民生委員と連携を取り、情報共

有をしながら、時に医療機関とも連携を取る必要

があるとか、司法機関とも連携を取る場合もござ

います。 

そういったことで解決して、個別の課題に対応

しているところです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 例えば成果報告書の中

に、保険外の上乗せサービスの実績なしという形

になっております。 

介護保険の計画のアンケートの中に、心配事は

誰に相談されますかだとか、日常的な買い物だと

か、そういうところをもっと支援してほしいとい

うような話もあります。 

訪問介護については、ヘルパーを派遣されて、

居宅支援という形でされているかと思います。 

そこで聞いたのですが、訪問する家事援助の時

間が限られているかと思います。 

今、家事支援というのは、以前から比べて何時

間くらい減ったのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター

施設長、答弁。 

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） 

４番米澤委員の、訪問介護の時間数についてお答

えします。 

訪問介護につきましては、３０分単位の訪問に

なりますが、ただ、その方々の必要量によって時

間数をケアマネージャーの采配や、本人、御家族

の要望に応えて入っております。 

一概に減った、増えたというよりかは、個々の

ニーズに応じた時間数で入っております。 

以上になります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういう家事援助で、例

えば買い物に行って戻ってきて調理するという対

象者の方もいます。そうでない方もいます。 

お話はしたいけれども、なかなか時間の制限が

あってできないこともあると思います。 

介護度によってもそれは違ってくるかと思いま

すが、上乗せになるのか、横出しになるのか、専

門でないから分からないのですけれども、そう

いった部分に対する支援策はできないものか。 
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もしくは、上乗せがないとすれば、介護保険制

度の中で、新たにそういった介護支援をしてほし

いという状況の中で求められるものがあるとする

と、そういった支援策をより引き寄せて、対処し

ていく必要があるのではないかなと思います。 

令和６年度の決算を通じて、今後、そこら辺の

実態調査も必要なのかなと思いますが、ちょっと

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター

施設長、答弁。 

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） 

４番米澤委員の上乗せサービスと支援の内容につ

いてお答えします。 

今、訪問介護で自宅に行き、高齢者の方に家事

支援ですとか、身体介護を提供しています。 

その中で、１人暮らしの方が多く、心の悩みで

すとか、孤独感の解消のために、ヘルパーとお話

が盛り上がるときもありますけれども、公的保険

で保障されている部分は本当に必要な部分です。 

お掃除だとか、食事のお買い物という部分にな

りまして、精神的な部分の手当てについて、今は

介護保険にない状況です。 

そういった介護保険外のところを補うために、

今、生活支援体制整備事業というところで、ボラ

ンティアの訪問が非常に重要になってきておりま

す。 

特に大きな用事はないけれども、自宅を訪問し

て、元気かどうか、顔を見に来ましたとか、最近

困ったことはないですかといった、友愛訪問のよ

うな形をボランティアが担っております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 簡潔に言いますと、介護

保険も解約されて、お話をするだとか、そういう

環境もなくなってしまっている状況です。 

そういう状況の中で、こういう問題は国に対し

て、必要があれば、必要ないと思えば言わなくて

いいと思いますけれども、必要だと思うので、そ

ういう改善を地方から発していくということも大

事ではないかなと思っております。 

これ以外にもいろいろあると思います。要望も

出されていると思いますので。 

特に答弁はいりません。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで介護

保険特別会計の質疑を終了いたします。 

次にラベンダーハイツ事業特別会計全般の２７

１ページから２９５ページまでの質疑を行いま

す。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２９１ページのラベン

ダーハイツの漏水調査ということで、実施計画書

の中では計画的に修繕するとなっております。 

まず、これは漏水ですから、どこの漏水か。恐

らく給排水だと思うのですけれども、どういう状

況になっているのでしょうか。どこを直されたの

か、お伺いいたします。 

２９１ページ、１２委託料、漏水調査。漏水調

査ですから、漏れが。 

○委員長（岡本康裕君） １９万８,０００円。 

ラベンダーハイツ所長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（武山義枝君） ４番米

澤委員の漏水調査の関係についての御質問にお答

えしたいと思います。 

漏水調査につきましては、当初、漏水の箇所が

分からなかったのですけれども、水道の使用量が

平均で言えば１日１８トンとか、２０トン以下く

らいで推移していたところ、ある時期から２０ト

ンを超え、３０トンを超えというようなことで、

そのときの入所者数が急激に増えたわけではな

かったので、これはどこかが漏水しているという

ようなことで、建物の中をいろいろ確認しました

けれども、不明だったため、調査を依頼しないと

何十トンも漏れているような状況でした。 

この分を調査依頼しましたところ、建物の外

側、ラベンダーハイツの職員玄関側の右のほうと

言いますか、ボイラー室の入り口にかけてのとこ

ろで、多分道路から特別な調査というか、土の中

の音を聞くような調査をしたら、建物の中ではな

くて、建物の外の道路というか、敷地の中で

ちょっと漏水の音がするということで、そこの外

側の配管がちょっと負傷しており、そこが漏れて

いたということで、そこの修繕をしたところであ

ります。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 築四十七、八年が経過し

ているかと思います。 

以前からそうだったのですが、今、直しても、

また次のところが劣化しているものですから、そ

こから漏水だとか、給湯排水が異常を起こしてし

まう形になっているか思います。 

ラベンダーハイツは２４時間体制ですから、食

事を作らなければならない、お風呂も入らなけれ

ばならないというような、非常に大事な施設であ

ります。 
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この事業計画書の中には、７年、８年、９年、

何をするかというのが載っております。 

だとしても、急にやむを得ない事情でいろいろ

な故障が起きるとか、修繕を余儀なくされること

が起きているかと思います。 

今、これの対処方法が必要になってきているか

と思います。 

町長もこういう現状は、当然、知っていると思

いますが、令和６年度の決算を踏まえた中で、今

後、どういうふうに対処されようとしているの

か、お伺いいたします 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

全てのものが老朽化していて、いつ、どこで、

どういう不具合が起きるか分からない状況だとい

うのは、委員の御指摘のとおりだと思います。 

今までも、そういったものに対して、ラベン

ダーハイツは特別会計ですけれども、大きな予備

費やなんかでも、この間も言ったように、入所者

の方の御不便をできるだけ少なくするよう、緊急

的な対応を図ってきております。 

とはいえ、ちょうど今、６年の決算ではないの

ですが、いろいろと今後の施設の在り方について

検討している段階でありますので、予防的に大き

な修繕を取り入れていくというのは、ちょっと難

しい状況にありますから、そういったものを少し

でも、何か不具合があったときにはすぐ対応する

と。 

目に見えて障害のあるものについて対応してい

くとか、代替の何か対応ができるのかということ

も含めながら、入所者の方に不便がないよう、努

めてまいりたいと思いますので、御理解賜りたい

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これでラベ

ンダーハイツ事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

以上をもって、各会計歳入歳出決算の認定につ

いての質疑を終了いたします。 

ここで、説明員が交代しますので、少々お待ち

ください。 

暫時休憩といたします。再開は１１時。 

────────────────── 

午前１０時４２分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

先ほど６番林委員からあったリフトの件につい

ての回答を、教育振興課長からお伝え申し上げま

す。 

教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） 先ほど９款教育

費の中で、６番林委員から御質問のありました、

スキー場リフトの振興公社におきます修繕実績に

ついてお答えいたします。 

振興公社による修繕は１件ございまして、内容

は人が乗る部分の搬器の取替えを行っておりまし

て、全ての搬器３７本を取り替えて、金額として

５１万３,７００円の支出をしております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、令和６年度

上富良野町企業会計決算の認定についての質疑に

入ります。 

最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） まず、１１ページの給水

量及び給水人口についてお伺いいたします。 

令和５年度から見て、今年度は有収率が３.６

％減になったという状況が掲載されております。 

これは恐らくどこかで漏水されているのかなと

思いますが、当然、上がればいいのですけれど

も、なかなか完璧な状況には、劣化していますか

ら、ちょっとここら辺をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

委員がおっしゃいましたように、有収率が５、

６年に比べまして若干低くなっています。 

これは人口減少に伴う配水必要量の減というこ

とになりますけれども、そのほかに、今、言われ

ました漏水等もやはりございます。 

ただ、漏水は、漏水調査を毎年して、確認して

いくという部分で、それを直していくということ

なのですけれども、本当に微量な部分もありま

す。 

音で拾えない分もございますので、１００％、

８０％くらいになるためには、相当な調査が必要

かと思うのですけれども、今は漏水調査で何とか

対応しているところです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １６ページの修繕費の中

で、漏水修理という形で計上されておりますが、

これは何件というか、どういう状況だったのか、
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お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

修繕費につきまして、漏水修理ということで、

今年の修理件数は１６件になります。 

調査して直した分は１１件。突発的、５件で

す。 

これは町民の方からの通報や、我々がパトロー

ルして分かった分で直したのが５件になります。 

調査全体では２９件あるのですけれども、あと

は経過観察としています。あと、個人の部分があ

りますので、それを入れて２９件調査して、直し

ている部分が１６件になっています。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そうしますと、かなり埋

設して年数が経過している中で、いつどのような

形でまた漏水が起こるか分からない状況にあると

思います。 

それで、計画的な漏水に対する予算を計上され

ていると思いますが、この令和６年度を踏まえた

対応は、どういうふうになるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

漏水というのは突発的な分もありますので、あ

る程度、修繕費は取っているのですけれども、足

りなくなる部分もありますし、それ以上かからな

い部分もあります。 

ただ、やはり分からない部分もありますので、

予算を計上している状況で対応しているという、

ちょっとお答えになっていないですけれども、そ

ういうことです。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それと、１０ページの、

近年、倍本を見ましたら、建設改良費の概要とい

うところが計上されております。 

電気装置の更新だとか、草分ポンプ場の残留塩

素計の更新、その他、載っております。 

倍本と日の出、２系統の配水施設があると思い

ますが、そういう施設の劣化も出てきていると思

いますけれども、令和６年度において、劣化への

対応というのは、どうだったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。御質問ありがとう

ございます。 

日の出浄水場は昭和４０年中盤くらいに出来

て、もうかれこれ５０数年経過しています。 

中の電気設備等につきましては、計画的に更新

していますが、建物に関してはまだ耐用年数が

残っているということで、検討中というか、これ

から更新していかなければならないと、我々は

思っているのですけれども、今のところ、耐用年

数を過ぎる前に何とか更新していきたいという考

えになります。 

倍本浄水場につきましても、同じように電気系

統は、結構、部品だとか供給が追いつかず、なく

なるので、建物よりは早く更新している状態です

けれども、倍本は平成４年か５年に出来ています

ので、まだ丈夫ですが、今、委員が言われたよう

に、日の出浄水場はそろそろ更新を検討していか

なければと考えております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

６番林委員。 

○６番（林 敬永君） １０ページに工事概要が

掲載されているのですけれども、この中で令和６

年度に老朽管の改修はどこをやられているのか、

教えていただきたいです。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の

御質問にお答えします。 

１０ページに記載されている建設工事の概要と

いうことで、下の段、配水管設備というところで

す。 

全てこれが工事ではなくて、北２４号道路配水

管移設工事の補修の部分になります。 

東１丁目とか通学通り、北３条とかの分につき

ましては更新をやっています。 

旭町３丁目２番通りは道路改良と同時に水道管

を改修というふうになっていますので、更新とい

う部分で行きますと、東１丁目通り配水管と通学

通り、北３条通り配水管布設替工事ということが

更新事業となっています。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 私がお聞きしたかったの

は、これは全国規模で問題になっていて、新聞に

も、建設新聞にも出ておりますが、地中に埋まっ

ている老朽管の関係ですけれども、こちらはたし

か計画を持っていなかったと思います。 
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老朽管の整備の計画というのはありましたか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の

御質問にお答えします。 

第６次実施計画には毎年更新ということで、計

画をもって更新しているのですけれども、なかな

か予算の関係もございまして、思うようになって

いない状況が実際です。 

ただ、６次の実施計画には掲載しております。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで水道

事業会計の質疑を終了いたします。 

次に、簡易水道事業会計全般の質疑を行いま

す。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。 

例えば千望峠のところにトイレがありますが、

あそこを見ましたら、道の管理ということですけ

れども、水が出ない。 

その表示を見ると、給水がうまくいかないとい

うことですが、あれは江花地区の簡水の流用なの

かどうなのかということがちょっと疑問なのと、

相対的に江花簡水には配水供給できるような水量

があるのかどうなのか、そこをお伺いしたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

委員が言われますように、千望峠のトイレは江

花簡易水道区域の範囲になるのですけれども、江

花地区の取水量が、どんどん年々減っていってい

る状態です。 

本年度、江花浄水場のろ過機の更新工事も併せ

まして、今ボーリングでしている取水の、くみ上

げポンプのところを避けて、何とか取水量を確保

しようとしていたところです。 

一応、トイレの使用停止期間がございまして、

今、ポンプを下げていた最中でしたから、停止を

して、周りの地域の方に、牛屋とかがいっぱいい

ますので、影響がないように、なるべく取水をす

るために、トイレの水を少し止めていたという状

況です。 

現在は下げていますので、水量は十分ではない

のですけれど、ある程度はできるのですが、今の

時期に江花の千望峠の開栓をするのはどうなのか

ということで、とりあえず今年は停止して、来年

度から、水の不足分も出てきますので、それを勘

案しながら、停止するか、また開始するかという

のを検討していきたいと思っています。 

もう１点、簡易水道の取水水路の関係です。 

江花地区以外の静修、里仁、東中簡易水道につ

きましては、ある程度、豊富と言いますか、十分

な配水量はありますので、地域住民の方に御不便

をかけない程度はありますので、御心配いただか

なくて大丈夫です。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 駐車場については、早急

にということではないと思いますが、何よりもそ

の地域の生活用水として確保されなければ、大事

な問題ですから、ここら辺は十分、今、ポンプを

掘り下げて何とかと言っていることですから、対

応できるということで、再度確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

委員が言われましたように、地域の、変な話、

一番優先なものですから、今後、水量を確保でき

れば、当然、今、委員が言われたように、千望峠

の駐車場の水道も開放していきたいと考えており

ます。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございません

か。 

６番林委員。 

○６番（林 敬永君） すみません。ページ数が

分からないのですが、簡水が特別会計から企業会

計に変わって複式簿記になったかと思うのですけ

れども。 

損益計算書の３ページを見て考えればいいの

か、いわゆる純損失が９８万３９６円と。合って

いますよね。 

３ページの純損失ということで、ＣＳで、損益

計算書で出ているのと、バランスシートで出てい

る部分で言って、現状、簡水は赤字と理解してよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

委員が言われました、３ページの損益計算書

で、下に書かれている当該の損失ということで、

これは赤字になります。 
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前年度の繰越欠損金も合わせまして、当年度末

の欠損金が５３２万５,０００円。 

いわゆる赤字分という御理解でよろしいかと思

います。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 分かりました。 

特別会計から企業会計が入りますから、どうし

てもこういう形は出てくると思うのですけれど

も、当然ながら、財政計画を立てなければならな

かったのがルールであったかと思います。 

そちらは、これと並行して収支状況の改善に向

けての取組がされるようになっているのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の

御質問にお答えいたします。 

財源の計画については、今後、経営戦略という

のをまた策定していきます。 

前回つくった経営戦略は、ちょっと古いもので

すから、あまり時代が合っていない状況なもので

すが、今後、経営戦略を作成し、その財政の計画

等をつくっていきたいと考えています。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで簡易

水道事業会計の質疑を終了いたします。 

次に、公共下水道事業会計全般の質疑を行いま

す。 

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで公共

下水道事業会計の質疑を終了いたします。 

ここで、説明員が交代しますので、少々お待ち

ください。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、病院事業会計全

般の質疑を行います。 

４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。 

上富良野の決算審査意見書等を見ましたら、入

院も外来もそうなのですが、相手次第ですから、

こちらで利用者に来てくださいということにはな

らないと思いますけれども、今後、こういった現

象が続くことになれば、経営にも影響が出ると

思っております。 

そういう中で、血液内科だとか、がんの内科だ

とか、肝臓内科だとかという形の中で、新たな展

開もされて、介護施設の展開もされているかと思

います。 

お伺いしたいのは、人口減少、あるいは医療費

の抑制が叫ばれている中で、令和６年度はどうい

うふうに収益向上の改善策等をされてきたのか、

ここら辺をちょっとお伺いしたいと思っておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御

質問にお答えいたします。 

令和６年度の収益の改善ということでありまし

たけれども、全国的に見ても病院経営がかなり厳

しい状況に陥っているというのは、御承知のとお

りだと思いますが、令和６年度の町立病院につき

ましては、非常勤ですけれども、新たなドクター

を、たしか９月か１０月頃から１人医大から派遣

していただいて、今まで水曜日の午後が休診だっ

たものを、水曜日の午後の外来を再開するなど、

新たな患者数の増加等、増収にもつながりますけ

れども、そういった取組でやっている状況になっ

ています。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 併せて、必要な経常経費

ということで、削るとすれば１０円とか２０円と

か、あとは人件費の問題なのですけれども。 

だけれども、人件費を削ってしまったら、成り

立たない話で。 

そういう中で、いろいろな歳出面の見直しだと

かされている部分もあると思うのですが、なかな

かできなかった部分もあると思うのですけれど

も、そこら辺は、令和６年度はどうだったので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御

質問にお答えいたします。 

経費の削減というような御質問だったと思いま

すけれども、確かに人件費等がここ数年で増加傾

向にございます。 

物価高ということもございまして、経費はどん

どん膨れ上がる状況でありますけれども、その中

でも、現場と、例えば診療材料費とか、そういっ

た分については、使いやすいものを活用していく

のですが、そこでも単価等を検討しながら、その

辺は各部署と検討して、購入に努めている状況で

あります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次にお伺いしたいのは、

国からベッド数に応じて交付税措置がされている
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かと思いますが、現状、交付税措置というのは、

大体１床当たりどのくらいなのか。 

これは、前年度から逐次改正もされてきている

とは思うのですけれども、前から見て改善されて

いるのか、上がってきているのか、物価高騰に見

合った形になっているのか、そこら辺をちょっと

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御

質問にお答えいたします。 

交付税の関係でありますけれども、ベッド数の

単価は記憶していないのですが、ベッド数に応じ

た交付税措置は令和６年度で約２,５００万円程

度ということで、そちらにつきましても、たしか

記憶では数年前まで許可病床数に応じていたので

すけれども、ここ数年の間で、その制度が変わり

まして、最大使用病床数、１年間で一番入院患者

がいた病床数に改正されているので、令和６年度

は、先ほど言ったとおり、２,５００万円程度で

すけれども、それが５年度でしたら２,７００万

円程度ということで、若干落ちているというよう

な状況もございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それと、お伺いしたいの

は、今、上富良野は救急医療を行っています。 

当然、この不採算に対する交付税措置もされて

いるかと思いますが、その交付税措置と、それに

対する職員の配置もあると思います。 

そういった意味で、交付税措置に見合った職員

の配置なのか、要するに持ち出しがあるのかどう

なのか、そこら辺の差異というのはどのような状

況になっているのか、分かる範囲でよろしいで

す。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の、

救急にかかります経費、交付税の関係であります

けれども、今、町が救急に対してもらっている繰

入れというのが約７,３００万円程度。 

中身は人件費等ですけれども、それに見合う交

付税につきまして、令和６年度は約４,４００万

円程度ということで、実際の経費が上回っている

状況であります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 本当に地域の医療を担っ

ている町立病院です。 

こういったところにも赤字になっていく要因が

あると思います。 

こういった部分は、当然、町長が国にも要望を

出されていると思いますし、見直しもされている

と思うのですけれども、さらに要望する必要があ

るのではないか思いますが、伺います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

救急医療も含めてですが、近年の公立病院の経

営の厳しさというものは大変な部分がありますの

で、以前から国に対して要望等を行っています

が、さらに昨今の厳しい状況を踏まえて、これを

国や関係機関等に訴えていかなければならないと

考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで町立

病院事業会計の質疑を終了いたします。 

以上で、企業会計決算の認定についての質疑を

終了いたします。 

暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時２６分 休憩 

午後 ２時１８分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

審査意見書案の整理を行いましたので、事務局

長に朗読いたさせます。 

事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君） それでは、令和７年

決算特別委員会の審査意見書案を朗読いたしま

す。 

一般会計歳出。 

１、地域活性化起業人の任用について。 

取組内容や成果を定期的に町の広報誌やホーム

ページ等で発信し、町民が活動の意義を理解でき

るよう努め、地域全体の活力向上につながるよう

図られたい。 

２、泥流地帯映画化を進める会について。 

団体の設立目的を再確認し、組織構成、意思決

定の仕組みを明確にし、運営体制を整え、地域住

民や関係団体の主体的な参画を促すよう努められ

たい。 

３、かみふらの産業賑わい協議会及び泥流地帯

映画化を進める会について。 

実際の活動内容や支出見込みを精査し、適正な

予算計上を行うとともに、多額の繰越金が生じた

場合には、その理由を明確にし、必要に応じて一

般会計に返還するなどの財務処理を行われたい。 

４、国からの委託事業である特別体験によるイ

ンバウンド消費拡大、質向上推進事業について。 
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その成果を今後の新たな町の魅力づくりに生か

されたい。 

５、公共施設の改修整備等について。 

優先順位を明確にし、進められ、町道の維持・

改修については、路面の損傷が著しい箇所はオー

バーレイ舗装などの改修を計画的に実施し、道路

寿命の延伸を図られたい。 

以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございま

す。 

それでは、これより審査意見書案の審議を行い

ます。 

ただいま朗読した審査意見書案について御意見

はございませんか。 

６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 三つ目の繰越金の返金の

ところに、多額のと入れて協議されているのだけ

れども、多額とは幾らだろうか。 

○委員長（岡本康裕君） そうやって来ますよ

ね。 

○６番（林 敬永君） 多額のを取っ払ったらい

いのではないですか。 

ここに、繰越金が生じた場合には、その理由を

明確にし、必要に応じて返還とあるのだから、多

額を入れないでも。 

そもそも会計が、泥流地帯は１００万円。これ

は分科長に私は一任したから、私が言うのも変だ

けれども。 

○委員長（岡本康裕君） 言ってもらって結構で

すよ。 

○６番（林 敬永君） 多額のを取るべきだと思

います。 

○５番（金子益三君） すごく悩んだところで

す。 

１円でも２円でもあったら、戻すのかという。 

○６番（林 敬永君） それは常識の範疇で考え

てもらわなければいけないですね。 

だから、１００万円の会の負担金を。 

○５番（金子益三君） ６０万円も残しているか

ら。 

○６番（林 敬永君） だから、今回、こういう

形を私も言ったけれども、１０万円残したらいい

のかと思われても困る。 

事業の積算の内容をしっかり精査しながらやっ

ていただかなければいけないのだから。 

だから、多額のは取り払ってもいいと思います

けれども。 

○委員長（岡本康裕君） どうでしょうか。 

○５番（金子益三君） 一番悩んだところです。 

○６番（林 敬永君） 悩みますよね。 

○委員長（岡本康裕君） 多額のを取ると、１円

でも残したら駄目なのかと来るから、返せと言う

のかという。 

そこは口頭で言いますか。 

目に余るような金額になってしまっているの

で、目に余るというか、あまりにも多いのでとい

う。 

○６番（林 敬永君） 通常は、こういうことを

議員から言われる前に、執行者側が精査するも

の。 

だけれども、言わなければ分からないという寂

しさがあるので。 

○委員長（岡本康裕君） 皆さん、どうします

か。取ったほうがいいですか。 

これで出したら、多額とは幾らですかと来る。 

○６番（林 敬永君） 書いてあっても、多額と

は幾らかと聞きますよね。 

○委員長（岡本康裕君） 書いていなかったら、

１円でも駄目かという言い方は来る。 

１円でも駄目だと言うのだったらいいけれど

も。 

○５番（金子益三君） 必要に応じて返還。 

多額を取って、では、幾らですか、必要に応じ

て、常識の範疇でという。 

○委員長（岡本康裕君） 必要に応じてね。 

そうしたら、取りますか。 

○１４番（中澤良義君） 多額は取ったほうがい

いと思います。 

１円でも返せと言うのかと言ったら、それはも

う常識で。 

○５番（金子益三君） 必要に応じて。 

○１４番（中澤良義君） だから、多額は取って

いいですよ。 

○委員長（岡本康裕君） 常識の範囲内という

か。 

では、皆さん、多額を取るでよろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） では、多額を外しま

す。 

○１２番（小林啓太君） ２番も。 

○委員長（岡本康裕君） ２番もだ。 

ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） では、今、言われたと

ころを手直しして、清書とさせていただきます。 

これを書いてまた配るのですか。 

○事務局長（谷口裕二君） 配りますけれども、
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今の状態で、一応、確認だけ取ってください。 

○委員長（岡本康裕君） そうしたら、皆さんで

お手元の資料の括弧をつけるところにつけて、多

額を消して。 

○事務局長（谷口裕二君） いや、清書します。 

○委員長（岡本康裕君） 清書してもらって、お

送りします。 

すみません、少々お待ちを。それを携えて、下

に行ってまいります。 

────────────────── 

午後 ２時２５分 休憩 

午後 ２時５４分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

理事者より所信表明の申出がございますので、

発言を許します。 

町長斉藤繁君。 

着座でお願いいたします。 

○町長（斉藤 繁君） 委員長の許可を得まし

て、所信を表明したいと思います。 

まずは、皆さん、御多用の中３日間の御審議賜

りまして誠にありがとうございます。 

先ほど委員長、副委員長を通じて、決算特別委

員会の意見書を頂きました。 

これらの意見は非常に重要なもので、真摯に受

け止めて、今後の行財政運営に反映していきたい

と考えております。 

我が町も含め、地方行政においては、少子高齢

化、過疎化、人口減少、そして、昨今は物価高騰

と非常に厳しいものがあります。 

町民の皆様におかれましても、将来に対して不

安な思いを抱きながら生活を送られているのでは

ないか。 

そのような中で、やはり行財政運営をしっかり

として、住民サービスの向上に一層努めていくこ

とが、非常に重要なことであると再認識したとこ

ろであります。 

我が町、上富良野町におきましても、将来に向

けて大きな課題は多々あろうかと思いますが、こ

れら諸課題を皆さんと一緒に御理解、御協力を得

て、将来に向けて町政を推進していかなければな

らないと思っております。 

結びになりますが、改めて３日間の御審議、誠

にありがとうございます。心より感謝申し上げま

す。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

ただいまの理事者の所信表明により、今後の町

政執行において、十分その意見を尊重し、最善の

努力をしたいとの確認が得られましたので、討論

を省略し、議案第１２号令和６年度上富良野町各

会計歳入歳出決算の認定について及び議案第１３

号令和６年度上富良野町企業会計決算の認定につ

いてを表決したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めま

す。 

よって、討論を省略し、議案第１２号令和６年

度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について

及び議案第１３号令和６年度上富良野町企業会計

決算の認定についてを起立により表決いたしま

す。 

最初に、議案第１２号令和６年度上富良野町各

会計歳入歳出決算の認定については、意見を付

し、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 御着席ください。 

起立多数であります。 

よって、本件は、意見を付し、原案のとおり認

定することに決定いたしました。 

次に、議案第１３号令和６年度上富良野町企業

会計決算の認定については、意見を付し、原案の

とおり、認定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 御着席ください。 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり認定することに

決定いたしました。 

お諮りいたします。 

本委員会の審査報告書の内容については、委員

長及び副委員長に御一任願いたいと存じます。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めま

す。 

よって、本委員会の決算審査報告書の内容につ

いては、委員長及び副委員長に一任されました。 

以上をもって、本委員会に付託された案件の審

議は全て終了いたしました。 

改めまして、お疲れさまでございます。３日間

にわたる決算審査、本当に御苦労さまでございま

した。 

一般会計については８５億を超える金額という

ことで、多額の予算執行の中、限られた時間の中

で皆さんに審査頂きました。本当にお礼申し上げ
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ます。 

また、意見書も少しつけさせていただきました

ので、町長、副町長、執行部、聞いていただける

ということで、令和８年度の予算に生かしていた

だきたいと思っております。 

いずれにしましても、９款が２日目になったと

いうことをお詫び申し上げまして、うまくこれか

ら裁けるように頑張りたいと思います。 

皆様、本当に御苦労さまでした。ありがとうご

ざいました。 

これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。誠に御苦労さまでした。 

午後 ３時００分 閉会  
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